
（平成２２年６月２３日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 209 件

国民年金関係 25 件

厚生年金関係 184 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 105 件

国民年金関係 42 件

厚生年金関係 63 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

東京国民年金 事案 7710 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年 10 月から 37 年９月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年 10月から 37年９月まで 

             ② 昭和 45年１月から 49年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続をしてくれ、私が結婚するまでの国

民年金保険料を自身の保険料と一緒に納付してくれた。また、結婚後しば

らくしてから、私が任意加入の手続をして保険料を納付した。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、当該期間は 12 か月と短期間であり、国民年金保険

料を納付したとする申立人の母親は、当該期間を含め保険料を完納している。     

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は２回払い出されており、１回目

の手帳記号番号は母親と同時期の昭和 36 年３月末に払い出され、申立人が当

時居住していた市の被保険者名簿から、申立期間の直前の 36 年４月から同年

９月までの保険料が現年度納付されていることが確認でき、その後、婚姻す

るまでの期間については、父親の仕事や住所に変更はなく、生活状況に大き

な変化は認められないなど、申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人が当該期間の国民年金保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申

立人は、婚姻後任意加入するまでの間は保険料を納付していないとしており、

上記の１回目の手帳記号番号によるこの期間の納付記録は無いこと、申立人

は、昭和 49 年４月に２回目の手帳記号番号が払い出されており、同月 23 日

に任意加入により国民年金の被保険者資格を取得していることが申立人が所

持する国民年金手帳及びオンライン記録により確認でき、当該期間は加入前

の未加入期間であり、制度上、保険料をさかのぼって納付することができな

い期間であることなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせ



  

る周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 36 年 10月から 37 年９月までの期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7711 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年４月から 60 年 10 月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から 60年 10 月まで 

    私は、国民年金の加入手続をした後は、区の出張所で定期的に国民年金

保険料を納付していた。将来の年金額を増やすために、加入手続前の未納

期間の保険料についてもすべてさかのぼって納付している。申立期間の保

険料が未納及び申請免除とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、60 歳到達時まで申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保

険料をすべて納付し、60 歳到達後も厚生年金保険の資格を喪失した平成 15

年４月に国民年金に任意加入し、65 歳到達時まで付加保険料を含む保険料を

すべて納付している。 

   また、附則４条納付者リストから、申立人は、昭和 55 年６月 30 日に、44

年５月から 47 年３月までの保険料を第３回特例納付により納付していること

が確認でき、当該特例納付時点で、申立人は特例納付をしなくても 60 歳到達

時まで保険料を納付すれば国民年金の受給資格期間を満たしていたことから、

当該特例納付は年金を満額に近づけるために行ったものと考えられ、当該特

例納付後それほど経過していない時期の申立期間の保険料を未納のままにし

ておくことは考えにくい。申立期間のうち 59 年４月以降の期間については、

オンライン記録では、申請免除期間とされ、申立人の弟も当該期間は申請免

除期間とされているが、当時の申立人自身の仕事及び収入や保険料の納付状

況に関する説明は具体的であるほか、申立人は、弟の免除申請時には年金受

給額に影響があるので安易に申請しないよう注意したことを記憶しており、

申立人が免除申請をしなければならないような事情は無かったものと考えら

れること、弟は、当時保険料を納付していた申立人から保険料の未納及び免

除申請について注意を受けたことを具体的に説明していることなど、申立期



  

間の保険料を継続して納付していたとする申立内容に不自然さはみられない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7712 

               

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成元年 11 月及び同年 12 月の国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年７月から平成元年９月まで 

             ② 平成元年 11月及び同年 12月 

    私は、会社を辞めた後、手続は遅れたが、国民年金の加入手続をし、さ

かのぼって１か月分ずつ国民年金保険料を納付した。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、２か月と短期間であり、当該期間の前後の期間の

国民年金保険料は納付済みであり、申立人はその後の国民年金加入期間の保

険料をすべて納付している。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の平成３年８月ご

ろに払い出されており、申立人は過年度保険料の一括納付が困難であるため、

所轄社会保険事務所（当時）に１か月ごとの納付書の発行を依頼したことを

具体的に説明しており、オンライン記録により当該期間の前後の期間の保険

料を過年度納付していることが確認できるなど、申立人が申立期間の保険料

を納付したとする申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間①については、上記の手帳記号番号の払出時点で

は当該期間のうち平成元年６月以前の期間が、納付済みの元年 10 月分の保険

料納付の時効期限である３年 11 月時点では当該期間の全部が、いずれも時効

により保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成元年 11 月及び同年 12 月の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



  

東京国民年金 事案 7713              

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 55 年４月から同年６月までの期間の国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

                  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 42年３月まで 

             ② 昭和 55年４月から同年６月まで 

    私は、国民年金制度発足当初に町内会を通して国民年金に加入し、町内

会費と一緒に国民年金保険料を納付してきた。町内会での保険料徴収業務

が終了してからは、私自身で保険料を納付してきたはずである。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間は３か月と短期間であり、当該期間の前

後の期間の国民年金保険料は納付済みである。また、申立人は、当該期間直

前の保険料を昭和 55 年４月に納付していることが国民年金被保険者名簿に

より確認でき、当該納付時点で申立期間の保険料の現年度納付が可能であり、

さらに、申立人は、当該期間中の 55 年５月に転居しているが、申立人の所

持する年金手帳から住所変更の手続が適切に行われていることが確認できる

など、申立内容に不自然さはみられない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人は、国民年金手帳の手帳記

号番号が２回払い出されており、１回目の昭和 36 年 12 月に払い出された手

帳記号番号の払出簿の備考欄には「不在 消除（35.10.１）」の記載があり、

申立人の当該手帳記号番号での納付記録は確認できないこと、申立人は、町

内会を通して保険料を納付していたと説明しており、申立人が所持する２回

目の 42 年４月に払い出された手帳記号番号の年金手帳の表紙に町内会の収納

管理をうかがわせる押印があるものの、当該手帳記号番号が払い出された時

点では、当該期間の大部分は時効により保険料を納付することができないこ



  

となど、当該期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

    その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 55 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



  

東京国民年金 事案 7719 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年 12 月から７年６月までの期間及び７年 10 月の国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成６年 12月から７年６月まで 

             ② 平成７年 10月 

        私の母は、平成４年に私の国民年金の加入手続を行い、その後、遅れる

ことはあったが、必ず私の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて

納付している。 

申立期間①については、７か月と短期間であり、当該期間直前の平成６年

10 月及び同年 11 月の保険料が納付された８年 10 月時点で、過年度納付によ

り保険料を納付することが可能な期間である。 

申立期間②については、１か月と短期間であり、当該期間直前の平成７年

８月及び９月の保険料が納付された９年 10 月時点で、過年度納付により保険

料を納付することが可能な期間である。 

また、申立人が所持する領収証書及びオンライン記録により、申立期間の

前後の期間の保険料は過年度納付されていることが確認でき、申立人の母親

が納期に遅れることはあったが保険料を納付していたとする説明と合致する

など、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7720 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年３月まで 

私は、区からの勧奨を受けて国民年金制度発足当時から国民年金に加入

し、国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き60歳に至るまで国民年金保険料をすべて納付し

ている。また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和36年２月に払い出さ

れていることが確認でき、申立期間は12か月と短期間であり、当該期間の保

険料を現年度納付することは可能であったこと、申立人は43年４月から同年

６月までの未納保険料を第１回特例納付により納付しているなど、未納期間

の解消に努めており、国民年金制度及び保険料納付に関する意識は高かった

ものと考えられるなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7727 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年１月から同年３月まで 

    私は、昭和 56 年末に退職した後、国民年金の再加入手続を行い、加入後

は国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金加

入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人は、申立期間の資格取得手続を昭和57年８月に行っているこ

とが申立人が居住していた市が作成した国民年金被保険者名簿により確認で

きるほか、当該時点では申立期間の保険料を過年度納付することが可能であ

ったなど、申立内容に不自然さはみられない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7732 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年３月、62 年６月から同年９月まで

の期間、平成元年１月から同年３月までの期間及び同年 10 月から２年４月ま

での期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められること

から、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年４月から 61年３月まで 

             ② 昭和 62年６月から同年９月まで 

             ③ 平成元年１月から同年３月まで 

             ④ 平成元年 10月から２年４月まで 

    私は、昭和 46 年４月に会社に就職した時、社長に連れられて区の出張所

で国民年金の加入手続を行った。以後は、平成２年５月に会社が厚生年金

保険の適用事業所になるまで、社長が私の国民年金保険料を給与から天引

きして納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時に勤めていた会社が平成２年５月に厚生年金保険

の適用事業所になるまで、勤め先の社長が申立人の国民年金保険料を納付し

てくれていたと説明しており、申立期間①のうち昭和 61 年３月については、

申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された 61 年４月時点で、保険料を

現年度納付することが可能である上、直後の期間の保険料は納付済みである。 

   また、申立期間②及び③については、それぞれ４か月、３か月と短期間で

あり、前後の期間の保険料は納付済みである。申立期間④については、７か

月と短期間であり、申立人の住所に変更はないことから、納付書は引き続き

送付されていたと考えられることなど、申立内容に不自然さはみられない。 

   しかしながら、申立期間①のうち、昭和 46 年４月から 61 年２月までの期

間については、申立人の勤務先の社長が申立人の保険料を納付していたこと



  

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は当該期間の保険

料の納付に関与しておらず、申立人と当時同居し、申立人の保険料を納付し

ていたとする社長に当時の納付状況等を聴取できないため、当時の状況が不

明である。 

   また、申立人は、申立期間①のうち、昭和 57 年 12月から 61 年２月までの

期間は海外に留学していたと説明しており、申立人の所持する年金手帳にも、

57 年 12 月 10 日に国民年金被保険者資格を喪失した旨の記載があることから、

当該期間は国民年金の適用除外期間であるため保険料を納付することができ

ないなど、申立人の勤務先の社長が当該期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 61 年３月、62 年６月から同年９月までの期間、平成元年１月から同年

３月までの期間及び同年 10 月から２年４月までの期間の国民年金保険料を納

付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7733 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年 10 月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 10月 

    私は、平成８年２月に婚姻のため退職した後に、研修期間であった申立

期間を含む６年 10 月から同年 12 月までの期間が厚生年金保険の加入期間

ではなく、国民年金に切替手続を行い国民年金保険料を納付しなければな

らない期間であることを知り、婚姻後に転居先の区役所出張所で手続を行

い、交付された納付書で保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間に国民年金保険料の未納は

無く、申立期間は１か月と短期間である。 

また、申立人は、平成８年２月に退職した際に申立期間の保険料が未納で

あることを知ったこと、転出届の手続時に市役所窓口で当該期間の保険料は

転入先で納付するよう指導されたこと、転入先の区役所出張所の窓口で申立

期間の保険料に係る手書きの過年度納付書を交付されたことなど、具体的に

説明しており、申立人が転居した平成８年 11 月時点で、申立期間は保険料を

納付することが可能な期間であることなど、申立内容に不自然さはみられな

い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7739 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年９月から 37 年８月までの期間及び 40 年 12 月から 41 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年９月から 37年８月まで 

② 昭和 40年 12月から 41年３月まで 

私が 20 歳から就職するまでの期間である申立期間①の国民年金保険料

は祖父がすべて納付してくれていたと聞いている。申立期間②については、

昭和 40 年 12 月末に会社を退職し、年が明けてすぐの時期に、私が加入手

続をして保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 41 年４月以降、３号被保険者になる前の平成９年３月まで

国民年金保険料をすべて納付している。 

申立期間①については、申立人には二つの国民年金手帳の記号番号が払い

出されており、１回目の手帳記号番号が払い出された昭和 38 年５月時点で当

該期間の保険料を過年度納付することが可能であり、申立人は、祖父から 20

歳から就職するまでの期間の保険料をすべて納付していると聞いたことを記

憶しており、祖父が加入手続及び保険料の納付をしていた申立人の母及び兄

は、申立期間を含め国民年金制度発足当初の 36 年４月から保険料を納付して

いるなど、申立内容に不自然さはみられない。 

申立期間②については、当該期間は４か月と短期間であり、申立人の２回

目の手帳記号番号が払い出された昭和 41 年２月時点では、当該期間の保険料

を現年度納付することが可能である。また、申立人は、41 年１月に区出張所

で 40 年 12 月に会社を退職した事を告げ、印紙により保険料を納付したこと

を記憶しており、当時の保険料の納付方法等と合致している上、申立人が納



  

付したとする金額は、当時の保険料額とおおむね一致しているなど、申立内

容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7740 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年１月から同年３月まで 

私の父は、国民年金制度が発足した昭和 36 年４月から父が亡くなる 50

年まで、私の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、国民年金制度が発足した昭

和 36 年４月以降、申立期間を除き 60 歳到達時まで国民年金保険料をすべて

納付している。 

また、申立期間直前の 39 年４月から同年 12 月までの期間の保険料は、未

納とされていたが、平成 21 年 11 月に特殊台帳に納付済みと記載されていた

ことが判明したことにより納付済みに訂正されており、申立期間に近接する

時期の申立人の記録管理に不適切な状況が見られるなど、申立内容に不自然

さは見られず、申立期間当時に納付を行うことが困難な状況にあったと確認

される事情もみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7741 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51月１月から同年３月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、妻が自宅に届いた納付書で納付して

くれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立期間前後の期間の国民年金保険料

は納付済みである。 

また、申立人の保険料を夫婦一緒に納付していたとする妻は、３か月分の

納付書を区役所に持参して納付したと具体的に説明しており、当時の納付方

法と合致している上、納付したとする金額は申立期間の保険料額とおおむね

一致している。 

さらに、申立人及びその妻が所持する領収証書により、申立期間の直前の

期間の保険料は同一日に納付されていることが確認でき、妻は申立期間の保

険料は納付済みであるなど、申立人の妻が申立期間の保険料を納付したとす

る申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7742 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50月１月から同年３月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、私が自宅に届いた納付書で納付して

いた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立期間前後の期間の国民年金保険料

は納付済みである。 

また、申立人の保険料を夫婦一緒に納付していたとする申立人は、３か月

分の納付書を区役所に持参して納付したと具体的に説明しており、当時の納

付方法と合致している上、納付したとする金額は申立期間の保険料額とおお

むね一致している。 

さらに、申立人及びその夫が所持する領収証書により、申立期間の直前の

期間の保険料は同一日に納付されていることが確認でき、夫は申立期間の保

険料は納付済みであるなど、申立人が申立期間の保険料を納付したとする申

立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7743 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年４月から 48 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 48年９月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、20 歳にさかのぼって国民年

金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 48 年 10 月以降、国民年金保険料をすべて納付しており、

申立人の保険料を納付していたとする母親は、申立期間を含め国民年金制度

発足時から 60歳到達時まで保険料を完納している。     

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 49 年２月時

点では、申立期間の保険料を過年度及び現年度納付することが可能であり、

申立人は、母親から申立人の保険料は 20 歳から納めていると聞いたと説明

しており、申立人の父親も同様の説明をしているなど、申立内容に不自然さ

はみられない。  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7744 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年４月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から同年 10月まで 

    私は、申立期間当時は生活保護を受けていたので、国民年金保険料は免

除されるはずである。申立期間の直前の期間は保険料が免除（全額免除）

されているのに、申立期間の保険料が免除ではなく、未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の所持する国民年金手帳、オンライン記録及び当時申立人が生活保

護法による生活扶助の申請を行った福祉事務所の生活扶助に係る記録の回答

により、申立人は、母子寮に転居した直後の昭和 46 年４月に福祉事務所で生

活扶助の申請を行い、同年７月から生活扶助を受けることとなったこと、及

び同月から 47 年３月までの国民年金保険料は法定免除されていることが確認

できる。 

また、申立人は、生活保護の開始及び終了時を具体的に説明しており、福

祉事務所の生活保護に関する記録と合致している上、申立期間を含む昭和 46

年７月から 47 年 10 月までの期間については、申立人が生活保護を受け、そ

の間に生活保護の扶助の内容に変化がないことを福祉事務所が回答している

など、申立人の主張に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を免除されていたものと認められる。 

 



  

東京国民年金 事案 7746 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和36年４月から38年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和36年４月から38年７月まで 

    私は、昭和36年に夫の勧めにより国民年金に加入し、加入当初は市役所

支所で、その後は集金人に国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間後の昭和38年８月から61年４月に第３号被保険者とな

るまでの国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和38年８月ごろに払い出さ

れているが、申立人が所持する国民年金手帳には36年４月１日に任意加入被

保険者として資格を取得したことが記載されており、申立人は、33年に結婚

し、国民年金制度発足当初の36年に国民年金に任意加入したと説明している

こと、申立人は、主に集金人に保険料を納付していたと説明しており、申立

人が当時居住していた市では36年７月から市職員による出張検認が開始され

ていたことが確認できることなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7747 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年７月から同年９月まで 

私たち夫婦は、婚姻後、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付して

きた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、また、申立人は、夫が勤務していた工

務店が経営不振のため国民年金保険料の申請免除を受けた時期以外は夫婦二

人分の保険料を納付していたと説明しており、申立人は昭和 50 年 10 月以降、

申請免除期間（５年）及びその直前の未納期間（３か月）と申立期間を除い

て、保険料をすべて納付していること、納付時期が確認できる夫婦の保険料

についてみると、おおむね夫婦同一月又は同一日に納付されていることなど、

申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7748 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年４月から同年９月まで 

私たち夫婦は、婚姻後、夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付して

きた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    (注) 申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の納付記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は６か月と短期間であり、また、申立人の妻は、夫が勤務してい

た工務店が経営不振のため国民年金保険料の申請免除を受けた時期以外は夫

婦二人分の保険料を納付していたと説明しており、申立人は、昭和 43 年度

以降、申請免除の時期及び死亡直前の時期と申立期間を除いて、保険料をす

べて納付していること、申立期間のうち昭和 63 年４月から同年６月までの

期間について妻の保険料は納付済みであること、納付時期が確認できる夫婦

の保険料についてみると、おおむね夫婦同一月又は同一日に納付されている

ことなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7753 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年４月及び同年５月 

私の妻は、私が退職して平成６年に開店した飲食店が軌道に乗ってき

たため、８年から夫婦二人分の申立期間を含む未納分と現年度分の国民年

金保険料を併せて毎月納付してきた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は２か月と短期間で１回のみであり、申立人は、申立期間を除き

国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人は、申立人の妻が、申立期間を含む未納分と現年度分の保険

料を併せて毎月納付していたと説明しており、オンライン記録によると、平

成６年４月から７年３月までの保険料は、申立期間を除き、８年５月以降に

１か月分ずつ現年度保険料と併せて納付されていることが確認でき、申立人

が毎月納付したと説明する夫婦二人分の金額は当時の保険料額とおおむね一

致しているなど、申立内容に不自然さはみられず、保険料を納付した当時に、

保険料を納付することが困難な状況にあったとうかがわれる事情もみられな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7754 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年４月及び同年５月 

私は、夫が退職して平成６年に開店した飲食店が軌道に乗ってきたた

め、８年から夫婦二人分の申立期間を含む未納分と現年度分の国民年金保

険料を併せて毎月納付してきた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は２か月と短期間で１回のみであり、申立人は、申立期間を除き

国民年金加入期間の国民年金保険料を 60 歳到達時まですべて納付している。 

また、申立人は、申立期間を含む未納分と現年度分の保険料を併せて毎月

納付していたと説明しており、オンライン記録によると、平成６年４月から

７年３月までの保険料は、申立期間を除き、８年５月以降に１か月分ずつ現

年度保険料と併せて納付されていることが確認でき、毎月納付したと説明す

る夫婦二人分の金額は当時の保険料額とおおむね一致しているなど、申立内

容に不自然さはみられず、保険料を納付した当時に、保険料を納付すること

が困難な状況にあったとうかがわれる事情もみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7755 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年９月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年９月 

私は、会社を退職した昭和 52 年９月ころに厚生年金保険から国民年金へ

の切替手続を市役所で行い、以降、国民年金保険料をすべて納付してきた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立人

の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 52 年 12 月時点で、申立期間

は保険料を現年度納付することが可能な期間である上、同年 10 月からの保

険料が、納付済みとなっていることを踏まえると、申立人が申立期間のみを

納付しなかったとは考え難い。また、昭和 53 年４月から 54 年３月までの期

間の保険料は前納されていることから、申立人は 53 年４月に当該保険料を

前納したものと考えられ、当該時点においても申立期間の保険料を現年度納

付することが可能であるなど、申立内容に不自然さはみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7756 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年８月から同年 10 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61年７月 

             ② 昭和 61年８月から同年 10月まで              

    申立期間①の国民年金保険料は、還付されて昭和 61 年 10 月に私名義の

口座に振り込まれているとのことだが、私は受け取った記憶は無い。申立

期間②は、昭和 61 年７月分の保険料と一緒に納付した。申立期間①の保険

料が還付済みとされ、申立期間②が国民年金に未加入で保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間前の厚生年金保険から国民年金第１号被保険者への

切替手続、申立期間後の第３号被保険者への３度の種別変更手続をおおむ

ね適切に行っている。 

２ 申立期間②については、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 61 年６

月ころに払い出されており、直前の同年５月の国民年金保険料は納付済み

であること、また、当該期間直前の申立期間①の保険料は、厚生年金保険

の加入期間であることを理由に還付済みとされているものの、納付してい

たことがオンライン記録で確認できることから、申立期間②の納付書につ

いても発行されていたと考えられるなど、申立期間①の保険料と一緒に納

付したとする申立内容に不自然さはみられない。 

３ しかしながら、申立期間①は、上記のとおり、厚生年金保険の被保険者

期間であることから、申立期間の保険料が還付された理由について不自然

さはみられない。また、オンライン記録にも還付事由、還付金額、還付期

間、還付決定日及び還付支払日が明確に記載されており、当該記載内容に



  

不合理な点は見当たらず、ほかに申立人に対する保険料の還付を疑わせる

事情も見当たらない。 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 61 年８月か

ら同年 10月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

東京国民年金 事案 7761 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 12 年４月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年 10月から 60 年 10月まで 

                          ② 平成 12年４月              

    私は、国民年金の加入当初から国民年金保険料をまじめに納付してきた

ので、申立期間のみ保険料を納付していないということは考えられない。

申立期間が国民年金に未加入又は保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人は、第３号被保険者から第１号被保険者へ

の種別変更手続を夫の厚生年金保険から国民年金への変更手続と同時に行い、

申立期間の夫婦二人分の保険料を一緒に納付したと説明しており、夫の国民

年金資格の再取得年月日は、オンライン記録では平成 12 年４月 28 日と記載

され、夫は当該期間の保険料を納付済みであるほか、申立人は申立期間後の

国民年金保険料をすべて納付又は免除されているなど、申立内容に不自然さ

はみられない。 

   しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の所

持する国民年金手帳には、昭和 58 年 10 月 27 日に国民年金資格を喪失し、60

年 11 月 20 日に資格を取得したことが記載され、年度別納付状況リストでも

資格喪失日が 58 年 10 月 27 日と記載されており、当該期間は未加入期間であ

ったこと、申立人の所持する昭和 60 年度の現年度保険料の領収証書には 60

年４月から同年 10 月までの欄に消印又は線が引かれ、保険料が納付できない

ようになっていることが確認できることなど、申立人が当該期間の保険料を



  

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成 12年４月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7767 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59 年６月から 60 年３月までの付加保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 59年６月から 60年３月まで 

私は、昭和 50 年４月から付加保険料を含む国民年金保険料を納付してき

た。申立期間の付加保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立期間は 10 か月と短期間であり、申立人は、国民年金加入期間の国民年

金保険料をすべて納付しており、そのうち昭和 50 年４月以降の申立期間を除

く期間については、付加保険料を含む保険料を納付している。 

また、申立人が当時居住していた市では、定額保険料と付加保険料を合算

した金額の１か月ごとの納付書を年度当初に発行していたとしていること、

申立期間の付加保険料が還付された記録も無いことなど、申立内容に不自然

さはみられない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の付加保

険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 7768 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年４月の国民年金保険料については、納付していたものと

認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年４月 

     私の父は、私と弟の国民年金加入手続をしてくれ、姉の未納保険料を含

めてすべて納付してくれた。姉と弟の分が納付済みとなっているのに、私

の申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は１か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金加

入期間の国民年金保険料をすべて納付している。 

また、申立人の父親が保険料を納付していたとする申立人の姉及び弟は、

大学卒業後又は 20 歳以降の保険料が納付済みであること、申立人の国民年金

手帳の記号番号は平成７年３月に弟と連番で払い出されており、当該時点で

申立期間の保険料を過年度納付することが可能であり、申立期間直後の期間

の保険料は過年度納付されている上、弟も 20 歳までさかのぼって２か月分の

過年度保険料が納付されていること、申立人は、申立期間を含む平成５年度

分の過年度保険料額及び６年度分の現年度保険料額を算出した「国民年金の

お支払い金額」と記載されたメモを所持しており、その金額は当時の保険料

額と一致していることなど、申立内容に不自然さはみられない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



東京厚生年金 9960～10058（別添一覧表参照） 
 
第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に

係る記録を＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 
  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  
基礎年金番号  ：   別添一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤務した申立

期間の標準賞与額の記録が無い。同社は、既に社会保険事務所（当時）

に対し、申立期間に係る賞与の支払に係る訂正の届出を行ったが、厚生

年金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金給付に反映されな

いので記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与明細書から、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）の標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れる。 
また、申立期間の標準賞与額については、特例法に基づき標準賞与額を

改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額の

それぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 



したがって、申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細書の厚生

年金保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付して

いないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 
 
 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

 平成18年３月15日 142万5,000円

 平成19年３月15日 146万3,000円

 平成17年７月14日 25万3,000円

 平成17年12月14日 43万7,000円

 平成18年３月15日 24万7,000円

 平成18年７月13日 26万円

 平成18年12月14日 40万円

 平成19年３月15日 20万4,000円

 平成19年７月12日 25万3,000円

 平成17年７月14日 138万3,000円

 平成17年12月14日 142万5,000円

 平成18年３月15日 128万3,000円

 平成18年７月13日 135万円

 平成18年12月14日 146万3,000円

 平成19年３月15日 131万7,000円

 平成19年７月12日 145万3,000円

 平成17年７月14日 104万2,000円

 平成17年12月14日 125万7,000円

 平成18年３月15日 103万5,000円

 平成18年７月13日 104万円

 平成18年12月14日 146万3,000円

 平成19年３月15日 106万3,000円

 平成19年７月12日 114万1,000円

 平成17年７月14日 82万8,000円

 平成17年12月14日 88万1,000円

 平成18年３月15日 84万5,000円

 平成18年７月13日 80万円

 平成18年12月14日 104万4,000円

 平成19年３月15日 87万8,000円

 平成19年７月12日 82万9,000円

 平成17年12月14日 40万8,000円

 平成18年３月15日 26万6,000円

 平成18年７月13日 28万円

 平成18年12月14日 41万9,000円

 平成19年３月15日 22万4,000円

 平成19年７月12日 27万3,000円

 平成17年７月14日 80万8,000円

 平成17年12月14日 91万6,000円

 平成18年３月15日 82万6,000円

 平成18年７月13日 78万円

 平成18年12月14日 102万4,000円

 平成19年３月15日 78万円

 平成19年７月12日 73万1,000円

 平成17年７月14日 59万4,000円

 平成17年12月14日 69万4,000円

 平成18年３月15日 33万2,000円

 平成18年７月13日 59万円

 平成18年12月14日 64万4,000円

 平成19年３月15日 35万1,000円

 平成19年７月12日 54万6,000円

昭和25年生

昭和18年生

9960

9961

9966

9962

9963

9964

男

男

9967

9965

男

男

男

男

男

男

昭和25年生

昭和25年生

昭和23年生

昭和27年生

昭和20年生

昭和26年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

 平成17年７月14日 40万9,000円

 平成17年12月14日 37万1,000円

 平成18年３月15日 38万9,000円

 平成18年７月13日 41万円

 平成18年12月14日 59万5,000円

 平成19年３月15日 40万円

 平成19年７月12日 41万9,000円

 平成17年７月14日 115万9,000円

 平成17年12月14日 142万5,000円

 平成18年３月15日 132万1,000円

 平成18年７月13日 139万円

 平成18年12月14日 146万3,000円

 平成19年３月15日 133万6,000円

 平成19年７月12日 146万3,000円

 平成17年７月14日 84万7,000円

 平成17年12月14日 121万9,000円

 平成18年３月15日 95万9,000円

 平成18年７月13日 89万円

 平成18年12月14日 134万6,000円

 平成19年３月15日 97万5,000円

 平成19年７月12日 96万6,000円

 平成17年７月14日 24万3,000円

 平成17年12月14日 32万5,000円

 平成18年３月15日 24万7,000円

 平成18年７月13日 25万円

 平成18年12月14日 48万7,000円

 平成19年３月15日 24万3,000円

 平成19年７月12日 34万1,000円

 平成17年７月14日 43万8,000円

 平成17年12月14日 63万1,000円

 平成18年３月15日 38万9,000円

 平成18年７月13日 45万円

 平成18年12月14日 74万1,000円

 平成19年３月15日 40万9,000円

 平成19年７月12日 48万7,000円

 平成17年７月14日 112万円

 平成17年12月14日 142万5,000円

 平成18年３月15日 111万2,000円

 平成18年７月13日 115万円

 平成18年12月14日 146万3,000円

 平成19年３月15日 115万1,000円

 平成19年７月12日 117万円

 平成17年７月14日 29万2,000円

 平成17年12月14日 38万9,000円

 平成18年３月15日 24万7,000円

 平成18年７月13日 26万円

 平成18年12月14日 40万円

 平成19年３月15日 25万3,000円

 平成19年７月12日 31万2,000円

9968

9969

9971

9970

9972

9973

9974

男

男

男

男

男

男

男 昭和20年生

昭和22年生

昭和27年生

昭和34年生

昭和25年生

昭和35年生

昭和28年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

 平成17年７月14日 138万3,000円

 平成17年12月14日 142万5,000円

 平成18年３月15日 128万3,000円

 平成18年７月13日 137万円

 平成18年12月14日 146万3,000円

 平成19年３月15日 132万7,000円

 平成19年７月12日 143万4,000円

 平成17年７月14日 35万円

 平成17年12月14日 40万8,000円

 平成18年３月15日 30万4,000円

 平成18年７月13日 35万円

 平成18年12月14日 54万6,000円

 平成19年３月15日 32万2,000円

 平成19年７月12日 41万9,000円

 平成17年７月14日 106万2,000円

 平成17年12月14日 142万5,000円

 平成18年３月15日 106万4,000円

 平成18年７月13日 109万円

 平成18年12月14日 146万3,000円

 平成19年３月15日 109万2,000円

 平成19年７月12日 113万1,000円

 平成17年７月14日 39万9,000円

 平成17年12月14日 46万円

 平成18年３月15日 37万円

 平成18年７月13日 40万円

 平成18年12月14日 54万6,000円

 平成19年３月15日 38万円

 平成19年７月12日 43万9,000円

 平成17年７月14日 15万5,000円

 平成17年12月14日 42万1,000円

 平成18年３月15日 24万7,000円

 平成18年７月13日 21万円

 平成17年７月14日 84万7,000円

 平成17年12月14日 117万7,000円

 平成18年３月15日 91万2,000円

 平成18年７月13日 88万円

 平成18年12月14日 138万5,000円

 平成19年３月15日 95万6,000円

 平成19年７月12日 93万6,000円

 平成17年７月14日 66万2,000円

 平成17年12月14日 79万1,000円

 平成18年３月15日 66万5,000円

 平成18年７月13日 69万円

 平成18年12月14日 105万3,000円

 平成19年３月15日 70万2,000円

 平成19年７月12日 77万円

9976

9977

9975

9978

9979

9980

9981

男

男

男
（死亡）

男

男

男

男

昭和37年生

昭和22年生

昭和34年生

昭和23年生

昭和24年生

昭和38年生

昭和40年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

 平成17年７月14日 114万円

 平成17年12月14日 142万5,000円

 平成18年３月15日 132万1,000円

 平成18年７月13日 139万円

 平成18年12月14日 146万3,000円

 平成19年３月15日 135万6,000円

 平成19年７月12日 146万3,000円

 平成17年７月14日 53万6,000円

 平成17年12月14日 86万3,000円

 平成18年３月15日 45万6,000円

 平成18年７月13日 53万円

 平成18年12月14日 91万7,000円

 平成19年３月15日 47万8,000円

 平成19年７月12日 57万5,000円

 平成17年７月14日 37万円

 平成17年12月14日 43万3,000円

 平成18年３月15日 36万1,000円

 平成18年７月13日 39万円

 平成18年12月14日 64万4,000円

 平成19年３月15日 37万円

 平成19年７月12日 45万8,000円

 平成17年７月14日 89万6,000円

 平成17年12月14日 117万1,000円

 平成18年３月15日 91万2,000円

 平成18年７月13日 92万円

 平成18年12月14日 136万6,000円

 平成19年３月15日 97万5,000円

 平成19年７月12日 99万5,000円

 平成17年７月14日 48万7,000円

 平成17年12月14日 63万8,000円

 平成18年３月15日 39万9,000円

 平成18年７月13日 50万円

 平成18年12月14日 82万9,000円

 平成19年３月15日 43万9,000円

 平成19年７月12日 53万6,000円

 平成17年７月14日 51万6,000円

 平成17年12月14日 71万円

 平成18年３月15日 49万4,000円

 平成18年７月13日 54万円

 平成18年12月14日 85万8,000円

 平成19年３月15日 52万6,000円

 平成19年７月12日 56万5,000円

 平成17年７月14日 55万5,000円

 平成17年12月14日 65万1,000円

 平成18年３月15日 53万2,000円

 平成18年７月13日 52万円

 平成18年12月14日 74万1,000円

 平成19年３月15日 52万6,000円

 平成19年７月12日 50万7,000円

9982

9983

9985

9984

9986

9987

9988

男

男

男

男

男

男

男

昭和29年生

昭和28年生

昭和36年生

昭和35年生

昭和32年生

昭和48年生

昭和28年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

 平成17年７月14日 22万4,000円

 平成17年12月14日 46万円

 平成18年３月15日 27万5,000円

 平成18年７月13日 23万円

 平成18年12月14日 48万7,000円

 平成19年３月15日 30万2,000円

 平成19年７月12日 37万円

 平成17年７月14日 45万8,000円

 平成17年12月14日 59万8,000円

 平成18年３月15日 49万4,000円

 平成18年７月13日 46万円

 平成18年12月14日 72万2,000円

 平成19年３月15日 50万7,000円

 平成19年７月12日 46万8,000円

 平成17年７月14日 26万3,000円

 平成17年12月14日 45万円

 平成18年３月15日 29万4,000円

 平成18年７月13日 28万円

 平成18年12月14日 47万8,000円

 平成19年３月15日 31万2,000円

 平成19年７月12日 34万1,000円

 平成17年７月14日 81万8,000円

 平成17年12月14日 120万1,000円

 平成18年３月15日 94万円

 平成18年７月13日 85万円

 平成18年12月14日 131万7,000円

 平成19年３月15日 97万5,000円

 平成19年７月12日 93万6,000円

 平成17年７月14日 41万9,000円

 平成17年12月14日 65万7,000円

 平成18年３月15日 39万9,000円

 平成18年７月13日 45万円

 平成18年12月14日 69万2,000円

 平成19年３月15日 41万9,000円

 平成19年７月12日 47万8,000円

 平成17年７月14日 62万3,000円

 平成17年12月14日 80万8,000円

 平成18年３月15日 63万6,000円

 平成18年７月13日 65万円

 平成18年12月14日 99万5,000円

 平成19年３月15日 67万3,000円

 平成19年７月12日 72万2,000円

 平成17年７月14日 38万9,000円

 平成17年12月14日 57万2,000円

 平成18年３月15日 45万6,000円

 平成18年７月13日 42万円

 平成18年12月14日 69万2,000円

 平成19年３月15日 46万8,000円

 平成19年７月12日 48万7,000円

9989

9991

9992

9990

9994

9993

9995

男

男

男

男

男

女

女

昭和31年生

昭和36年生

昭和38年生

昭和35年生

昭和50年生

昭和41年生

昭和35年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

 平成17年７月14日 47万7,000円

 平成17年12月14日 59万5,000円

 平成18年３月15日 39万9,000円

 平成18年７月13日 51万円

 平成18年12月14日 80万9,000円

 平成19年３月15日 43万9,000円

 平成19年７月12日 56万5,000円

 平成17年７月14日 26万3,000円

 平成17年12月14日 27万8,000円

 平成18年３月15日 29万4,000円

 平成18年７月13日 28万円

 平成18年12月14日 46万8,000円

 平成19年３月15日 29万2,000円

 平成19年７月12日 29万2,000円

 平成17年７月14日 35万円

 平成17年12月14日 63万4,000円

 平成18年３月15日 40万8,000円

 平成18年７月13日 36万円

 平成18年12月14日 66万3,000円

 平成19年３月15日 41万9,000円

 平成19年７月12日 40万9,000円

 平成17年７月14日 46万7,000円

 平成17年12月14日 68万3,000円

 平成18年３月15日 51万3,000円

 平成18年７月13日 49万円

 平成18年12月14日 83万9,000円

 平成19年３月15日 54万6,000円

 平成19年７月12日 60万4,000円

 平成17年７月14日 34万1,000円

 平成17年12月14日 60万円

 平成18年３月15日 42万7,000円

 平成18年７月13日 38万円

 平成18年12月14日 73万1,000円

 平成19年３月15日 45万8,000円

 平成19年７月12日 46万8,000円

 平成17年７月14日 80万8,000円

 平成17年12月14日 111万3,000円

 平成18年３月15日 93万1,000円

 平成18年７月13日 84万円

 平成18年12月14日 130万7,000円

 平成19年３月15日 96万6,000円

 平成19年７月12日 92万7,000円

 平成17年７月14日 14万6,000円

 平成17年12月14日 38万円

 平成18年３月15日 23万7,000円

 平成18年７月13日 15万円

 平成18年12月14日 39万円

 平成19年３月15日 19万5,000円

 平成19年７月12日 24万3,000円

9996

9997

9998

9999

10000

10001

10002

男

男

男

男

女

女

女

昭和45年生

昭和27年生

昭和47年生

昭和43年生

昭和35年生

昭和39年生

昭和17年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

 平成17年７月14日 64万3,000円

 平成17年12月14日 83万1,000円

 平成18年３月15日 67万4,000円

 平成18年７月13日 67万円

 平成18年12月14日 102万4,000円

 平成19年３月15日 71万2,000円

 平成19年７月12日 73万1,000円

 平成17年７月14日 44万8,000円

 平成17年12月14日 82万6,000円

 平成18年３月15日 47万5,000円

 平成18年７月13日 47万円

 平成18年12月14日 85万8,000円

 平成19年３月15日 49万7,000円

 平成19年７月12日 50万7,000円

 平成17年７月14日 55万5,000円

 平成17年12月14日 74万円

 平成18年３月15日 55万1,000円

 平成18年７月13日 61万円

 平成18年12月14日 89万7,000円

 平成19年３月15日 59万5,000円

 平成19年７月12日 66万3,000円

 平成17年７月14日 83万8,000円

 平成17年12月14日 113万3,000円

 平成18年３月15日 93万1,000円

 平成18年７月13日 89万円

 平成18年12月14日 126万8,000円

 平成19年３月15日 96万6,000円

 平成19年７月12日 95万6,000円

 平成17年７月14日 21万4,000円

 平成17年12月14日 38万9,000円

 平成18年３月15日 24万7,000円

 平成18年７月13日 23万円

 平成18年12月14日 40万円

 平成19年３月15日 24万3,000円

 平成19年７月12日 26万3,000円

 平成17年７月14日 89万6,000円

 平成17年12月14日 127万7,000円

 平成18年３月15日 95万円

 平成18年７月13日 90万円

 平成18年12月14日 136万6,000円

 平成19年３月15日 99万5,000円

 平成19年７月12日 97万5,000円

 平成17年７月14日 84万7,000円

 平成17年12月14日 117万8,000円

 平成18年３月15日 93万1,000円

 平成18年７月13日 90万円

 平成18年12月14日 131万7,000円

 平成19年３月15日 95万6,000円

 平成19年７月12日 94万6,000円

10009

10003

10004

10005

10006

10007

10008

男

男

男

女

男

男

女

昭和43年生

昭和40年生

昭和43年生

昭和32年生

昭和29年生

昭和32年生

昭和37年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

 平成17年７月14日 53万6,000円

 平成17年12月14日 63万1,000円

 平成18年３月15日 42万7,000円

 平成18年７月13日 55万円

 平成18年12月14日 84万8,000円

 平成19年３月15日 44万8,000円

 平成19年７月12日 57万5,000円

 平成17年７月14日 51万6,000円

 平成17年12月14日 84万3,000円

 平成18年３月15日 53万2,000円

 平成18年７月13日 56万円

 平成18年12月14日 87万8,000円

 平成19年３月15日 56万5,000円

 平成19年７月12日 60万4,000円

 平成17年７月14日 45万8,000円

 平成17年12月14日 74万6,000円

 平成18年３月15日 47万5,000円

 平成18年７月13日 47万円

 平成18年12月14日 76万1,000円

 平成19年３月15日 49万7,000円

 平成19年７月12日 48万7,000円

 平成17年７月14日 30万2,000円

 平成17年12月14日 52万2,000円

 平成18年３月15日 35万1,000円

 平成18年７月13日 33万円

 平成18年12月14日 54万6,000円

 平成19年３月15日 37万円

 平成19年７月12日 40万9,000円

 平成17年７月14日 41万9,000円

 平成17年12月14日 75万7,000円

 平成18年３月15日 46万5,000円

 平成18年７月13日 45万円

 平成18年12月14日 82万9,000円

 平成19年３月15日 51万7,000円

 平成19年７月12日 53万6,000円

 平成17年７月14日 24万3,000円

 平成17年12月14日 42万7,000円

 平成18年３月15日 28万5,000円

 平成18年７月13日 25万円

 平成18年12月14日 44万8,000円

 平成19年３月15日 30万2,000円

 平成19年７月12日 34万1,000円

 平成17年７月14日 41万9,000円

 平成17年12月14日 64万2,000円

 平成18年３月15日 40万8,000円

 平成18年７月13日 44万円

 平成18年12月14日 68万3,000円

 平成19年３月15日 43万9,000円

 平成19年７月12日 46万8,000円

10010

10011

10012

10013

10014

10015

10016

男

男

男

男

男

女

女

昭和26年生

昭和47年生

昭和45年生

昭和53年生

昭和51年生

昭和50年生

昭和49年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

 平成17年７月14日 38万9,000円

 平成17年12月14日 68万3,000円

 平成18年３月15日 43万7,000円

 平成18年７月13日 41万円

 平成18年12月14日 73万1,000円

 平成19年３月15日 45万8,000円

 平成19年７月12日 45万8,000円

 平成17年７月14日 26万3,000円

 平成17年12月14日 47万5,000円

 平成18年３月15日 30万4,000円

 平成18年７月13日 28万円

 平成18年12月14日 50万7,000円

 平成19年３月15日 33万1,000円

 平成19年７月12日 41万9,000円

 平成17年７月14日 36万円

 平成17年12月14日 52万9,000円

 平成18年３月15日 36万1,000円

 平成18年７月13日 41万円

 平成18年12月14日 69万2,000円

 平成19年３月15日 46万8,000円

 平成19年７月12日 49万7,000円

 平成17年７月14日 28万2,000円

 平成17年12月14日 48万4,000円

 平成18年３月15日 32万3,000円

 平成18年７月13日 30万円

 平成18年12月14日 50万7,000円

 平成19年３月15日 35万1,000円

 平成19年７月12日 38万円

 平成17年７月14日 29万2,000円

 平成17年12月14日 49万4,000円

 平成18年３月15日 32万3,000円

 平成18年７月13日 32万円

 平成18年12月14日 52万6,000円

 平成19年３月15日 34万1,000円

 平成19年７月12日 41万9,000円

 平成17年７月14日 40万9,000円

 平成17年12月14日 59万8,000円

 平成18年３月15日 39万9,000円

 平成18年７月13日 43万円

 平成18年12月14日 64万4,000円

 平成19年３月15日 44万8,000円

 平成19年７月12日 50万7,000円

 平成17年７月14日 40万9,000円

 平成17年12月14日 59万8,000円

 平成18年３月15日 39万9,000円

 平成18年７月13日 43万円

 平成18年12月14日 64万4,000円

 平成19年３月15日 44万8,000円

 平成19年７月12日 50万7,000円

 平成17年７月14日 29万2,000円

 平成17年12月14日 49万4,000円

 平成18年３月15日 32万3,000円

 平成18年７月13日 32万円

10017

10018

10019

10020

10021

10022

10023

10024

女

女

男

男

女

女

女

女

昭和48年生

昭和50年生

昭和53年生

昭和49年生

昭和55年生

昭和46年生

昭和51年生

昭和54年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

 平成17年７月14日 29万2,000円

 平成17年12月14日 48万3,000円

 平成18年３月15日 31万3,000円

 平成18年７月13日 33万円

 平成17年７月14日 31万1,000円

平成17年12月14日 49万3,000円

 平成18年３月15日 32万3,000円

 平成18年７月13日 35万円

平成18年12月14日 53万6,000円

 平成19年３月15日 35万1,000円

 平成19年７月12日 41万9,000円

 平成17年７月14日 43万8,000円

 平成17年12月14日 64万1,000円

 平成18年３月15日 41万8,000円

 平成18年７月13日 46万円

 平成18年12月14日 67万3,000円

 平成19年３月15日 46万8,000円

 平成19年７月12日 54万6,000円

 平成17年７月14日 29万2,000円

 平成17年12月14日 47万5,000円

 平成18年３月15日 34万2,000円

 平成18年７月13日 38万円

 平成18年12月14日 54万6,000円

 平成19年３月15日 39万円

 平成19年７月12日 43万9,000円

 平成17年７月14日 58万4,000円

 平成17年12月14日 85万5,000円

 平成18年３月15日 39万9,000円

 平成18年７月13日 60万円

 平成18年12月14日 87万8,000円

 平成19年３月15日 39万円

 平成19年７月12日 60万5,000円

 平成17年７月14日 23万3,000円

 平成17年12月14日 43万7,000円

 平成18年３月15日 28万5,000円

 平成18年７月13日 26万円

 平成18年12月14日 48万7,000円

 平成19年３月15日 32万2,000円

 平成19年７月12日 37万円

 平成17年７月14日 19万4,000円

 平成17年12月14日 33万2,000円

 平成18年３月15日 22万8,000円

 平成18年７月13日 23万円

 平成18年12月14日 39万円

 平成19年３月15日 27万3,000円

 平成19年７月12日 34万1,000円

 平成17年７月14日 25万3,000円

 平成17年12月14日 46万5,000円

 平成18年３月15日 29万4,000円

 平成18年７月13日 27万円

 平成18年12月14日 51万7,000円

 平成19年３月15日 33万1,000円

 平成19年７月12日 38万円

10026

10027

10028

10029

10030

10031

10025

10032

男

男

男

女

女

女

男

男

昭和56年生

昭和53年生

昭和52年生

昭和53年生

昭和51年生

昭和51年生

昭和52年生

昭和38年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

 平成17年７月14日 26万3,000円

 平成17年12月14日 44万6,000円

 平成18年３月15日 28万5,000円

 平成18年７月13日 30万円

 平成18年12月14日 45万8,000円

 平成19年３月15日 31万2,000円

 平成19年７月12日 43万9,000円

 平成17年７月14日 ９万7,000円

 平成17年12月14日 24万7,000円

 平成18年３月15日 21万8,000円

 平成18年７月13日 21万円

 平成18年12月14日 30万2,000円

10035 女 昭和57年生  平成17年７月14日 ９万7,000円

 平成17年７月14日 23万3,000円

 平成17年12月14日 33万2,000円

 平成18年３月15日 23万7,000円

 平成18年７月13日 28万円

 平成18年12月14日 34万1,000円

 平成19年３月15日 34万1,000円

 平成19年７月12日 39万円

 平成17年７月14日 23万3,000円

 平成17年12月14日 38万円

 平成18年３月15日 24万7,000円

 平成18年７月13日 28万円

 平成18年12月14日 39万円

 平成19年３月15日 29万2,000円

 平成19年７月12日 39万円

 平成17年７月14日 23万3,000円

 平成17年12月14日 38万円

 平成18年３月15日 23万7,000円

 平成18年７月13日 30万円

 平成18年12月14日 39万円

 平成19年３月15日 23万4,000円

 平成19年７月12日 37万円

 平成17年７月14日 22万4,000円

 平成17年12月14日 33万2,000円

 平成18年３月15日 21万8,000円

 平成18年７月13日 28万円

 平成18年12月14日 40万9,000円

 平成19年３月15日 27万3,000円

 平成19年７月12日 39万円

 平成17年７月14日 42万8,000円

 平成17年12月14日 61万7,000円

 平成18年３月15日 28万5,000円

 平成18年７月13日 46万円

 平成18年12月14日 63万4,000円

 平成19年３月15日 32万2,000円

 平成19年７月12日 47万8,000円

10033

10034

10036

10037

10038

10039

10040

男

男

男

男

男

女

男 昭和47年生

昭和52年生

昭和54年生

昭和56年生

昭和58年生

昭和56年生

昭和46年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

 平成17年７月14日 24万3,000円

 平成17年12月14日 36万1,000円

 平成18年３月15日 24万7,000円

 平成18年７月13日 30万円

 平成18年12月14日 46万8,000円

 平成19年３月15日 32万2,000円

 平成19年７月12日 43万9,000円

 平成17年７月14日 ９万7,000円

 平成17年12月14日 17万1,000円

 平成18年３月15日 15万2,000円

 平成18年７月13日 20万円

 平成18年12月14日 34万1,000円

 平成19年３月15日 25万3,000円

 平成19年７月12日 36万1,000円

 平成17年12月14日 ７万6,000円

 平成18年３月15日 11万4,000円

 平成18年７月13日 20万円

 平成18年12月14日 34万1,000円

 平成19年３月15日 27万3,000円

 平成19年７月12日 37万円

 平成17年12月14日 ２万8,000円

 平成18年３月15日 ６万6,000円

 平成18年７月13日 12万円

 平成18年12月14日 24万3,000円

 平成19年３月15日 19万5,000円

 平成19年７月12日 25万3,000円

 平成17年12月14日 ２万8,000円

 平成18年３月15日 ５万7,000円

 平成18年７月13日 12万円

 平成18年12月14日 24万3,000円

 平成19年３月15日 19万5,000円

 平成19年７月12日 26万3,000円

10046 男 昭和48年生  平成17年12月14日 ２万8,000円

 平成18年７月13日 ５万円

 平成18年12月14日 ９万7,000円

 平成19年３月15日 11万7,000円

 平成19年７月12日 31万2,000円

 平成18年７月13日 ６万円

 平成18年12月14日 25万3,000円

 平成19年３月15日 25万3,000円

 平成19年７月12日 39万円

 平成18年７月13日 ５万円

 平成18年12月14日 ９万7,000円

 平成19年３月15日 14万6,000円

 平成19年７月12日 29万2,000円

10041

10042

10043

10044

10045

10047

10048

10049

男

女

女

女

男

男

男

男

昭和53年生

昭和56年生

昭和53年生

昭和58年生

昭和55年生

昭和58年生

昭和50年生

昭和56年生



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

 平成18年12月14日 ４万8,000円

 平成19年３月15日 ６万8,000円

 平成19年３月15日 ４万8,000円

 平成19年７月12日 ７万8,000円

 平成19年３月15日 ２万9,000円

 平成19年７月12日 ７万8,000円

 平成19年３月15日 ３万9,000円

 平成19年７月12日 ７万8,000円

 平成17年７月14日 29万2,000円

 平成17年12月14日 38万円

 平成18年３月15日 24万7,000円

 平成18年７月13日 30万円

 平成18年12月14日 39万円

 平成19年３月15日 22万4,000円

 平成19年７月12日 34万1,000円

 平成17年７月14日 29万2,000円

 平成17年12月14日 37万4,000円

 平成18年３月15日 21万8,000円

 平成18年７月13日 30万円

 平成18年12月14日 39万円

 平成19年３月15日 19万5,000円

 平成19年７月12日 34万1,000円

 平成17年７月14日 41万9,000円

 平成17年12月14日 59万3,000円

 平成18年３月15日 36万1,000円

 平成18年７月13日 45万円

 平成18年12月14日 61万4,000円

 平成19年３月15日 38万円

 平成19年７月12日 48万7,000円

 平成17年７月14日 34万1,000円

 平成17年12月14日 45万3,000円

 平成18年３月15日 28万5,000円

 平成18年７月13日 35万円

 平成18年12月14日 46万8,000円

 平成19年３月15日 27万3,000円

 平成19年７月12日 40万9,000円

 平成17年７月14日 33万1,000円

 平成17年12月14日 50万3,000円

 平成18年３月15日 34万2,000円

 平成18年７月13日 35万円

 平成18年12月14日 52万6,000円

 平成19年３月15日 38万円

 平成19年７月12日 41万9,000円

10051

10053

10054

10055

10056

10057

10050

10058 男

10052

男

男

男

女

男

女

女

女

昭和48年生

昭和46年生

昭和53年生

昭和47年生

昭和53年生

昭和47年生

昭和26年生

昭和37年生

昭和42年生



 

東京厚生年金 事案 10059                           

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 27日は 35万円、18年３月 27

日は 43万 5,000円、19年４月 27日は 40万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 27日  

             ② 平成 18年３月 27日  

                          ③ 平成 19年４月 27日  

    申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社（現在は、

Ｂ社）が当該賞与について、届出を行っていなかった。同社は、訂正の届出

を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給

付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された「賞与台帳」により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が控除していたと認められる保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であり、こ

れらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、「賞与台帳」において確認で



 

きる保険料控除額及び賞与支給額から、平成 17年４月 27日は 35万円、18年

３月 27 日は 43 万 5,000 円、19 年４月 27 日は 40 万円とすることが妥当であ

る。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。



 

東京厚生年金 事案 10060                           

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 27日は 25万円、18年３月 27

日は 24万 1,000円、19年４月 27日は 25万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 27日  

             ② 平成 18年３月 27日  

                          ③ 平成 19年４月 27日  

    申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社（現在は、

Ｂ社）が当該賞与について、届出を行っていなかった。同社は、訂正の届出

を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給

付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された「賞与台帳」により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が控除していたと認められる保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であり、こ

れらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、「賞与台帳」において確認で



 

きる保険料控除額及び賞与支給額から、平成 17年４月 27日は 25万円、18年

３月 27 日は 24 万 1,000 円、19 年４月 27 日は 25 万円とすることが妥当であ

る。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。



 

東京厚生年金 事案 10061                           

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17年４月 27日は 15万円、18年３月 27

日は 17万 4,000円、19年４月 27日は 20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 27日  

             ② 平成 18年３月 27日  

                          ③ 平成 19年４月 27日  

    申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社（現在は、

Ｂ社）が当該賞与について、届出を行っていなかった。同社は、訂正の届出

を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給

付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された「賞与台帳」により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が控除していたと認められる保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であり、こ

れらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準賞与額については、「賞与台帳」において確認で



 

きる保険料控除額及び賞与支給額から、平成 17年４月 27日は 15万円、18年

３月 27 日は 17 万 4,000 円、19 年４月 27 日は 20 万円とすることが妥当であ

る。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。

 



 

東京厚生年金 事案 10062                           

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の平成

19年４月 27日の標準賞与額に係る記録を 14 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 59年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年４月 27日 

    申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社（現在は、

Ｂ社）が当該賞与について、届出を行っていなかった。同社は、訂正の届出

を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給

付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された「賞与台帳」により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、「賞与台帳」において確認で

きる保険料控除額から、14万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10063～10079（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を＜申立期間＞（別添一覧表参照）は＜標準賞与

額＞（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  

    基礎年金番号 ：   別添一覧表参照 

    生 年 月 日 ：  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

    申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社が当該賞与

について、届出を行っていなかった。同社は、訂正の届出を行ったが、厚生

年金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給付に反映されない

ので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された「賞与台帳」により、申立人は、申立期間に同社から賞

与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、「賞与台帳」において確認で

きる保険料控除額から、＜申立期間＞（別添一覧表参照）は＜標準賞与額＞（別

添一覧表参照）とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間 標準賞与額

平成17年４月27日 15万円

平成18年３月27日 20万円

平成17年４月27日 20万円

平成18年３月27日 25万円

平成17年４月27日 30万円

平成18年３月27日 35万円

平成19年４月27日 35万円

平成17年４月27日 40万円

平成18年３月27日 50万円

平成19年４月27日 50万円

平成17年４月27日 30万円

平成18年３月27日 30万円

平成17年４月27日 20万円

平成18年３月27日 20万円

平成17年４月27日 20万円

平成18年３月27日 35万円

平成19年４月27日 25万円

平成17年４月27日 15万円

平成18年３月27日 15万円

平成19年４月27日 10万円

平成17年４月27日 25万円

平成18年３月27日 15万円

平成19年４月27日 10万円

10072 女 昭和57年生 平成18年３月27日 20万円

10073 女 昭和51年生 平成19年４月27日 ５万円

10074 男 昭和54年生 平成19年４月27日 23万円

10075 女 昭和52年生 平成19年４月27日 ５万円

10076 男 昭和41年生 平成19年４月27日 20万円

10077 男 昭和54年生 平成19年４月27日 ５万円

10078 男 昭和52年生 平成19年４月27日 ５万円

10079 女 昭和57年生 平成19年４月27日 ５万円

10070

10071

昭和32年生

昭和43年生

女

男

10068

10069

男

女

10065

10066

10067

昭和33年生

10063

10064 昭和56年生

昭和49年生

昭和44年生

昭和56年生

昭和49年生

男 昭和38年生

女

男

男

男



 

東京厚生年金 事案 10080        

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間①及び②に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き、申立人の当該期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17 年４月 27 日は 25

万円、18年３月 27日は 30万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

   また、申立人の申立期間③に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第

75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人の平成 19 年４月 27 日の標準賞与額に係る記録を 30 万円とすることが必

要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年４月 27日 

      ② 平成 18年３月 27日 

      ③ 平成 19年４月 27日 

申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ社及びＢ社

（現在は、Ｃ社）が当該賞与について、届出を行っていなかった。両社は、

訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、当該記録

は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 



 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された「賞与台帳」により、申立人は、申立期間①及び②に同

社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

   また、申立人の当該期間に係る標準賞与額については、「賞与台帳」におい

て確認できる保険料控除額から、平成 17年４月 27日は 25万円、18年３月 27

日は 30万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していな

いことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

   Ｃ社から提出された「賞与台帳」により、申立人は、申立期間③に同社から

賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間③に係る標準賞与額については、「賞与台帳」において確認

できる保険料控除額から、30万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に対して提出してい

なかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを

認めていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10087 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成８年１月 21 日から同年２月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年１月 21

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 24 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る平成８年１月の厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成８年１月 21日から同年２月１日まで 

                         ② 平成８年３月 31日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②について厚生年金保険

の加入記録が無い。平成８年１月 21日から同年３月 31日まで継続勤務して

いた。雇用保険及び同社発行の給与支払報告書には退職日が平成８年３月

30 日と誤って記載され、この間社会保険料が控除されていたが、１か月分

の社会保険料としては高すぎるので、３か月分の社会保険料が控除されてい

たと思われる。調査の上、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の加入記録から判断すると、申立人が、Ａ

社に平成８年１月 21日から勤務していたことが認められる。 

また、申立人から提出されたＡ社の平成８年分給与支払報告書（個人別明

細書）によると、給与から控除された社会保険料等の金額が６万 2,564円で

あり、この金額は当時の社会保険料の料率から判断するとおおむね２か月分

（平成８年１月及び同年２月分）に相当することが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成

８年２月のオンライン記録から、24万円とすることが妥当である。 



 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無い

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当

時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺

事情は無いことから、行ったとは認められない。 

２ 申立期間②について、申立人は、平成８年３月 31日までＡ社に勤務して

いたと申し立てている。 

しかしながら、雇用保険の離職日及びＡ社が作成した平成８年分給与支払

報告書（個人別明細書）の退職日が共に平成８年３月 30日となっており、

事業主及び従業員からは月末までの勤務実態について供述が得られず、また、

同給与支払報告書からは２か月分の社会保険料等しか控除されていない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除については、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10088 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日は平成２年10月15日であると認め

られることから、同社Ｂ工場における資格取得日に係る記録を訂正することが

必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、26 万円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 10月 15日から同年 11月 15日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間に異動はあったが継続して勤務していたので、申立期間も被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、健康保険組合及び厚生年金基金の加入記録から、申立

人がＡ社に継続して勤務（平成２年 10月 15 日に同社本社から同社Ｂ工場に異

動）していたことが認められる。 

また、厚生年金基金の加入員台帳によると、申立人のＡ社本社における資格

喪失日及び同社Ｂ工場における資格取得日は、平成２年 10月 15日と記録され

ており、同基金は、申立期間当時、厚生年金保険の届出書は、複写式の様式を

使用していたとしている。 

これらを総合的に判断すると、事業主は申立人のＡ社Ｂ工場における被保険

者資格取得日を平成２年 10月 15日と社会保険事務所（当時）に届け出たと認

められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、平成２年 10 月の厚生年金基金

の加入員台帳の記録から、26万円とすることが妥当である。 



 

東京厚生年金 事案 10089 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①のうち、平成３年 10 月１日から同年 12 月 16 日まで

の期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められることから、Ａ社における当該

期間の標準報酬月額に係る記録を 36万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立期間②のＢ社における資格取得日は平成３年 12月 16日、資格喪

失日は４年３月３日であると認められることから、厚生年金保険被保険者資格

の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については、38 万円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年８月１日から同年 12月 16日まで 

             ② 平成３年 12月 16日から４年６月ごろ 

    申立期間①のうち、Ｃ社に勤務していた期間の標準報酬月額が下げられて

いる。給与が上がったにもかかわらず下げられていることに納得できない。

また、申立期間②について、厚生年金保険の加入記録が無いが、Ｃ社に継続

して勤務していた。当時の給与明細書等を提出するので調査の上、記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、平成３年 10月及び同年 11月について、Ｃ社（厚生年

金保険の加入記録はＡ社）に係る給与明細書により、申立人はその主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律



 

（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額

のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間①のうち、平成３年 10 月及び同年 11月の標準報酬

月額は、給与明細書における保険料控除額から、36 万円に訂正することが

必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を除く。）の事業主による納付義務の履行については、元代表取

締役は、Ａ社は平成４年１月 16 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ているため不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は

無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間①のうち、平成３年８月１日から同年９月 30 日までの期

間については、社会保険事務所で記録されている標準報酬月額と給与明細書

において確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は同額で

あることから、特例法によるあっせんの対象とならず、記録訂正は行われな

い。 

２ 申立期間②について、雇用保険の加入記録及び給与明細書により、申立人

が申立期間の一部についてＣ社（厚生年金保険の加入記録はＢ社）に勤務し、

事業主により給与から厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

  一方、オンライン記録によると、申立人のＢ社における厚生年金保険被保

険者の資格取得日(平成３年 12月 16日)は、４年３月３日付けでその記録が

取り消されていることが確認できる。 

  また、Ｂ社の元役員は、「当時、当社が社会保険料を滞納していたため、

社会保険事務所から督促を受け、さかのぼって厚生年金保険の加入記録を取

り消した。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人の資格取

得に係る処理をさかのぼって行う合理的な理由は無く、当該処理について有

効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人のＢ社における資

格取得日は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成３年12月16日に、

資格喪失日については、社会保険事務所の処理日である４年３月３日に訂正

し、３年 12 月から４年２月までの標準報酬月額は、事業主が社会保険事務

所に当初届け出た 38万円に訂正することが必要である。 



 

 他方、申立期間②のうち、平成４年３月３日以降の期間については、給与

明細書により、Ｂ社の給与締切日である同年５月 15 日まで同社に勤務して

いたことは認められるが、同年３月から同年５月までの給与明細書では、厚

生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

また、平成４年６月の勤務実態については、事業主及び同僚等の供述その

ほか勤務を確認できる関連資料等が無いことから勤務していたことは不明

である。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②のうち、平成４年３月３

日以降の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10090 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における申立人の

被保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 23年 12月１日）及び

資格取得日（24 年４月 24 日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 2,700

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 23年 12月１日から 24 年４月 24日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間は休職していたが、給与は支給され社会保険料は控除されていたと

思うので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険の被保険者記録は、Ａ社Ｃ支店において昭和 23年 10

月１日に資格を取得し、同年 12 月１日に資格を喪失後、24 年４月 24 日に同

支店において再度資格を取得しており、23年 12月１日から 24年４月 24日ま

での被保険者記録が無い。 

しかしながら、雇用保険の加入記録及びＢ社が保管する社員台帳により、申

立人が申立期間にＡ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

また、上記社員台帳には、昭和 23 年 11 月 14 日から 24 年４月 18 日まで休

職と記録されているところ、申立期間当時の休職の取扱いについて、Ｂ社は、

「給与の基本給及び一部手当を支給し、その給与から社会保険料及び雇用保険

料は控除していたはずである。」と回答している。 

さらに、社員台帳において、他の期間においても休職と記録されているが、

当該期間は厚生年金保険の被保険者期間が継続していることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



 

立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における申

立期間前後の社会保険事務所（当時）の記録から、2,700円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は誤った届出を行ったことを認めていることから、事業主が社会保険事務所

の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行い、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る昭和 23 年 12 月から 24 年３月までの保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事

業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10091 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を 33万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年８月８日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額

の記録が無い。賞与支払明細書を提出するので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与支払明細書により、申立人は、申立期間にその主張する 33 万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は届出誤りがあったとしており、これを履行していないと認められ

る。 



 

東京厚生年金 事案 10092 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を 27万 5,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年８月８日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額

の記録が無い。賞与支払明細書を提出するので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与支払明細書により、申立人は、申立期間にその主張する 27 万 5,000 円

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は届出誤りがあったとしており、これを履行していないと認められ

る。 

 



 

東京厚生年金 事案 10093 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を 23万 5,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年８月８日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額

の記録が無い。賞与支払明細書を提出するので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与支払明細書により、申立人は、申立期間にその主張する 23 万 5,000 円

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は届出誤りがあったとしており、これを履行していないと認められ

る。 

 



 

東京厚生年金 事案 10094 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を 39万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年８月８日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額

の記録が無い。賞与支払明細書を提出するので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与支払明細書により、申立人は、申立期間にその主張する 39 万円の標準

賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこと

が認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は届出誤りがあったとしており、これを履行していないと認められ

る。 

 



 

東京厚生年金 事案 10095 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立

期間の標準賞与額に係る記録を 25万 5,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年８月８日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額

の記録が無い。賞与支払明細書を提出するので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与支払明細書により、申立人は、申立期間にその主張する 25 万 5,000 円

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は届出誤りがあったとしており、これを履行していないと認められ

る。 

 



 

東京厚生年金 事案 10098                     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間に係る標準賞与額を 42万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

        

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 12月 20日 

    Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険標準賞与額の記録が無い。同

社により記録の訂正は行われたが、厚生年金保険料は時効のため納付できず、

当該記録は年金の記録に反映されないので、年金が給付されるように記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された賞与支払明細書により、申立人は、申立期間に同社から

賞与の支払いを受け、当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により

控除されていたことが認められる。 

   また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、申立期間の賞与支払

明細書に記載されている保険料控除額から、42万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提

出していないこと及び当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付してい

ないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10103 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は平成５年４月１日であると認められる

ことから、厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、平成４年６月から５年３月までの標準報酬月額については、22 万円

とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  
    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年６月 30日から５年４月１日まで 

             ② 平成５年４月１日から同年７月 29日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の加入記録が無い。

また、申立期間②は別の事業所名で厚生年金保険の加入記録があるが、当該

期間もＡ社に勤務していたので、同社の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、雇用保険の記録から、申立人は、当該期間におい 

てＡ社に勤務していたことが確認できる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社における申立人の厚生年金保険の被

保険者資格喪失日は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平

成５年５月 21 日）の後の平成５年６月 23 日付けで、４年６月 30 日と記録

され、同日に同年 10 月に係る標準報酬月額の定時決定の記録が 遡
さかのぼ

って取

り消されている。 

これらの事実を総合的に判断すると、申立人について、平成４年６月 30

日に資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係

る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日をＢ社

の資格取得日である５年４月１日に訂正することが必要である。 

また、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社に

おける平成４年５月のオンライン記録から、22万円とすることが妥当である。 

  ２ 申立期間②について、申立人は、Ｂ社において厚生年金保険の被保険者記

録があるが、同社には勤務しておらず、引き続きＡ社で勤務していたとして

いる。 



 

    しかし、Ａ社の事業主は既に死亡しており、Ｂ社の事業主は連絡先が不明

で確認が取れない。 

一方、オンライン記録において、Ａ社で資格喪失した後にＢ社で申立人と

同日に厚生年金保険の被保険者資格を取得している複数の従業員は、Ｂ社の

事業主が、Ａ社の従業員をＢ社に移籍させた可能性があるとしている。 

    このほか、申立人の当該期間に係る確認できる記録や周辺事情は見当たら

ない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人の当該期間に係る厚生年金保険被保険者記録を訂正する必要は認め

られない。 



 

東京厚生年金 事案 10104 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年

金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められ

ることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を 53 万円に訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 11月１日から４年９月 30日まで 

    厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した期間のうち、平成２年 11

月から４年８月までの標準報酬月額が、事実と相違し低く記録されている。

申立期間に係る源泉徴収票、給与明細書及び納税通知を提出するので、申

立期間における標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、当初、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準

報酬月額は、申立人が主張する 53 万円と記録されていたが、同社が厚生年金

保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成４年９月 30 日）の後の同年 11

月 24日付けで、２年 11月１日の記録が９万 8,000円に減額訂正されているこ

とが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人が申立期間において同社の取締役

であったことが確認できる。しかし、Ａ社の代表取締役は、「申立人はデザイ

ナーを束ねる立場にある企画部の役員であり、社会保険の届出事務に関与して

いなかった。」と供述しており、申立人は、標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正に係る手

続に関与していなかったと認められる。 

これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を行う合理的な理由は無く、申

立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け

出た、53万円に訂正することが必要である。 



 

東京厚生年金 事案 10110 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た申立人の申立期間に係る標準賞

与額は、申立人が主張する標準賞与額であったと認められることから、申立期

間に係る標準賞与額を 150万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 16年 12月３日 

Ａ会に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無い。賞与

明細書で標準賞与額に相当する厚生年金保険料が控除されていることが確

認できるので、申立期間の標準賞与額を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された賞与明細書及びＡ会から提出された賃金台帳により、申

立人は平成 16年 12月３日に賞与を支給され、標準賞与額の上限額（150万円）に

相当する厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていることが確認でき

る。 

一方、Ａ会は、申立人の定年後雇用のため、申立人に係る平成 16 年 12 月１日

付けの健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届及び同資格取得届を同年 12月

６日に社会保険事務所に提出し、その後、申立人に係る同資格取得届に記載した

整理番号に基づき、同年 12月の健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届を社

会保険事務所に提出していることが確認できる。 

しかし、社会保険事務所では、Ａ会の申立人に係る上記賞与支払届を平成 16年

12月 10日に、その後、申立人に係る同資格取得届を同年 12月 14日に処理したこ

とから、申立人の申立期間の標準賞与額が記録されていないことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、平成 16 年 12 月３日に支給された賞

与において、申立人の主張する標準賞与額に係る届出を社会保険事務所に対し行

ったことが認められる。 

また申立人の申立期間に係る標準賞与額については、上記賞与明細書の記録か

ら、150万円とすることが妥当である。 

 



 

東京厚生年金 事案 10111 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は昭和53年 10月１日であると認められる

ことから、厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、７万 6,000円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年９月 26日から同年 10月１日まで 

ねんきん特別便で確認したところ、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

の厚生年金保険の加入記録が無い。Ｂ会より送られた申立期間に加入してい

た同社の厚生年金基金の加入記録が確認できるはがきを提出するので、厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務してい

たことが確認できる。 

一方、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の被保険者資格喪

失日について、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（昭和 53 年

10月 13日）より後の昭和 54年４月 26日付けで、申立人を含む８名について

の資格喪失日が訂正されており、申立人の場合、当初の資格喪失日（昭和 53

年 10 月１日）の記録が取り消され、さかのぼって 53 年９月 26 日に訂正され

ていることが確認できる。 

また、上記事業所別被保険者名簿によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所でなくなった日についても、昭和 53年 10月 13日と記録されていたものが、

さかのぼって同年９月 26日に訂正されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、当該資格

を喪失した旨の処理をさかのぼって行う合理的な理由は無く、申立人について、

昭和53年９月26日に被保険者資格を喪失した旨の記録は有効なものとは認め

られないことから、申立人の資格喪失日は、そきゅう訂正前の喪失日である同

年 10月１日であると認められる。 



 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 53

年８月の社会保険事務所の記録から、７万 6,000円とすることが妥当である。 



 

東京厚生年金 事案 10112                        

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成３年８月１日から５年３月 21 日の期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額であった

と認められることから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額を 41 万円に訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年８月１日から５年９月 16日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、平成３年８月１日から５年３月 21 日ま

での期間については、標準報酬月額が実際の給与から控除されていた保険

料に見合う標準報酬月額となっていないので、標準報酬月額を正しい記録

に訂正してほしい。また、同年３月 21 日から同年９月 16 日までについて

は、継続してＡ社に勤務していたが、厚生年金保険の加入記録が無いので、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成３年８月１日から５年３月 21 日までの期間について

は、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なった同年３月21日より後の同年３月25日付けで、申立人の標準報酬月額は、

当初 41 万円と記録されていたものが、さかのぼって８万円に減額訂正されて

いることが確認できる。 

このことから判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を行う合

理的な理由は無く、当該期間の標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったと

は認められず、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事

務所に当初届け出た 41万円に訂正することが必要である。 

一方、申立期間のうち、平成５年３月 21日から同年９月 16日までの期間に

ついては、雇用保険の記録から、申立人は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

でなくなった同年３月 21日以降も同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、申立人と同様に、平成５年３月 21 日に厚生年金保険の資格を喪失



 

し、雇用保険の加入記録が同年９月 15 日までとなっているＡ社の元従業員か

ら提出された平成５年の給与支払報告書に記載されている社会保険料の控除

額は、申立人のオンライン記録上の同社における厚生年金保険及び健康保険の

被保険者であった期間（４年 12 月から５年２月まで）の社会保険料の金額と

ほぼ一致しており、申立人も同様の処理がされていたものと推認できる。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、国民年金の被保険者資格を平

成５年３月 21 日に取得しており、申立期間のうち同年３月から同年５月まで

については国民年金保険料の納付済み期間となっていることが確認できる（同

年７月に 60歳で資格喪失）。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10116                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年８月１日から 39 年 11 月１日までの

期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 38 年８月

１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を同年８月から 39 年５月までは２万

6,000 円、同年６月から同年 10 月までについては２万 8,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 12月１日から 39 年 11月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間中、同社に勤務していたのは確かであり、給与明細書を提出するの

で、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、Ａ社は、昭和 39 年 11月１日に厚生年金保険の適用事

業所となっており、申立期間は適用事業所となっていない。 

   しかし、昭和 38 年８月１日から 39 年 11 月１日までの期間については、商

業登記簿謄本によると、Ａ社は同年６月４日に法人登記していることが確認で

きる上、複数の従業員は、同社は 38 年８月から常時５人以上の従業員が在籍

していたとしていることから、同社は同年８月から当時の厚生年金保険法に定

める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

また、申立期間のうち、昭和 39年１月１日から同年 11月１日までの期間に

ついては、給与明細書及び複数の従業員の供述から判断すると、申立人はＡ社

に勤務し、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

さらに、申立人は、「自分は昭和 37 年７月から勤めていたが、同年 12 月ご



 

ろに経理担当者が二人入社し、その時期から厚生年金保険料が給与から控除さ

れるようになった。」としているところ、当該経理担当者のうち連絡が取れた

従業員は、「私は、申立人と社長とその妻が会社を興してから２、３か月後に

もう一人の経理経験者と一緒に入社した。昭和 37 年 12 月ごろ社長と相談し、

厚生年金保険に任意適用させるということで届出書類を作成し社長に渡した。

私は非常勤だったため、役所の手続は社長にお願いしており、当然任意適用の

手続は完了していると思い、その時期から厚生年金保険料を従業員の給与から

控除するようになったと思う。」と供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は厚生年金保険被保険者として、昭和 38 年８月１日から 39 年 11 月１日

までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたも

のと認められる。 

また、昭和 38年８月から 39年 10月までの期間の標準報酬月額については、

給与明細書において確認できる保険料控除額から、38年８月から 39年５月ま

では２万 6,000 円、同年６月から同年 10 月までは２万 8,000 円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、当該期間において、Ａ社は適用事業所の要件を満たしていながら、社会保

険事務所（当時）に適用の届出を行っていなかったと認められることから、社

会保険事務所は申立人に係る昭和 38 年８月から 39 年 10 月までの保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人の当該期間に係る厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、当時の厚生年金保険法第６条によると、厚生年金保険の適用事業所は

同条第１項第１号に該当する事業所又は事務所であって常時５人以上の従業

員を使用するものであるとされ、また、同条第２項によると、第１項に該当し

ない事業所の事業主は都道府県知事の認可を受けて適用事業所とすることが

できるとしているが、申立期間のうち昭和 37 年 12 月１日から 38 年７月 31

日までの期間については、従業員の供述から、適用事業所の要件を満たしてお

らず、任意適用事業所の届出を行ったと確認できる資料等は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10117                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業所におけ

る資格喪失日及び同社本社における資格取得日に係る記録をそれぞれ昭和 54

年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 19万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年９月 29日から同年 10月３日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間に異動はあったが同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び事業所の回答から判断すると、申立人がＡ社に継続し

て勤務し（昭和 54年 10月１日に同社Ｃ営業所から同社本社に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社Ｃ営業所における昭和 54年８

月の社会保険事務所（当時）の記録から、19万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについて

は、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無

いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が

申立てどおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無い

ことから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 10122                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 45 年１月５日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 12月 28日から 45 年１月５日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

私は、申立期間の直後にＡ社のグループ会社であるＢ社に継続して勤務して

おり、Ａ社及びＢ社における給与明細書を提出するので、申立期間も厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出したＡ社の給与明細書及び申立人と同様にＡ社からＢ社に異

動した従業員の供述から、申立人が申立期間に両社間で継続して勤務していた

と認められる。 

また、申立人が提出したＡ社及びＢ社の給与明細書により、昭和 44 年 12

月はＡ社から、45 年１月はＢ社からそれぞれ厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていることが確認できる。 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、昭和 44年 12月の給与明

細書において確認できる厚生年金保険料控除額から、３万円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、申立期間当時の事業主は、高齢による病気のため、申立期間当

時の状況を確認することはできない。しかし、申立人に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿における資格喪失日が、雇用保険の記録における離職日の翌



 

日と同日となっており、公共職業安定所及び社会保険事務所（当時）の双方が

誤って同じ日を記録するとは考え難いことから、事業主が昭和 44 年 12 月 28

日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年

12 月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所

が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10123                             

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日

に係る記録を昭和 62 年 12 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 38 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年 11 月 30 日から同年 12 月１日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社からグループ企業であるＣ社に異動するまでの間は継続して勤務して

いたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社が提出した辞令書の写しから判断すると、申立人は、

昭和 62 年 12 月１日付けで、Ｃ社に異動するまで、Ａ社に継続して勤務し、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 62年 10

月の社会保険事務所（当時）の記録から、38万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、Ｂ社は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所に対し誤っ

て提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても納付していないことを認め

ていることから、事業主が昭和 62年 11月 30日を厚生年金保険の資格喪失日とし

て届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 11月の保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



 

東京厚生年金 事案 10128～10133（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額は、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給

付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づ

き、平成 19年３月 31日の標準賞与額に係る記録を＜標準賞与額＞（別添一覧

表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  

基礎年金番号 ：   別添一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： 平成 19年３月 31日 

厚生年金保険の記録では、Ａ社に勤務した申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は、既に社会保険事務所（当時）に賞与支払届を提出したものの、

厚生年金保険料は時効により納付できず、申立期間の記録は給付に反映され

ないので、給付されるよう訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与税額・保険料計算表により、申立人は、平成 19 年

３月 31 日に同社から賞与の支払を受け、厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改訂又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内で

あることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賞与税額・保険料計算

表における厚生年金保険料控除額から、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）と



 

することが妥当である。 

なお、申立人の当該賞与に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主が事務手続を誤ったとして、当該保険料を徴収する権利

が時効により消滅した後の平成 21 年 10 月 28 日に申立人に係る賞与支払届を

提出したことが確認できることから、社会保険事務所は、申立期間の標準賞与

額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人の当

該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 標準賞与額

10128 男 昭和43年生 64万9,000円

10129 男 昭和21年生 64万9,000円

10130 男 昭和48年生 46万3,000円

10131 男 昭和44年生 46万3,000円

10132 男 昭和48年生 37万円

10133 男 昭和53年生 ４万6,000円



 

東京厚生年金 事案 10134 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日

に係る記録を昭和 46 年７月２日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を４

万 8,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年７月２日から同年８月１日まで 

厚生年金保険の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の

加入記録が無い。昭和 46 年７月２日にＢ社の子会社である同社へ移籍

したが、切れ目無く勤務し厚生年金保険料が控除されていたので、申

立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に関して申立人と同一の期間について年金記録の訂正を申し立て、

既に総務大臣によりあっせんされた同僚は、「申立人を含む 12 名がＢ社

からＡ社に同時に移籍した。」と供述している。 

また、Ａ社は、「前回、申立人の同僚の申立てに際し、当該同僚の昭

和 46 年７月分の給与明細書は、当社が発行したものであることを確認し

ており、申立人を含む 12 人のＢ社から当社への異動日は、同年７月２日

であると思われる。」と回答している。 

さらに、Ａ社は、「既にあっせんされた同僚について、厚生年金保険

料を控除していたので、申立人についても厚生年金保険料を控除してい

たと思われる。」と回答していることから、申立人は、昭和 46 年７月２

日から同社に勤務し、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭



 

和 46 年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、４万 8,000 円とする

ことが妥当である。 

また、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主が届出の誤りを認めていることから、事業

主は申立人の厚生年金保険被保険者資格取得日を昭和 46年８月１日とし

て届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年７月の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人の申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10135 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における被保険者資格取

得日に係る記録を平成９年９月 16 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

38 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成９年９月 16 日から同年 10 月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記

録が無い。同社では、グループ会社であるＢ社から同社へ転籍（入社）

した際の手続に不備があり、厚生年金保険の未加入期間が生じたこと

を認めているので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人の賃金台帳及び同社のグループ会社である

Ｂ社から提出された証明書から判断すると、申立人が申立てに係るグルー

プ会社に継続して勤務し（平成９年９月１日にグループ会社のＢ社から、

Ａ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

一方、オンライン記録により、Ａ社は平成９年 10 月１日に厚生年金保

険の適用事業所となっており、申立期間は適用事業所ではないことが確認

できるが、同社に係る商業登記簿謄本により同社の設立年月日が同年８月

７日であることが確認できることから、同社は、申立期間には厚生年金保

険の適用事業所の要件を満たしていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳の平成９年

10 月の保険料控除額から、38 万円とすることが妥当である。 



 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、申立期間において、Ａ社は適用事業所の要件を満たし

ていたにもかかわらず、事業主は、社会保険事務所（当時）に適用の届出

を行っていなかったと回答していることから、社会保険事務所は、申立人

に係る平成９年９月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



 

東京厚生年金 事案 10137 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成７年３月１日から同年 10 月 31 日までの期間につ

いては、事業主が社会保険事務所(当時)に届け出た標準報酬月額は、申立

人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の当該

期間に係る標準報酬月額を、50 万円に訂正することが必要である。 

また、申立人は、申立期間のうち、平成７年 10 月 31 日から８年２月１

日までの期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録

を７年 10 月 31 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 50 万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年３月１日から同年 10 月 31 日まで 

② 平成７年 10 月 31 日から８年２月１日まで 

厚生年金保険の記録によれば、Ｂ社に勤務した申立期間①の標準報

酬月額が実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額

よりも低く記録されていることが判明した。申立期間①の標準報酬月額

を正しい記録に訂正してほしい。 

また、申立期間②については、Ａ社に勤務した期間のうち申立期間の

加入記録が無い。しかし、当該期間は同社に勤務していたので、厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい｡ 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録において、当初、申立人のＢ

社における当該期間の標準報酬月額は、申立人が主張する 50 万円と記

録されていたが、申立人が同社で資格喪失した日（平成７年 10 月 31

日）の後の８年３月７日付けで、申立人を含む 13 人の標準報酬月額に



 

係る記録がさかのぼって減額訂正され、申立人の標準報酬月額は、44

万円に減額訂正されていることが確認できる。 

また、Ｂ社における従業員は、「当時は、会社の経営が厳しく、社会

保険料を滞納していたことを聞いたことがある。」と供述している。 

さらに、複数の従業員は、「申立人はうどん店の料理長であり、社会

保険事務に関与していなかった。」と供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務所において、当

該訂正処理を行う合理的な理由は無く、当該期間において標準報酬月

額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の当該期間

に係る標準報酬月額は、平成７年３月から同年９月までの期間は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出た 50万円に訂正することが必要と

認められる。 

２ 申立期間②について、雇用保険の加入記録及び同僚の証言により、

申立人がＡ社に平成７年 10 月 31 日から継続して勤務していたことが

確認できる。 

そして、申立人と同時期にＡ社において厚生年金保険の未加入期間

がある従業員が保管している給与明細書では、厚生年金保険料が控除

されていることから、申立人も当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の平成

８年２月の記録から、50 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は保険料を納付したかどうかについて不明としているが、

事業主が、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった平成８年２月１

日に申立人に係る厚生年金保険の資格を取得した旨の届出を社会保険

事務所に対して行い、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る７

年 10 月から８年１月の保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

 



 

東京厚生年金 事案 10138 

                       

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格

取得日に係る記録を昭和 27 年 10 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

        

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年 10 月１日から同年 12 月 26 日まで 

    厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期

間の厚生年金保険の加入記録が無い。しかし、当該期間に異動はあっ

たが、同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ社の複数の同僚の供述から判断すると、申

立人は、同社に継続して勤務し（昭和 27 年 10 月１日に同社本社から同

社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ工場にお

ける昭和 27 年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、8,000 円とす

ることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社は、既に解散しており、事業主も所在を確認することができないた

め不明であり、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事



 

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案 10139 

 

第１ 委員会の結論 

 申立期間のうち、平成９年４月 30 日から 10 年１月 31 日までの期間に

ついて、申立人のＡ社における資格喪失日は、同年１月 31 日であると認

められることから、厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正

することが必要である。  

なお、申立期間の標準報酬月額については、平成９年４月から同年９

月までの期間は20万円、同年10月から同年12月までの期間は22万円とす

ることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 51 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成９年４月 30 日から 10 年４月１日まで 

 Ａ社に平成９年３月 27 日から 10 年３月 31 日まで勤務したが、申立

期間の厚生年金保険の加入記録が無い。給与振込が確認できる預金通帳

の写しを提出するので、当該期間も厚生年金保険の被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成９年４月 30 日から 10 年１月 31 日までの期間に

ついては、雇用保険の記録及び従業員の証言により、申立人が当該期間

にＡ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の

被保険者資格喪失日は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日

（平成 10 年１月 31 日）の後の同年４月６日付けで、さかのぼって９年４

月 30 日と記録されており、加えて、同社において、申立人と同様の処理

が 33 人の従業員について行われていることが確認できる。 

これらの事実を総合的に判断すると、申立人について、平成９年４月

30日に資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該処理に

係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人のＡ社におけ

る資格喪失日をＢ健康保険組合の資格喪失日から、10年１月31日に訂正



 

することが妥当である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、当該喪失処理前の記録か

ら、平成９年４月から同年９月までは20万円、同年10月から同年12月ま

では22万円とすることが必要である。 

申立期間のうち、平成 10 年１月 31 日から同年４月１日までの期間に

ついては、雇用保険の記録及び従業員の証言により、申立人が、当該期

間にＡ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

しかし、申立人の資格喪失日については、複数の同僚が「会社から厚

生年金保険を辞めるので、各自で国民年金に加入するよう説明を受け、

自分で加入手続をした。」としているところ、申立人の国民年金の記録で

は、平成10年２月及び同年３月の保険料が納付済みとなっていることが

確認できる。 

また、申立人の加入していた健康保険組合の資格喪失日が平成10年１

月31日と記録されており、健康保険証が同年２月９日に回収されている

ことが確認できる。 

さらに、Ａ社の厚生年金保険料控除について同僚の一人は、翌月控除

と思われるとしているところ、同僚が保有するＡ社の平成10年２月の給

与明細書では、同年１月の厚生年金保険料が控除されていないことが確

認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



 

東京厚生年金 事案 10140 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人

が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標

準報酬月額を、平成４年 10 月から５年６月までは 53 万円、同年７月か

ら６年２月までは 50 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年 10 月１日から６年３月 30 日まで 

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期

間の標準報酬月額が実際に支払われていた給与額より大幅に低くなっ

ている。同社では取締役であったが、社会保険の届出事務には関与し

ていなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平

成６年３月 30日より後の同年３月 31日付けで、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額については、４年 10月から５年６月までは 53万円、同年７月から６

年２月までは 50万円と記録されていたものが、10万 4,000円にさかのぼって

減額訂正する処理が行われたことが確認できる。 

しかし、社会保険事務所において、上記のような遡及
そきゅう

により記録を訂正する

という処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、申立期間に同社の取締役であ

ることが確認できるが、同社の事業主及び複数の従業員は、「申立人は、当時、

現場施工責任者として勤務しており、社会保険の手続には関与していなかっ

た。」と供述していることから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考

え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を行

う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正



 

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た平成４年 10月から５年６月までは 53万円、同

年７月から６年２月までは 50万円にすることが必要である。 



 

東京厚生年金 事案 10141 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ

支店における資格喪失日に係る記録を昭和 48 年６月１日に訂正し、申立

期間の標準報酬月額を５万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年３月 21 日から同年６月１日まで 

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期

間の厚生年金保険の加入記録が無い。しかし、当該期間に異動はあっ

たが、同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人から提出のあったＢ社が作成した申立人

に係る継続勤務証明書及び同社が保管する人事発令簿から判断すると、

申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務し（昭和 48 年３月 20 日に同社

Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、Ａ社Ｄ支店は、昭和 48 年６月１日に厚生年金保険の適用事業所

となっていることから、申立人の被保険者資格は、本来、同日まで同社

Ｃ支店において引き続き有すべきである。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店にお

ける昭和 48 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、５万 2,000 円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、保険料は納付していないと思われるとしており、社会保険事



 

務所の記録どおりの日付を資格喪失日として届け出たことを認めている

ことから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 48 年３月か

ら同年５月までの期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 



 

 

東京厚生年金 事案 10144 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が平成

17 年２月 21 日、資格喪失日が 19 年３月 21 日とされ、当該期間のうち、

17年２月 21日から 18年７月１日までの期間は厚生年金保険法第 75条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期

間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該記

録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の同社における資

格取得日を 17 年２月 21 日とし、申立期間の標準報酬月額を 17 年２月か

ら同年 12 月までは 36 万円、18 年１月から同年４月までは 38 万円、同年

５月は 32 万円、同年６月は 28 万円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17 年２月 21 日から 18 年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入期間が

無いことが判明し、事業主により被保険者資格の得喪届を提出しても

らったが、申立期間は時効により保険料を納付できず、年金額の計算

の基礎とならない期間とされているので、給付される記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の代表者及び同僚の供述並びに給与支払明細書により、

申立人がＡ社に平成 17 年２月 21 日から継続して勤務し、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 



 

また、標準報酬月額については、特例法に基づき標準報酬月額を改定

又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申

立期間の標準報酬月額については、給料支払明細書の保険料控除額及び

報酬月額から、平成 17 年２月から同年 12 月までは 36 万円、18 年１月か

ら同年４月までは 38 万円、同年５月は 32 万円、同年６月は 28 万円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、届出誤りを認めており、申立期間に係る厚生年金保険料につ

いても、納付していないことを認めていることから、これを履行してい

ないと認められる。 

 



 

東京厚生年金 事案10147 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社Ｂ事業所に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和44年４

月１日、資格喪失日が47年４月１日とされ、当該期間のうち同年３月１日

から同年４月１日までの期間は厚生年金保険法第75条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の同社同事業所における資格喪失日を同年４月１日とし、申立期間の標

準報酬月額を２万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年３月１日から同年４月１日まで 

Ａ社の社員養成機関である同社Ｂ事業所に在籍していた期間のうち、

申立期間が会社の手続誤りにより未加入となっている。既に会社から訂

正の届出が提出され、記録も訂正されているので、保険給付の額に反映

するようにしてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の母が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び事業主の供述から判断すると、申立人は、Ａ社

に昭和44年４月１日から申立期間を含み継続して勤務し（昭和47年４月

１日に同社Ｂ事業所から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＢ事業所における

昭和47年２月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万2,000円とする



 

ことが妥当である。 

なお、申立人の、申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行

については、事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所

に対して誤って提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても、納

付していないことを認めていることから、これを履行していないと認め

られる。 



 

東京厚生年金 事案10149 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立期間①に係るＡ社（現在は、Ｂ社）

本店における資格喪失日に係る記録を昭和21年７月１日に、申立期間②に

係る同社Ｃ支店における資格喪失日に係る記録を同年12月１日に訂正し、

それぞれの期間の標準報酬月額を申立期間①は90円、申立期間②は390円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和21年６月30日から同年７月１日まで 

② 昭和21年11月30日から同年12月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の

加入記録が無い。申立期間に異動はあったが、同社に継続して勤務して

いたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された人事台帳から判断すると、申立人は、昭和18年10

月２日から63年３月31日まで、Ａ社に継続して勤務し（同社本店から同社

Ｃ支店に異動、同社Ｃ支店から同社Ｄ支店に異動）、申立期間①及び②に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

なお、申立期間①については、Ａ社Ｃ支店は昭和21年７月１日から厚生

年金保険の適用事業所となっており、同支店が適用事業所となるまでの期

間は引き続き同社本店において被保険者記録を有するべきものと考えら

れることから、申立人の同社本社における資格喪失日を同日とすることが

相当である。申立期間②については、同社は、申立人のＣ支店における資

格喪失日は同年12月１日とすべきであった旨回答していることから、申立



 

人の同支店における資格喪失日を同日とすることが相当である。 

また、それぞれの申立期間の標準報酬月額については、申立期間①は昭

和21年５月の社会保険事務所（当時）の記録から90円とし、申立期間②は

同年10月の社会保険事務所の記録から390円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、申

立期間①については、事業主は、保険料を納付したか否かについて不明と

しているが、事業主が保管する被保険者資格喪失届（控え）によると、申

立人の資格喪失日は昭和21年６月30日と記録されており、事業主から社会

保険事務所の記録どおりの手続が行われていると認められることから、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、そ

の後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

また、申立期間②については、事業主は、保険料を納付したか否かにつ

いて不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和21年12月１日と届け出

たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年11月30日と誤って記録す

ることは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年11月の保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、申立人に係る当該期間の保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案10150 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を、事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失

日に係る記録を昭和53年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を16

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年４月30日から同年５月１日まで 

私は、Ａ社に昭和53年４月30日まで勤務したはずだが、同社におけ

る被保険者資格喪失日が同年４月30日となっている。申立期間について、

厚生年金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び給料明細書から、申立人がＡ社に昭和53年４月30

日まで勤務していたことが確認できる。 

また、申立人から提出されたＡ社における昭和53年４月分の給料明細

書において厚生年金保険料が控除されていることが確認できる上、当時

の同社の経理担当者は保険料控除について当月控除方式であった旨供述

していることから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出されたＡ

社における昭和53年４月分の給料明細書の保険料控除額から、16万円と

することが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、Ａ社は、これを確認できる関連資料が無いため不明として

いるが、事業主が資格喪失日を昭和53年５月１日と届け出たにもかかわ

らず、社会保険事務所（当時）がこれを同年４月30日と誤って記録する



 

ことは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場

合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10151 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 44 万 2,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： 平成 19 年７月 25 日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準

賞与額の記録が無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正を

行ったものの、保険料は時効により納付できず、申立期間は給付に反映

されない記録となっている。そのため、給付されるよう記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与明細書により、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、

当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細書における保険

料控除額から、44 万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、当該

賞与に係る保険料についても納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10152 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 27 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： 平成 19 年７月 25 日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞

与額の記録が無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正を行

ったものの、保険料は時効により納付できず、申立期間は給付に反映さ

れない記録となっている。そのため、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与明細書により、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、

当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細書における保険

料控除額から、27 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、当該

賞与に係る保険料についても納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。



 

東京厚生年金 事案 10153 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 34 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： 平成 19 年７月 25 日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準

賞与額の記録が無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正を

行ったものの、保険料は時効により納付できず、申立期間は給付に反映

されない記録となっている。そのため、給付されるよう記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与明細書により、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、

当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細書における保険

料控除額から、34 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、当該

賞与に係る保険料についても納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10154 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 27 万 9,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： 平成 19 年７月 25 日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞

与額の記録が無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正を行

ったものの、保険料は時効により納付できず、申立期間は給付に反映さ

れない記録となっている。そのため、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与明細書により、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、

当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細書における保険

料控除額から、27 万 9,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、当該

賞与に係る保険料についても納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10155 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を 24 万 5,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： 平成 19 年７月 25 日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞

与額の記録が無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正を行

ったものの、保険料は時効により納付できず、申立期間は給付に反映さ

れない記録となっている。そのため、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与明細書により、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、

当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細書における保険

料控除額から、24 万 5,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、当該

賞与に係る保険料についても納付していないことを認めていることから、

これを履行していないと認められる。



 

東京厚生年金 事案 10156 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされ

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立

期間の標準賞与額に係る記録を９万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間 ： 平成 19年７月 25 日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額

の記録が無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正を行ったもの

の、保険料は時効により納付できず、申立期間は給付に反映されない記録と

なっている。そのため、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

賞与明細書により、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該

賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細書における保険料控

除額から、９万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は届出誤りがあったとして訂正の届出を行っており、当該賞与に係

る保険料についても納付していないことを認めていることから、これを履行し

ていないと認められる。  



 

東京厚生年金 事案 10157 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報

酬月額を、４年 10 月から５年９月までの期間は 47 万円、同年 10 月から６年

７月までの期間は 50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 10月 1日から６年８月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が引

き下げられていたことが分かった。同社では、機械の設計者として勤務して

おり、社会保険事務には関与していなかったので、申立期間の標準報酬月額

を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、

当初、平成４年 10 月から５年９月までは 47 万円、同年 10 月から６年３月ま

では 50万円と記録されていたところ、同年４月 27日付けで申立人を含む８人

の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の標準報酬

月額の記録は、いずれの期間も 20万円に訂正されていることが確認できる。 

また、申立人が提出した申立期間における給与支給明細書から、当初のオン

ライン記録どおりの標準報酬月額に見合う保険料が控除されていたことが確

認できる一方、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は同社の役員ではないこ

とが確認できる。さらに、従業員等の供述から、申立期間当時、同社の経営状

態は悪く、保険料を滞納していたことが推認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立期間については、平成６年４月 27 日付

けでさかのぼって行われた標準報酬月額の減額訂正処理は、事実に即したもの

とは考え難く、社会保険事務所において、当該訂正処理を行う合理的な理由が

あったとは認められないことから、申立人の標準報酬月額に係る有効な記録訂

正があったとは認められない。 

このため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の平成４年

10月から６年７月までの期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所



 

に当初届け出た、４年 10月から５年９月までの期間については 47万円、同年

10月から６年７月までの期間については 50 万円とすることが必要である。 



 

東京厚生年金 事案 10160 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は、昭和 20年 12月１日であると認められ

ることから、申立期間に係る厚生年金保険の被保険者資格の取得日に係る記録

を同日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については 90円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年 12月１日から 21 年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録が無

い。同社には申立期間を含む昭和 20 年 12月１日から 51年６月 30日まで勤

務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る人事記録によると、申立人の入社日が昭和

20年 12月１日、退社日が 51年６月 30日と記録されていることから、申立人

は申立期間において同社に勤務していたことが確認できるものの、健康保険厚

生年金保険被保険者名簿によれば、申立人のＡ社における最初の資格取得日は、

21年３月１日となっている。 

しかしながら、申立人が保有する厚生年金保険被保険者証の「資格取得日」

欄には、「昭和 20 年 12 月１日」と記載されている上、被保険者番号も前述の

健康保険厚生年金保険被保険者名簿と一致している。 

また、Ａ社が保管している「健康厚生年金保険被保険者名簿」においては、

申立人の資格取得年月日欄に、「20 年 12 月１日」、「21 年３月１日」及び「21

年５月１日」の３つの日付の記載があるが、「21年３月１日」については横線

で消されていることが確認できる。このことについて、同社の人事担当者は、

「20年 12月１日は申立人の資格取得日であり、21年３月１日は不明であるも

のの、21 年５月１日は当社の厚生年金保険が、それまで部署ごとに適用され



 

ていたものが、統合されて新規適用された日であり、それぞれの日付で申立人

の資格取得の届出をしたものと考えられる。」と回答している。 

さらに、前述の「健康厚生年金保険被保険者名簿」によると、申立人と同じ

昭和20年12月１日に入社した二人の従業員の厚生年金保険の被保険者資格の

取得日に係る記録をみると、それぞれの資格取得年月日欄に「20年 12月１日」

と「21 年５月１日」の記載が確認でき、また、健康保険厚生年金保険被保険

者名簿においても、両名の厚生年金保険の被保険者資格の取得日は、いずれも

昭和 20 年 12 月１日と 21 年５月１日の記載があり、両名簿の記録は一致して

いる。 

加えて、Ａ社が保管する「健康厚生年金保険被保険者名簿」について、その

信憑性
しんぴょうせい

を確認するため、上記二人の従業員と同じ頁に記載されている 10人に

係る記載内容について、オンライン記録と照合したところ、10 人全員が同社

における厚生年金保険に加入していることが確認できる上、資格取得日の記載

についても、同名簿の記録の一部がオンライン記録に収録されていない一人を

除いて９人全員の資格取得日が一致しており同名簿の信憑性
しんぴょうせい

は高いものと認

められることから、同社が、申立人に係る資格取得日を昭和 21 年３月１日と

する届出を行ったとは考え難い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、事

業主は、社会保険事務所（当時）に対し、申立人が昭和 20年 12月１日に厚生

年金保険の被保険者資格を取得した旨の届出を行ったものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ社から提出された申立人に係

る人事記録の俸給欄の記録から、90円とすることが妥当である。 



 

東京厚生年金 事案 10161 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日に係る記録を昭和 37年５月 25日に訂正し、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額を同年５月から 38年９月までの期間は１万 4,000円に、同年 10月は

１万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年５月 25日から 38 年 11月 25日まで 

私は、昭和 37 年３月に高校を卒業し、学校のあっせんでＡ社に集団就職

したが、厚生年金保険の加入が 38 年 11月 25 日からとなっている。数人の

同期も一緒にＡ社に就職しているので、その人達の厚生年金保険の記録と同

じように、自分の加入記録を 37年５月 25日からにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が卒業した県立商業高等学校の証明書及び同僚等の回答から、申立人

が申立期間にＡ社に正社員として勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿から同僚等 13 人に文書照

会したところ、10人から回答があり、この 10人における同社の入社時期と厚

生年金保険の加入時期の記述を比較したところ、中途入社の一人は入社から厚

生年金保険の加入まで７か月の期間があったが、申立人と同期入社を含む９人

は入社後２か月以内で厚生年金保険の資格を取得していることが確認できる。 

さらに、入社時期と厚生年金保険の加入時期の相違について、Ａ社の申立期

間当時の事務担当者の一人は、「同社では、当時、申立人と同じ県から集団就

職で毎年数人の新卒者を採用していたが、新入社員の厚生年金保険の加入は入

社してから２、３か月の試用期間を設け、その後に加入させていた。」と述べ

ており、また、同社のもう一人の事務担当者は、「申立人の厚生年金保険の加

入が入社から１年半と聞いて驚いている。どうしてそうなったか見当もつかな

い。当時、社員の給与計算は自分がしていたが、申立人にだけ特別な扱いをし



 

ていたとは思えない。」と述べていることから、申立人について他の従業員と

異なった扱いをしていたとは考え難く、申立人についても同期入社の他の従業

員と同様に昭和 37 年５月分から厚生年金保険料を控除していたと考えるのが

自然である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、Ａ社における申立

人と同期入社の従業員の社会保険事務所（当時）の記録から、昭和 37 年５月

から 38年９月までの期間は１万 4,000円、同年 10月は１万 6,000円とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、現在の事業主は、「当時の資料は無く、事業主は死亡しているため、不

明だが、当社の事務は間違いなく行っていた。」と回答しているが、申立期間

に行われるべき、事業主による申立てどおりの資格取得届及び健康保険厚生年

金保険被保険者報酬月額算定基礎届などのいずれの機会においても、社会保険

事務所が届出の記録の処理を誤るとは考え難いことから、事業主が、昭和 38

年 11月 25日を厚生年金保険の資格取得日として届け、その結果、社会保険事

務所は、申立人に係る 37 年５月から 38年 10 月までの保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10166 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和 56年２

月１日、資格喪失日が平成２年４月１日とされ、当該期間のうち、同年３月 31日か

ら同年４月 1日までの期間は厚生年金保険法第 75条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の同社における資格喪失日を同年４月 1日とし、

申立期間の標準報酬月額を 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等   

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年３月 31日から同年４月１日まで 

平成２年４月 1日にＡ社からＢ社に転籍の際に、Ａ社は、厚生年金保険の資格

喪失日を同年３月 31日と誤って届出した。既に訂正の届けを行ったが、保険料は

時効により納付できず、申立期間は年金額の計算の基礎とならない期間となって

いるため、計算される期間に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された在職証明書から判断すると、申立人が

同社に継続して勤務し（平成２年４月１日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成２年２月

のオンライン記録から、30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

届出誤りから保険料は納付していないと認めており、その結果、社会保険事務所（当

時）は、申立人に係る平成２年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10167 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成２年８月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 53 万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

 １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年７月 31日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

保険料支払が確認できる領収証を提出するので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人がＡ社に平成２年７月 31 日まで勤務して

いたことが確認できる。 

一方、申立人から提出されたＡ社発行の平成２年７月分の健康保険料及び厚

生年金保険料の領収証により、申立人が同社に対し、申立期間に係る厚生年金

保険料を支払っていたことが確認できる。 

また、Ａ社における申立期間当時の社会保険の事務担当者は、「社会保険料

は翌月控除としていた。上記領収証については、自身が記入したものであると

思われるが、その経緯については記憶していない。しかしながら、平成２年７

月分と記入されているのであれば、同月分として控除すべき厚生年金保険料と

して領収したものだと思う。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記の領収証に記載された厚生

年金保険料の控除額及び申立人のＡ社における平成２年６月のオンライン記

録から、53万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否



 

かについては、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当

時の事業主は死亡していることから確認することができないが、事業主が資格

喪失日を平成２年８月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所（当時）

がこれを同年７月 31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が

同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同

年７月の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所

が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10168～10174（別添一覧表参照） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る

記録を＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ：  

基礎年金番号 ：  別添一覧表参照 

生 年 月 日 ：  

住 所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ＜申立期間＞（別添一覧表参照） 

申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ事務所は、当該賞

与について誤って届出を行っていなかった。同事務所は、既に訂正の届出を行っ

たが、厚生年金保険料は時効により納付できず、各申立期間の記録は給付に反映

されないので、給付されるように記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事務所から提出された「支給控除一覧表」により、申立人は、申立期間に同事

務所から賞与の支払を受け、＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、「支給控除一覧表」における当該賞

与額に係る厚生年金保険料控除額から＜標準賞与額＞（別添一覧表参照）とするこ

とが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して行っていな

かったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 



事案番号 氏名 基礎年金番号 生年月日 住所 申立期間

平成15年７月11日 12万 2,000円

平成15年12月16日 32万 円

10169 女 昭和55年生 平成18年12月20日 30万 円

10170 女 昭和54年生 平成18年12月20日 30万 円

10171 男 昭和50年生 平成18年12月20日 40万 円

10172 女 昭和51年生 平成15年12月16日 32万 円

平成15年７月11日 32万 円

平成15年12月16日 32万 円

平成15年７月11日 25万 円

平成15年12月16日 32万 円

標準賞与額

10168 男 昭和51年生

10173 女 昭和54年生

10174 女 昭和54年生



 

東京厚生年金 事案 10178   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 16年４月 27日、17年４月 28 日及び 18年４月 25日に係る標

準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の

納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記

録を、16 年４月 27 日は 45 万円、17 年４月 28 日は 60 万円、18 年４月 25 日

は 100万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男    

基礎年金番号  ：    

生 年 月 日  ： 昭和 38年生    

住 所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間  ： ① 平成 16年４月 27日   

② 平成 17年４月 28日   

③ 平成 18年４月 25日   

Ａ社に勤務した申立期間①、②及び③の標準賞与額の記録が無い。同社は、

既に社会保険事務所（当時）に対し、申立期間①、②及び③に係る賞与の支

払に係る訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、

当該記録は年金給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳から、申立人は、申立期間①、②及び③に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①、②及び③の標準賞与額については、賃金台帳から、申立

期間①は 45万円、申立期間②は 60万円及び申立期間③は 100万円とすること

が妥当である。     

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



 

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に提出していなかっ

たこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10179   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 16年４月 27日、17年４月 28 日及び 18年４月 25日に係る標

準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の

納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記

録を、16 年４月 27 日は 10 万円、17 年４月 28 日は 10 万円、18 年４月 25 日

は 10万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女    

基礎年金番号  ：    

生 年 月 日  ： 昭和 13年生    

住 所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間  ： ① 平成 16年４月 27日   

② 平成 17年４月 28日   

③ 平成 18年４月 25日   

Ａ社に勤務した申立期間①、②及び③の標準賞与額の記録が無い。同社は、

既に社会保険事務所（当時）に対し、申立期間①、②及び③に係る賞与の支

払に係る訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、

当該記録は年金給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳から、申立人は、申立期間①、②及び③に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①、②及び③の標準賞与額については、賃金台帳から、申立

期間①は 10 万円、申立期間②は 10 万円及び申立期間③は 10 万円とすること

が妥当である。  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



 

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に提出していなかっ

たこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10180   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 16年４月 27日、17年４月 28 日及び 18年４月 25日に係る標

準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の

納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記

録を、16 年４月 27 日は 40 万円、17 年４月 28 日は 52 万円、18 年４月 25 日

は 60万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男    

基礎年金番号  ：    

生 年 月 日  ： 昭和 22年生    

住 所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間  ： ① 平成 16年４月 27日   

② 平成 17年４月 28日   

③ 平成 18年４月 25日   

Ａ社に勤務した申立期間①、②及び③の標準賞与額の記録が無い。同社は、

既に社会保険事務所（当時）に対し、申立期間①、②及び③に係る賞与の支

払に係る訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、

当該記録は年金給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳から、申立人は、申立期間①、②及び③に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①、②及び③の標準賞与額については、賃金台帳から、申立

期間①は 40 万円、申立期間②は 52 万円及び申立期間③は 60 万円とすること

が妥当である。  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



 

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に提出していなかっ

たこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 



 

東京厚生年金 事案 10181   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 16年４月 27日、17年４月 28 日及び 18年４月 25日に係る標

準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計

算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人は、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の

納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記

録を、16 年４月 27 日は 30 万円、17 年４月 28 日は 39 万円、18 年４月 25 日

は 30万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男    

基礎年金番号  ：    

生 年 月 日  ： 昭和 20年生    

住 所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

       申 立 期 間  ： ① 平成 16年４月 27日   

② 平成 17年４月 28日   

③ 平成 18年４月 25日   

Ａ社に勤務した申立期間①、②及び③の標準賞与額の記録が無い。同社は、

既に社会保険事務所（当時）に対し、申立期間①、②及び③に係る賞与の支

払に係る訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、

当該記録は年金給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賃金台帳から、申立人は、申立期間①、②及び③に係る

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①、②及び③の標準賞与額については、賃金台帳から、申立

期間①は 30 万円、申立期間②は 39 万円及び申立期間③は 30 万円とすること

が妥当である。  

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について



 

は、事業主は、申立てに係る賞与の届出を社会保険事務所に提出していなかっ

たこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めて

いることから、これを履行していないと認められる。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 10185 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店にお

ける資格取得日に係る記録を昭和 34 年 11月 29 日に訂正し、申立期間の標準

報酬月額を１万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年 11 月 29 日から 35 年１月５日まで 

    Ａ社Ｄ支店（厚生年金保険は、同支店を管轄するＣ支店において加入）に

勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

中、支店間の異動はあったが同社には継続して勤務し、厚生年金保険料が給

与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社本社の現在の社会保険担当者の供述から判断

すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（同社Ｅ支店から同社Ｄ支店に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

そして、Ａ社Ｄ支店は、オンライン記録によると、申立期間において厚生年

金保険の適用事業所となっていない。しかしながら、Ｂ社本社の現在の社会保

険担当者は、「当時、Ａ社Ｄ支店の厚生年金保険関係事務は同支店を管轄して

いた同社Ｃ支店が行っていた。」旨供述している上、Ａ社Ｄ支店に勤務してい

た複数の従業員が同社Ｃ支店において厚生年金保険の被保険者であったこと

が認められる。 

なお、異動日については、申立人が記憶しているＡ社Ｄ支店の同僚による「申

立人は、私が同支店に入社した昭和 34年 11 月９日の２、３週間ぐらい後に異



 

動してきた。」旨の供述から判断すると、同社本社における資格喪失日である

同年 11月 29日とすることが妥当である。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店におけ

る昭和 35 年１月のオンライン記録から、１万 2,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、事業主が申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



 

東京厚生年金 事案10192 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和46年２月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和45年12月20日から46年２月１日まで 

申立期間は、Ａ社に勤務しながら、同社が分社化したＢ社の設立準備に携

わった期間である。給与はＡ社から支給されており、給与から厚生年金保険

料も控除されていたはずなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社からＢ社へ申立人と同時期に移籍した複数の同僚の供述から、申立人

は、Ａ社に継続して勤務していたことが推認できる。 

そして、事業所別被保険者名簿からＡ社とＢ社は同一の事業主であること

が確認でき、上記従業員は、「事業主の命令でＡ社からＢ社へ移籍した。」、「Ａ

社及びＢ社の社会保険事務は事業主が兼務していた。」と供述していることか

ら両社は関連企業であると認められる。 

また、上記の従業員は、「Ａ社からＢ社への異動時期において、給与の手取

額に変更は無かった。そのため、引き続き保険料を控除されていたと思う。」

と供述している。 

さらに、申立期間後にＡ社からＢ社へ移籍した他の従業員の厚生年金保険

の被保険者期間は継続していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人についても上記従業員と同様に、継

続して保険料を控除されていたと考えるのが相当であり、申立人は申立期間



 

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和45

年11月の社会保険事務所（当時）の記録から６万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は既に死亡しており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、行ったとは認められない。 

 



 

東京厚生年金 事案 10201 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年 12 月６日から 55 年２月１日までの

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 54年 12月６日に訂正

し、当該期間の標準報酬月額を９万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年５月から 55年２月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には申立期間から勤務し、厚生年金保険料を控除されていたので、厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 雇用保険の加入記録から、申立人がＡ社に、申立期間のうち昭和 54 年 12 月

６日から継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人は、子供が病気がちだったので、社会保険に加入している会社

を探してＡ社に就職を決め、健康保険被保険者証が欲しかったので、すぐに会

社に申し出て社会保険に加入した旨主張しているが、これについて同社での厚

生年金保険の取扱いについて、申立人が退職した後事務を引き継いだとする経

理事務担当者は、自身の社会保険は社長に希望して加入させてもらったことか

ら、申立人も社長に言わなければ加入させてもらえなかったのではないかと供

述していることから判断して、同社では、従業員の希望により厚生年金保険に

加入できる取扱いであったことがうかがえる。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から照会した７人の従業員で、回

答のあった３人のうち一人は、日にちまで記憶はしてないものの、入社年月が

厚生年金保険の加入記録と一致しており、他の二人は、入社日が不明確である

旨供述している。加えて、当該被保険者名簿から照会した７人の従業員で試用



 

期間について回答のあった３人のうち二人は、試用期間は無かった旨供述して

いることから、同社においては、定まった試用期間を特に決めていなかったこ

とがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の入社日であると認められる昭和 54年

12 月６日以降の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められるのが相当である。 

また、昭和 54年 12月から 55年１月までの標準報酬月額については、同年２

月の社会保険事務所（当時）の記録から、９万 8,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、当時の事情を確認できる事業主等も見当たらず、このほかに確認できる関

連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、行ったとは認められ

ない。 

  ２ 一方、申立人は、昭和 54 年５月から 55 年２月１日まで継続して勤務してい

る旨主張している。 

しかし、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、事業主

も所在不明であることから、同社及び当時の事業主から申立人の申立期間のう

ち、昭和 54 年５月から同年 12 月５日まで申立人の厚生年金保険の勤務状況及

び厚生年金保険料の控除等の事実が確認できない。 

また、公共職業安定所から提出された雇用保険受給資格者証の記録では、申

立人の離職日が昭和 54年３月 20日、求職申込日が同年４月 19日と記録されて

いるほか、申立人の公共職業訓練等受講開始日が同年６月６日となっており、

同受講終了予定日が同年 12月５日と記録されている。 

さらに、雇用保険受給資格者証の記録により、昭和 54 年５月 26 日から同年

12 月５日までの期間については、基本手当の受給が確認でき、公共職業訓練等

受講期間には、通所手当及び受講手当の受給も確認できることから判断して、

申立人がＡ社に、申立期間のうち同年５月から同年 12月５日までの期間につい

て勤務していたことは認められない。 

このほか、申立人の申立期間のうち、昭和 54 年５月から同年 12 月５日まで

の期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、申立

人の申立期間のうち、昭和 54 年５月から同年 12 月５日までの期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 10202 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、平成６年５月６日であると認められる

ことから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成５年５月から同年９月まで

は 20 万円、同年 10 月から６年４月までは 22 万円に訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年５月 31日から６年６月 15日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。 

申立期間に係る給料明細書及び総合口座通帳の記載の写しを提出するの

で、当該期間も厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人は申立期間にＡ社に継続して勤務してい

たことが確認できる。 

しかし、オンライン記録によると、申立人のＡ社における被保険者資格喪失

日は、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成５年５月 31日）

の後の６年５月６日付けで、５年５月 31日にさかのぼって訂正されている上、

５年 10月の標準報酬月額の定時決定が取り消されていることが確認できる。 

また、上述のとおり、Ａ社は平成５年５月 31 日に厚生年金保険の適用事業

所ではなくなっているが、同日に資格を喪失している者の中には、同日以降の

異なる日付で資格を喪失した旨の記録が６年５月９日付けで訂正されている

者が複数存在している上、５年５月 31 日以降の日付で資格を取得した旨の記

録が６年５月６日付けで取り消されている者も複数確認できる。 

以上のことから、当該訂正処理前の記録から、Ａ社が適用事業所としての要

件を満たしていたと認められ、当該適用事業所ではなくなったとする処理を行

う合理的な理由は見当たらない。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人について、平成５年５月 31 日

に厚生年金保険被保険者の資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無



 

く、当該処理に係る記録は有効なものとは認められず、申立人のＡ社における

資格喪失日は、当該訂正処理が行われた６年５月６日に訂正することが必要で

ある。 

また、標準報酬月額については、当該訂正処理前のオンライン記録から、平

成５年５月から同年９月までは 20 万円、同年 10 月から６年４月までは 22 万

円に訂正することが必要である。 

一方、申立期間のうち平成６年５月６日から同年６月 15 日までの期間につ

いては、Ａ社は厚生年金保険の適用事業所とはなっていない上、申立人から提

出された給与明細書の写しには当該期間の分が含まれておらず当該期間の分

の厚生年金保険料の控除を確認することができないとともに、申立人は、当該

期間の給与は支払われず、厚生年金保険料の控除もなかった旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、平成６年５月６日から同年６月 15 日までの

期間については、申立人が厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 



 

東京厚生年金 事案 10203 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社における申立期間①の資

格喪失日（昭和 38 年４月 28 日）及び資格取得日（同年 12 月 26 日）、申立期

間②の資格喪失日（40年 10 月 26日）及び資格取得日（43年５月 25日）に係

る記録を取消し、申立期間①の標準報酬月額を２万 4,000円に、申立期間②の

標準報酬月額を 40 年 10 月から 42 年５月までは４万 2,000 円、同年６月から

43年４月までは４万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月 28日から同年 12月 26日まで 

             ② 昭和 40年 10月 26日から 43年５月 25日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録

が無い。申立期間①及び②において海外駐在はしていたがいずれの期間も同

社に継続して勤務し、同社から国内で給与が支給され厚生年金保険料が控除

されていたので、それぞれの申立期間に厚生年金保険の被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由   

  １ 申立期間①について、申立人は、オンライン記録では、Ａ社において昭和

37年 11月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、38年４月 28日に

資格を喪失後、同年 12 月 26 日に同社において再度資格を取得しており、

当該期間の被保険者記録が無い。 

    しかし、雇用保険の加入記録及び同僚の供述から判断すると、申立人は、

Ａ社に継続して勤務（昭和 38 年４月 28 日から同年 12 月 26 日までＢ国に

海外駐在）していたことが認められる。 

また、申立人と同様にＢ国に海外駐在していたとする従業員８人全員が、



 

海外駐在期間中もＡ社において厚生年金保険に継続して加入していること

が、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により確認できる。 

さらに、複数の経理総務担当者は、Ａ社においては、普通は海外駐在者

も含めて全員厚生年金保険に加入しており、全員から厚生年金保険料を控

除し、海外駐在を理由として、厚生年金保険被保険者資格を喪失させるこ

とはなく、海外駐在者については内地給を支給し、内地給から厚生年金保

険料を控除していた旨供述している。  

    これらの事実等から総合的に判断すると、申立人は、申立期間①において、

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

    また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人の申立期間①前後の

社会保険事務所（当時）の記録から、２万 4,000 円とすることが妥当であ

る。 

    なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出され

ていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは通常考

え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び

取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭

和 38 年４月から同年 11 月までの厚生年金保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事

業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

  ２ 申立期間②について、申立人は、オンライン記録では、Ａ社において昭和

38年 12 月 26日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、40年 10月 26日

に資格を喪失後、43年５月 25日に同社において再度資格を取得しており、

当該期間の被保険者記録が無い。 

    しかし、雇用保険の加入記録及び同僚の供述から判断すると、申立人が

Ａ社に継続して勤務（昭和 40年 10月 26日から 43年５月 25日までＣ国に

海外駐在）していたことが認められる。 

また、申立人と同様にＣ国に海外駐在していたとする従業員 14人のうち

11人が、海外駐在期間中もＡ社において厚生年金保険に継続して加入して

いることが、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により確認で

きる。 

さらに、複数の経理総務担当者は、Ａ社においては、普通は海外駐在者

も含めて全員厚生年金保険に加入しており、全員から厚生年金保険料を控

除し、海外駐在を理由として、厚生年金保険の被保険者資格を喪失させる

ことはなく、海外駐在者については内地給を支給し、内地給から厚生年金

保険料を控除していた旨供述している。  



 

    これらの事実等から総合的に判断すると、申立人は、申立期間②において、

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

    また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人及び同僚の社会保険

事務所の記録から、昭和 40年 10月から 42年５月までは４万 2,000円、同

年６月から 43年４月までは４万 8,000円とすることが妥当である。 

    なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出され

ていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは通常考

え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び

取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭

和 40年 10月から 43年４月までの厚生年金保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付

されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事

業主は、当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 



 

  

東京国民年金 事案 7714（事案 2604の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年４月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 49年３月まで              

    私は、昭和 43 年 12 月に家の商売を手伝うために会社を退職後、44 年４

月に家の前の空き地に来ていた『移動出張窓口バス』で国民年金の加入手

続をし、そのバスの窓口で１度か２度、国民年金保険料を納付した。その

後は、父親が納付してくれていたはずであり、申立期間が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

本件申立てについては、申立人及び申立人の父親が、申立人の申立期間の

国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、申立期間の国民年金保険料の大部分を納めたとする父親から当

時の状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明であること、

当時申立人が居住していた市は、国民年金の加入手続業務も行っていたバス

の運行は昭和 49 年からであると説明しており、それ以前の広報車による移動

徴収においては国民年金の加入手続はできなかったと思われるとしているこ

と、申立期間当時に同居し、国民年金手帳の記号番号が申立人と連番で払い

出されている長兄及び次兄も申立期間の保険料は未納で、直後の昭和 49 年４

月から納付を開始していることなど、申立期間の保険料を納付していること

をうかがわせる周辺事情も見当たらず、さらに、申立人の手帳記号番号が払

い出された昭和 50 年１月時点では、申立期間の大部分は時効により保険料を

納付することができない期間であるとして、既に当委員会の決定に基づく平

成 21 年１月 15 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われてい

る。 

申立人は、昭和 44 年当時に市の移動出張窓口バスで国民年金加入手続をし、

保険料を納付したことがあると主張しているが、当時の市報から、49 年 10

月からバスの巡回により国民年金の加入及び資格喪失手続を行っていたこと



 

  

が確認でき、それ以前は加入手続に係る記載は無いなど、申立人の主張は委

員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、その他に委員会

の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、

申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7715                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年７月から 49 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年７月から 49年９月まで 

私の父は、私が 20 歳になったときに私の国民年金の加入手続を行い、家

族全員分の国民年金保険料を集金人に納付してくれていたはずである。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時の

納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、国民年金手帳の記号番号払出簿により、申立人の手帳記号番号は、

申立期間後の昭和 51年 12月に払い出されていることが確認でき、当該払出

時点では、申立期間は、時効により保険料を納付することができない期間で

ある上、申立人は、現在所持する年金手帳以外の手帳を所持していた記憶が

曖昧
あいまい

であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらないなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7716                 

                              

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年１月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年１月から 63年３月まで 

    私は、20 歳の時、学生であったが、父が国民年金の加入手続をしてくれ

て、国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料を納付してくれていたと

する父親から当時の状況を聴取することができないため、当時の状況が不明

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の平成元年５月ご

ろに、大学卒業後の転居先の区で払い出されていることが確認できること、

申立期間当時は申立人は学生であり、当該払出時点で申立期間は任意加入適

用期間の未加入期間であるため、制度上、保険料を納付することができない

期間であること、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人の父親が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 7717 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年４月から 57 年２月までの期間及び昭和 57 年７月から

58 年１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年４月から 57年２月まで 

             ② 昭和 57年７月から 58年１月まで 

 私は、申立期間当時は海外に居住しており、留守中の種々の支払を母に

依頼していたため、母が私の国民年金保険料も納付してくれていたと思う。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金保険料の納付に関与してお

らず、保険料を納付してくれていたと思うとする母親から当時の納付状況を

聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、申立期間当時海外で居住していたと説明しており、申立

人が所持している国民年金手帳に記載されている被保険者資格の得喪記録で

は申立期間は未加入期間とされていることから、保険料を納付することがで

きなかったと考えられるなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7718 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年 11 月から６年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 11月から６年 10月まで 

私は、結婚してしばらくたった後、元夫に勧められて国民年金の加入手

続を行い、未納分の国民年金保険料をさかのぼって納付できると聞いたた

め、すぐに納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人はさかのぼって納付した保険料額

に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成８年 11 月に払い出されて

おり、オンライン記録により、申立人は、翌月の８年 12 月 17 日に６年 11

月から８年３月までの過年度保険料を納付していることが確認でき、上記の

手帳記号番号払出時点及び過年度納付の時点では、申立期間の大部分又は全

部が時効により保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

さらに、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7721 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年７月から 57 年１月までの期間、57 年５月から 58 年２

月までの期間、61 年６月及び同年７月、62 年８月から 63 年５月までの期間

及び 63 年９月から同年 11 月までの期間の国民年金保険料については、納付

していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年７月から 57年１月まで 

             ② 昭和 57年５月から 58年２月まで 

                          ③ 昭和 61年６月及び同年７月 

             ④ 昭和 62年８月から 63年５月まで 

             ⑤ 昭和 63年９月から同年 11月まで 

    私は、昭和 56 年６月末に退職後、数日たった時に市役所から国民年金に

加入するよう通知を受け取ったので加入手続を行い、納付書により、国民

年金保険料を納め続けてきた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は加入手続の状況、保険料の納付

場所、納付額及び申立期間当時の年金手帳についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の基礎年金番号は、国民年金の加入手続に伴い平成９年１月

に付番されており、当該時点では申立期間の保険料は時効により納付するこ

とができないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人が平成９年１月の基礎年金番号導入以前に国民年金に加入

していた記録は確認できず、申立期間当時に国民年金手帳の記号番号が払い



 

  

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7722 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年７月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。また、61 年１月から同年３

月までの保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年７月から同年 12月まで 

             ② 昭和 61年１月から同年３月まで 

    私は、申立期間は海外在住であったが、国民年金保険料は口座振替で納

付しており任意加入しているつもりだった。口座振替を中止する手続を取

った憶
おぼ

えは無く、海外に転出する手続時の事務的ミスにより未加入期間に

なったものだと思う。また、申立期間①の保険料について還付を受けた記

憶は無い。申立期間①の保険料が還付済みとされ、申立期間②が国民年金

に未加入で、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、戸籍附票の記載により、申立人は昭和 60 年

７月から平成２年８月まで海外に居住していたことが確認でき、申立人の夫

は、昭和 60 年の６月か７月に区役所で申立人の海外転出の手続を行ったと説

明していることから、申立期間①及び②は制度上、国民年金の適用除外期間

となるため、国民年金被保険者の資格喪失手続が行われたものと考えられる。 

また、申立期間①については、前納で納付済みであった当該期間の国民年

金保険料が、上記のとおり国民年金の適用除外期間であったことから、昭和

60 年８月に還付決議されていることがオンライン記録で確認でき、記録され

ている還付期間、還付金額、支払通知書作成年月日に不合理な点は無い上、

還付請求の代理人である申立人の夫の氏名、当時の住所及び口座番号も明確

に記録されているなど、ほかに申立人に対する保険料の還付を疑わせる事情

も見当たらない。 

さらに、申立期間②については、申立人及びその夫が申立期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人



 

  

は、保険料の口座振替を停止する手続を行った憶
おぼ

えは無いと説明しているも

のの、前述のとおり、申立人の夫による海外転出の手続により、当該期間は

国民年金被保険者の資格喪失の手続が行われ、それに伴い行政側で口座振替

の停止措置を行ったものと推認されるなど、申立人及びその夫が当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人の昭和 60 年７月から同年 12 月までの国民年金保険料につい

ては、還付されていないものと認めることはできない。また、61 年１月から

同年３月までの保険料については、納付していたものと認めることはできな

い。 



 

  

東京国民年金 事案 7723 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年９月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年９月 

私の夫は、私が昭和 52 年９月に厚生年金保険の資格を喪失したため、

未加入期間が生じないように市役所で私の国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料を納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が所持する国民年金手帳により、

申立人は申立期間直後の昭和52年10月に国民年金に任意加入していることが

確認でき、申立期間は未加入期間となるため、制度上、保険料をさかのぼっ

て納付することができないなど、申立人の夫が申立期間の保険料を納付した

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7724 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年 10 月から 45 年９月までの国民年金保険料及び 45 年

10 月から 47 年９月までの付加保険料を含めた国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年 10月から 45 年９月まで 

             ② 昭和 45年 10月から 47年９月まで 

    私の国民年金は、結婚前に両親が加入手続を行い、国民年金保険料は、

付加保険料も含めて納めてくれていた。両親は保険料が納付済みであるの

に、私の申立期間が国民年金に未加入で、保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の両親が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）が無く､申立人は保険料の納付に関与して

おらず、保険料を納付していたとする両親から当時の納付状況等を聴取する

ことができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は、両親は申立期間の保険料を、申立人が当時居住していた

市から集金を委託された近所の人に納付していたと説明しているものの、当

該市では、保険料の徴収業務を町会等の民間組織には委託していなかったと

説明しており、申立人が説明する保険料の納付方法は当時の納付方法と相違

している。 

さらに、申立人の妹は、退職後の昭和 48 年４月から結婚するまでの約４

年間、申立人と同様に家業を手伝っていたとするが、国民年金には未加入で

あるなど、両親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

加えて、申立人の国民年金手帳の記号番号は、婚姻後の昭和 52 年２月に

払い出されており、当該時点では申立期間は時効により保険料を納付するこ



 

  

とができない期間であり、申立人は別の年金手帳を所持していた記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間当時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料､周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料及び付加保険料を納付していた

ものと認めることはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7725 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年１月から 60 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から 60年６月まで 

    私は、昭和 51 年に飲食店を開業したが、数年間は経営が厳しかったので

国民年金保険料を納付していなかった。しかし、時期は憶
おぼ

えていないが、

役所から「今、納付しないと将来年金が受給できなくなる。」と言われた

ので、送付されて来た納付書で、私が夫婦二人分の保険料をさかのぼって

納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は保険料の納付時期、納付場所及

び納付期間の記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立期間中には、第３回特例納付が実施されていたものの、申立人

は、特例納付のために、役所で納付書発行の手続を行った記憶は無く、以前

から送付されていた納付書で申立期間の保険料を納付したと説明しているこ

となど、特例納付により申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の保険料を納付したと説明する金額は、仮に、

申立期間直後の昭和 60 年７月に過年度納付が可能な期間の保険料を納付し

た場合の保険料額とも大きく異なるなど、申立人が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料､周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7726 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年１月から 60 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から 60年６月まで 

    私は、昭和 51 年に飲食店を開業したが、数年間は経営が厳しかったので

国民年金保険料を納付していなかった。しかし、時期は憶
おぼ

えていないが、

役所から「今、納付しないと将来年金が受給できなくなる。」と言われた

ので、送付されて来た納付書で、夫が夫婦二人分の保険料をさかのぼって

納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の夫は保険料の納付時期、納付

場所及び納付期間の記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立期間中には、第３回特例納付が実施されていたものの、申立人

の夫は、特例納付のために、役所で納付書発行の手続を行った記憶は無く、

以前から送付されていた納付書で申立期間の保険料を納付したと説明してい

ることなど、特例納付により申立期間の保険料を納付したことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

さらに、申立人の夫が申立期間の保険料を納付したと説明する金額は、仮

に、申立期間直後の昭和 60 年７月に過年度納付が可能な期間の保険料を納

付した場合の保険料額とも大きく異なるなど、申立人が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料､周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7728 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年１月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年１月から 60年３月まで 

    私の妻は､自宅に来た市の職員から、未納分の国民年金保険料を２年分納

付できると聞いたので､夫婦２人分の保険料をさかのぼって納付した。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付に関与してお

らず、夫婦２人分の保険料を一緒に納付していたとする妻は、保険料の納付

時期、納付額等の記憶が曖昧
あいまい

であり、申立期間の自身の保険料も未納である。 

また、妻は、申立期間直後の昭和 60 年４月から同年 10 月までの保険料を

62 年７月 21 日に納付していることが確認でき、その時点では申立期間の保

険料は時効により納付することができないなど、申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人及びその妻の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和

60 年９月時点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付することがで

きない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7729                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年５月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年５月から 56年３月まで 

私は、昭和 52 年に会社を退職し、区の出張所で国民健康保険と国民年

金の加入手続を行い、妻が私の国民年金保険料を納付していた。申立期

間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間当時には申立人の妻が厚生年

金保険の被保険者であったことから、申立人は国民年金の任意加入被保険者

であり、申立人は、申立期間直後の昭和 56 年４月９日に国民年金に任意加

入していることがオンライン記録から確認でき、当該加入時点で申立期間の

保険料は、制度上、さかのぼって納付することのできない期間であるほか、

申立人の妻は保険料の納付金額の記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人の妻が申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人に対する国民年金手帳の記号番号は昭和 56 年５月８日に払

い出されているが、申立人は、申立期間当時に国民年金手帳を所持していた

記憶が無いなど、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7730                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 13 年８月から 15 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年８月から 15年７月まで 

私は、厚生年金保険適用事業所を退職した平成 13 年８月以降の国民年金

保険料を納付したはずである。申立期間が国民年金に未加入とされ、保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間当時の保険料の納付

額及び納付場所に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、オンライン記録では、平成 13 年８月１日に厚生年金保

険の資格を喪失した後、国民年金の再加入手続を行った記録は無く、申立期

間は未加入期間のため、保険料を納付することができない期間であるほか、

厚生年金保険の適用事業所を退職した後に国民年金への切替手続を行った記

憶も定かではない。 

さらに、申立人の所持する「平成 14 年分の給与所得の源泉徴収票」にお

ける「社会保険料等の金額」は、申立人が当時居住していた区で 14 年に納

付した国民健康保険料額とおおむね一致し、「15 年分の給与所得の源泉徴

収票」における「社会保険料等の金額」も、15 年に納付した国民健康保険

料額、厚生年金保険料額及び健康保険料額の合計額と一致するなど、申立人

が申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7731 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年２月から同年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年２月から同年４月まで 

    私は、平成２年１月末に退職後、厚生年金保険が切れることが分かって

いたので、国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付した。申立期

間が国民年金に未加入で、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付場所、納付回数、

納付額等の記憶が曖昧
あいまい

であるほか、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成

４年１月に払い出されていることが確認でき、申立人が所持する年金手帳に

は、国民年金の資格取得日が４年１月 16 日と記載されているなど、申立人が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

また、上記の手帳記号番号の払出時点では、申立期間は未加入期間と記録

されていたため、制度上、保険料を納付することができない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7734 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年 12 月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 59年 12月から 61年３月まで 

私は市役所から連絡を受けて、申立期間の国民年金保険料をさかのぼっ

てまとめて納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料を納付した時期の記憶

が曖昧
あいまい

である上、申立人がさかのぼってまとめて納付したとする金額は、申

立期間の保険料を納付した場合の保険料額と大きく異なっている。 

また、申立人の所持する年金手帳により、申立人は昭和57年４月１日に任

意加入により国民年金の被保険者資格を取得し、申立期間直前の59年12月21

日に資格を喪失したことが確認できるため、申立期間においては納付書が発

行されていなかったものと考えられる上、申立期間は、資格喪失したことに

より未加入期間となり、制度上、保険料を納付することができない期間であ

るなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7735                 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年 10 月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年 10月から 61年３月まで 

    私は、昭和 60 年秋に、市役所で国民年金の加入手続を行い、申立期間の

国民年金保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、市役所で申立期間の保険料を

納付したと説明しているが、納付金額及び納付頻度に関する記憶が曖昧
あいまい

であ

る。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 61 年８月に第３号被保険

者の資格を取得したことで払い出されており、申立人が所持する年金手帳に

よると、初めて被保険者になった日は 61 年４月１日とされていることから、

申立期間は未加入期間であり、制度上、さかのぼって保険料を納付すること

ができない期間である上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらないなど、申立人が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7736 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年４月から２年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月から２年２月まで 

    私の国民年金は、23 歳を過ぎたころに市役所に勤める父が加入手続をし

てくれた。その後、それまでの未納分の国民年金保険料を納めるようにと

いう通知が来たため、父がすべて納付してくれた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から当時

の納付状況等を聴取できないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成４年４月時点

では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

いなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7737 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年５月から 38 年９月までの期間、43 年２月及び 48 年７

月から 50 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年５月から 38年９月まで 

             ② 昭和 43年２月 

             ③ 昭和 48年７月から 50年３月まで 

    私は結婚して間もないころ、区役所から国民年金の加入勧奨の通知等が

来たので、区役所で夫婦二人の国民年金の加入手続を行った。その際、職

員から今までの未納分の国民年金保険料をさかのぼって納付できると説明

されたので、言われるままに納付した。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①、②及び③については、申立人が当該期間の国民年金保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人

は国民年金の加入手続を行った際、区役所職員から言われるままに保険料を

納付したと説明しており、保険料の納付時期、納付金額等に関する記憶が

曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 51 年 10 月時

点では、申立期間①及び②の全期間、並びに申立期間③の大部分は、時効に

より保険料を納付することができない期間である上、手帳記号番号が連番で

払い出されている申立人の夫も申立期間③の保険料が未納となっているなど、

申立人が申立期間①、②及び③の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間当時、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7738 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年８月から 39 年３月までの期間及び 40 年４月から 52 年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年８月から 39年３月まで 

             ② 昭和 40年４月から 52年６月まで 

    私は、28 歳の誕生日前の昭和 46 年に市役所で過去の未納期間を指摘さ

れ、今なら 20 歳までさかのぼって国民年金保険料を納付できるので特例

納付するように勧められたため、夫婦二人分の保険料として 15 万円位を

一括で納付した。その後は、納付書で夫婦二人分の保険料を定期的に納付

していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が特例納付したとする昭和 46 年７

月は第１回特例納付実施期間中であるものの、一括で納付したとする保険料

額は、実際に夫婦二人分を特例納付及び過年度納付した場合に必要となる金

額と大きく相違している。 

   また、申立人は、特例納付したとする昭和 46 年から後の保険料の納付状況

に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人の 39 年５月に払い出された最初の国民年

金手帳の記号番号に係る国民年金手帳記号番号払出簿には、40 年４月に転出

した後、昭和 47 年度に不在者として扱われていたことが確認できる上、当該

手帳記号番号による納付済期間の記録は、申立人に対して昭和 53 年８月に払

い出された２つ目の手帳記号番号の記録に平成 21 年６月に統合されているこ

となど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

   さらに、申立期間当時、上記の手帳記号番号以外の手帳記号番号が払い出

されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 



 

  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7745 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和58年11月から59年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

                

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和58年11月から59年６月まで              

    私の妻は、私の国民年金の加入手続を行い、遅れることがあっても必ず

夫婦二人分の国民年金保険料を自宅に来た金融機関の職員に納付していた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保

険料納付に関与しておらず、夫婦二人分の保険料を一緒に納付したとする妻

は、保険料の納付時期に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、オンライン記録により、申立期間当時の保険料はいずれも過年度又

は時効期間経過後に納付されており、充当処理や差額還付が行われているこ

とが確認できる。申立期間のうち昭和58年11月から59年３月までの期間につ

いては、当該期間の保険料は61年９月29日に期間経過後の納付であったため、

納付された保険料は、59年７月から同年10月までの保険料として充当処理等

が行われ、その後４回にわたって納付された申立期間後の59年７月から60年

５月までの期間の保険料は59年11月から60年８月までの期間（60年６月を除

く）の保険料として充当処理等が行われている。しかも、申立期間のうち59

年４月から６月までの期間については、上記の58年11月から59年３月までの

期間の保険料を納付した61年９月時点では、時効期間を経過しており、充当

処理の対象期間とはならなかったものと考えられる。 

さらに、申立人と連番で国民年金手帳の記号番号が払い出され、夫婦二人

分の保険料を納付したとする妻も、申立人と同様に充当処理等が行われてお

り、申立期間は未納であるなど、申立人の妻が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7749 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年５月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年５月から 57年３月まで 

    私の母は、私が 20 歳になったときに、金融機関の集金人の勧めで、国民

年金の加入手続を行ってくれた。国民年金保険料は長兄又は母が納付して

くれた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人、申立人の長兄及びその母親が、申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国

民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 57 年７月時点では、申立期間の

うち昭和 55 年３月以前の期間は時効により保険料を納付することができな

い期間であり、55 年４月以降の期間の保険料は過年度納付することが可能で

あるが、申立人の長兄及びその母親は保険料をさかのぼって納付した記憶が

曖昧
あいまい

であり、申立人もさかのぼって納付したことは無いと説明しているなど、

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

   また、申立人は、現在、所持している年金手帳の他に年金手帳を所持して

いた記憶が曖昧
あいまい

であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7750 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年 10 月から 46 年２月までの期間及び平成 16 年４月から

同年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年 10月から 46年２月まで 

             ② 平成 16年４月から同年９月まで              

私の父は、申立期間①の国民年金保険料を納付してくれていた。また、

私は平成 14 年に会社を退職後、夫婦二人分の保険料を納付していた。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の父親が当該期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、

国民年金の加入手続及び保険料納付に関与しておらず、当該期間の保険料を

納付していたとする父親から当時の納付状況等を聴取することができないた

め、当時の状況が不明である。また、オンライン記録から、当該期間は申立

人が会社を退職した後の平成14年４月に国民年金被保険者期間として記録が

追加された期間であり、当該期間はそれまで未加入期間であり、制度上、保

険料を納付することができない期間であったことなど、申立人の父親が当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②については、申立人は、口座振替により当該期間の保険料を納

付していたと説明しているが、オンライン記録の口座振替情報記録から、申

立人は平成16年１月に口座振替を辞退していることが確認でき、申立人の金

融機関口座の取引明細書にも当該期間の保険料の口座振替の記録が無いこと、

申立人は、当該期間の保険料を口座振替以外の方法で納付した記憶が無いと

説明していることなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



 

  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7751（事案 411の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 38年３月まで              

私の父は、当時、集金人が自宅に国民年金保険料の徴収に来ており、同

居していた家族の保険料と一緒に私の保険料も納付してくれたはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

本件申立てについては、国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の

国民年金手帳の記号番号は昭和38年８月ごろ払い出されていることが確認で

き、申立期間の過年度国民年金保険料を自治体で納付することはできなかっ

たこと、国民年金カードの保険料検認記録欄には、申立人の保険料の納付開

始は昭和38年度分が昭和39年１月31日であったこと及び申立期間の保険料は

「時効」と記載されており、申立期間の保険料を納付したとする事情は見当

たらないこと等を理由として、既に当委員会の決定に基づく平成20年６月11

日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人から、新たな資料等の提出は無く、その他に委員会の当初の決定を

変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7752 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年９月から 55 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年９月から 55年 12月まで 

    私の姉は、私が 20 歳になった昭和 53 年＊月ころに国民年金の加入手続

をしてくれ、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の姉が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、申立人の保険料を納付していたとする姉は、

申立人の国民年金の加入手続をした時期について、申立人が所持する年金手

帳に被保険者資格取得日が昭和 53 年＊月＊日と記載されていることを根拠

に、申立人が 20 歳になったころであると主張しているが、当該日付けは、

申立人の国民年金の加入手続日を示したものではなく、20 歳の強制加入被保

険者となるべき日が記載されているものである。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 58 年３月 17 日に払い出

されており、当該払出時点では、申立期間は時効により保険料を納付するこ

とができない期間であること、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人の姉が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7757 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年３月から 10 年３月までの国民年金保険料については、免

除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 51年生 

   住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年３月から 10年３月まで 

私は、20 歳のときに区役所から国民年金加入手続の書類が届いたが、当

時は学生であったため、国民年金保険料の免除申請を行った。申立期間が

国民年金に未加入で保険料が免除とされていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資

料が無く、申立人及びその母親は、申立人の国民年金の加入手続、申立期間

当時の年金手帳及び申立期間の保険料に係る免除承認又は不承認の通知の受

領に関する記憶が無い。また、免除申請手続は毎年度行う必要があるにもか

かわらず、申立期間に係る保険料の免除申請は一度行ったのみであると説明

しているなど、申立人が申立期間の保険料を免除されていたことをうかがわ

せる周辺事情も見当らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認める

ことはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7758 

                                  

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月及び同年５月      

    私は、大学を卒業した平成元年ころ、母が私の国民年金の加入手続をし

て国民年金保険料を納めてくれたと聞いたことがある。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。                   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料納付をしたとする母親

も納付状況等に関する記憶が曖昧
あいまい

であるため、当時の状況が不明である。 

また，申立人の国民年金手帳の記号番号は平成６年７月ころに払い出され

ていることが確認でき、当該時点では、申立期間は、時効により保険料を納

付することができない期間である上、別の手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人の母親が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7759 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年１月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年１月から 53年３月まで              

    私は、特例納付を利用し、未納だった国民年金保険料をすべて納付した

はずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は第３回特例納付により昭和 38 年４月か

ら同年６月までの期間及び 40 年４月から 49年 12 月までの期間の保険料を納

付していることがオンライン記録及び特殊台帳で確認できるものの、特例納

付で納付済みとされている期間及び申立期間の保険料を特例納付した場合の

金額について、申立人は自身が納付した金額とは異なると説明しており、一

方、申立人が説明する金額は、特例納付した 55 年６月時点で現年度納付及び

過年度納付できる期間及び特例納付済みの期間の保険料を納付した場合の金

額におおむね一致しているなど、申立人が申立期間の保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7760 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

    私は、区の集金人を通して家族と一緒に国民年金加入手続を行い、国民

年金制度発足当時から同居の家族と一緒に国民年金保険料を納付していた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、区の集金人に保険料を納付し

ていたと説明するが、申立人が当時居住していた区において徴収員制度が開

始されたのは昭和 37 年４月からであり、申立期間当初には徴収員が配置され

ておらず、申立人と国民年金手帳の記号番号が連番で払い出されている申立

人の妻も申立期間の保険料が未納であることなど、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 38 年 12 月時

点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付することができない期間

であり、申立人は、申立期間の保険料をさかのぼって納付した記憶が無い上、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7762 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間、37 年度のうち１か月、

61 年４月から同年９月までの期間及び平成元年７月から２年３月までの期間

の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

② 昭和 37年度のうち１か月 

             ③ 昭和 61年４月から同年９月まで 

             ④ 平成元年７月から２年３月まで 

    私は、国民年金に加入し、昭和 37 年 11 月に厚生年金保険に加入するま

で、区役所又は区役所分庁舎で申立期間①及び②の国民年金保険料を納付

していた。申立期間③は、厚生年金保険の資格喪失後しばらく納付できな

い期間があったが、郵送されてきた複数の納付書を持って区役所に行き、

納付期限内の保険料を納付した。また、申立期間④は、60 歳の誕生日の前

に任意加入の手続をし、それ以降、区役所で空欄の納付書に自身で住所、

氏名を記入し、保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付額等の記憶が

曖昧
あいまい

である。 

申立期間③については、申立人は、郵送されてきた複数の納付書を持って

区役所に行ったものの、納付期限が切れた納付書は破棄されたとしているこ

とから、当該期間は時効で納付できなかったと考えられる。申立期間④につ

いては、申立人は当該期間直後の平成２年４月に国民年金に任意加入してい

ることが申立人が所持する年金手帳から確認でき、制度上、未加入期間の場

合にはさかのぼって保険料を納付することができないなど、申立人が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



 

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7763 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年４月から平成元年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から平成元年３月まで 

    私は、平成元年７月ころに市役所で国民年金に加入し、申立期間の国民

年金保険料をまとめて納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険料が

未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付額等の記憶が

曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、申立期間当時大学生であり、国民年金の任意加入対象者

であるが、任意加入した記録がなく、申立人の所持している年金手帳には、

申立期間直後の平成元年４月１日に第 1 号被保険者資格を取得した記載があ

り、申立期間は未加入期間となるため、制度上、保険料をさかのぼって納付

することができないなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7764 

                                              

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年 11 月から７年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 11月から７年５月まで             

    私は、町役場から通知を受け、国民年金の加入手続をした。その際、過

去の未納分の国民年金保険料について納付できると言われ、まとめて保険

料を納付した。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料をまとめて納付したと

する金額、納付場所等の記憶は曖昧
あいまい

である。 

また、申立人が所持する年金手帳の「初めて被保険者になった日」欄には

平成７年６月 19 日と記載されており、申立期間は未加入期間であり、制度上、

保険料を納付することはできない期間であるなど、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 7765 

                                              

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年 11 月から 51 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 11月から 51年９月まで             

    私は、結婚後すぐに国民年金に加入し、その後夫の転勤に伴い転居した

が、その都度、国民年金の住所変更手続を行い、国民年金保険料を郵便局

で納付してきた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は郵便局で保険料を納付していた

と説明しているが、申立期間当時は購入した印紙を年金手帳に貼付し検認印

を受け保険料を納付する方法であったほか、申立人は、申立期間の保険料の

納付額等の記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 51 年

11 月に任意加入したことにより払い出されており、申立期間は未加入期間で

あることから、制度上、保険料を納付することができない期間であるなど、

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

  

東京国民年金 事案 7766 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年 10 月から 55 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所  ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年 10月から 55年９月まで 

私は、昭和 53 年８月に外国から帰国し、その１年後くらいに市役所で国

民年金の加入手続を行い、国民年金保険料の納付を始めた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は保険料をさかのぼって納付した

記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の資格取得日は、平成５年７月の記録整備により昭和54年９

月１日から51年４月１日に訂正されたものであり、申立期間当時、54年８月

以前の期間は国民年金に未加入の期間であったため、保険料を納付すること

ができない期間である上、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された

56年12月時点では、申立期間の大半は時効により保険料を納付することがで

きないなど、申立人が申立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7769 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 39 年１月から 40 年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 39年１月から 40年 10月まで 

  私は、昭和 39 年の春ころ、区役所から国民年金への加入の通知を受け

取ったことから、出張所で加入手続を行い、国民年金保険料を納付してき

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入時期及び保険

料の納付方法についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、昭和 39 年の春ころに加入手続し、保険料をさかのぼっ

て納付したことはないとしているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は

40 年６月以降に夫婦連番で払い出されていること、保険料を一緒に納付し

ていたとする夫も申立期間は未納で、夫婦とも 41 年４月から保険料の納付

を開始していることなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7770 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年８月から 53 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年８月から 53年２月まで 

私は、会社退職後、国民年金の再加入手続を行い、申立期間の国民年金

保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人から申立期間当時の厚生年金保険

から国民年金への切替手続及び保険料の納付状況等に関する説明について、

電話及び文書による照会に対して協力が得られないため、当時の保険料の納

付状況等が不明である。 

また、申立人が申立期間に係る厚生年金保険から国民年金への切替手続を

行った場合には、申立人の妻は、それまでの任意加入被保険者から強制加入

被保険者となるが、オンライン記録から、妻は申立期間について任意加入被

保険者のままであることが確認できるなど、申立人が国民年金への切替手続

を行い、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7771 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 62 年１月から 63 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年１月から 63年５月まで 

    私の国民年金の加入手続は、住み込みで勤務していた事業所の事業主が

行ってくれ、国民年金保険料は給料から天引きされていた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の事業主が申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い。 

また、申立期間は申立人が 60 歳到達以降の期間であることから、申立期

間の保険料を納付するためには、60 歳到達月に国民年金に任意加入した上で

保険料を納付する必要があるが、事業主は申立人の任意加入手続及び申立期

間の保険料納付についての記憶が曖昧
あいまい

であること、申立人の所持する年金手

帳には申立期間について任意加入した旨の記載が無いことなど、事業主が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7772 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年４月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年４月から 51年３月まで 

    私たち夫婦が住み込みで勤務していた事業所の事業主は、私たち夫婦の

国民年金の加入手続をしてくれ、制度発足当初からの国民年金保険料をさ

かのぼって納付してくれたはずである。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の事業主が申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、

国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付した

とする事業主から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の

状況が不明である。 

また、夫婦の国民年金手帳の記号番号は、第３回特例納付実施期間中の昭

和 53 年７月に払い出され、申立人は、36 年４月から申立期間直前までの期

間の保険料を特例納付し、申立期間直後の期間の保険料を過年度納付してい

ることが確認でき、申立人は、当該特例納付等をしなければ 60 歳到達時ま

で保険料を納付したとしても国民年金の受給資格期間を満たさないことから、

受給資格期間を満たすために必要となる納付月数を考慮して特例納付等をし

たと考えられること、夫婦と手帳記号番号が連番で払い出されている事業主

及び当該事業所の同僚も、夫婦同様に受給資格期間を満たすために必要とな

る納付月数を考慮して特例納付等をしていることなど、事業主が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7773 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年７月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年７月から 51年３月まで 

    私たち夫婦が住み込みで勤務していた事業所の事業主は、私たち夫婦の

国民年金の加入手続をしてくれ、制度発足当初からの国民年金保険料をさ

かのぼって納付してくれたはずである。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の事業主が申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、

国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付した

とする事業主から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の

状況が不明である。 

また、夫婦の国民年金手帳の記号番号は、第３回特例納付実施期間中の昭

和 53 年７月に払い出され、申立人は、36 年４月から申立期間直前までの期

間の保険料を特例納付し、申立期間直後の期間の保険料を過年度納付してい

ることが確認でき、申立人は、当該特例納付等をしなければ 60 歳到達時ま

で保険料を納付したとしても国民年金の受給資格期間を満たさないことから、

受給資格期間を満たすために必要となる納付月数を考慮して特例納付等をし

たと考えられること、夫婦と手帳記号番号が連番で払い出されている事業主

及び当該事業所の同僚も、夫婦同様に受給資格期間を満たすために必要とな

る納付月数を考慮して特例納付等をしていることなど、事業主が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7774 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 53 年８月から 54 年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年８月から 54年８月まで 

  私は、昭和 53 年７月末で会社を退職した後、すぐに国民年金の加入手続

を行い、国民年金保険料を納付したと思う。申立期間が国民年金に未加入

で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、加入手続を行った時期の記憶

が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間直後の昭和 54 年９月

に申立人が任意加入したことにより払い出されており、申立期間は未加入期

間であり、制度上、保険料をさかのぼって納付することができない期間であ

るなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7775 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年６月から 51 年５月までの期間及び 54 年１月から 55 年

１月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等   

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年６月から 51年５月まで 

             ② 昭和 54年１月から 55年１月まで 

    私は、昭和 50 年６月に会社を退職後、すぐに区役所出張所で国民年金の

加入手続を行い、国民年金保険料を納付した。その後、別の会社に勤めた

が、その会社を退社した後も保険料を納付してきた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が昭和 50 年６月に会社を退職後

に国民年金の最初の加入手続を行ったとする出張所は当時既に閉所されてお

り、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険から国民年金への切替手続に

関する記憶が無い。 

また、申立人は、保険料額及び納付場所に関する記憶が曖昧
あいまい

であること、

申立期間当時に国民年金に加入し、保険料が納付済みである申立人の妻は、

申立人の保険料の納付書の受領及び保険料納付についての記憶が無いこと、

申立人の所持する年金手帳には厚生年金保険の記号番号のみが記載され、国

民年金手帳の記号番号の記載が無いこと、申立人に手帳記号番号が払い出さ

れた記録は無く、申立期間は未加入期間であり、制度上、保険料を納付する

ことができない期間であることなど、申立人が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



 

  

東京国民年金 事案 7776 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年４月から５年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月から５年３月まで 

私は、平成４年３月に勤務していた会社を退職後、国民年金への加入手

続を行い、毎月、国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人の国民年金手帳の記号番号

は平成７年３月に払い出されていることから、申立期間の大部分は時効によ

り保険料を納付することができない期間であること、申立人は、当該手帳記

号番号が記載されている年金手帳のほかに手帳を所持していた記憶は無いと

説明しており、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



東京厚生年金 事案 10081                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年３月９日から 37年７月 22日まで 

             ② 昭和 39年６月１日から 42年３月１日まで 

平成 15年 11月に、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを

知った。 

しかし、脱退手当金の制度を知らなかったし、もらった記憶は無いので、

脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る最終事業所の事業所別被保険者名簿により、申立人の厚生年

金保険被保険者資格喪失日である昭和 42 年３月１日の前後２年以内に資格喪

失した女性４名のうち、３名に脱退手当金の支給記録が確認でき、全員が資格

喪失日から５か月以内に脱退手当金の支給決定がなされていることを踏まえ

ると、申立人についても、事業主による代理請求がなされた可能性が高いもの

と考えられる。 

また、上記事業所別被保険者名簿には脱退手当金が支給されていることを意

味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額

に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所における厚生年金保険被保

険者資格喪失日から約３か月後の昭和 42 年６月９日に支給決定されているな

ど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10082                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月３日から 45年１月 21日まで 

             ② 昭和 45年３月 26日から同年９月 13日まで 

平成 21 年１月に、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを

知った。 

しかし、申立期間以前に勤務していた事業所では脱退手当金を受け取った

覚えはあるが、申立期間については受け取った記憶は無いので、脱退手当金

の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、オンライン記録上、申立期間と合算して脱退手当金が支給された

こととなっている申立期間以前の被保険者期間の脱退手当金を申立期間以前

に受給したと主張しているが、申立期間以前に脱退手当金の支給記録は無いほ

か、脱退手当金を受給していたことをうかがわせる事情は無く、申立人の主張

は不自然である。 

また、申立期間②の厚生年金保険被保険者記号番号は、事業所を退職後の昭

和 48 年４月５日に重複整理の手続がとられたことが厚生年金保険被保険者台

帳記号番号払出簿に記録されており、申立期間の脱退手当金が同年４月 19 日

に支給決定されていることを踏まえると、脱退手当金の請求に併せて重複整理

が行われたと考えるのが自然である。 

さらに、申立人の申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿には脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されてい

るとともに、申立期間の脱退手当金は、オンライン記録上、申立期間後に申立

期間とそれ以前の期間を基礎として脱退手当金が支給されており、当該脱退手

当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかが



えない。 

加えて、申立人から聴取しても、申立期間を含む脱退手当金を受給したこと

を疑わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10083                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 25 年５月１日まで 

２、３年前に、年金記録の照会が届いた時に、申立期間について脱退手当

金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金をもらった覚えは無いので、脱退手当金の支給記録を

取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には脱退手当金が支給されたことが記

載されている上、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か

月後の昭和 25年５月 25日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自

然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設前で

あり、申立期間の事業所を退職後、昭和 39 年８月まで厚生年金保険の加入歴

の無い申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10084                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年 12月 15日から 40 年 12月 21日まで 

平成 20 年に、ねんきん特別便を見て不審に思い、年金記録を確認したと

ころ、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、申立期間の事業所を退職する時には、脱退手当金の説明は無く、

脱退手当金の請求手続を行ったことや、もらった記憶は無いので、脱退手当

金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の事務処理においては、脱退手当金を支給した場合、脱退手当

金の請求書類として提出された厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給

した旨の「脱」表示をすることとされており、申立人が現在も所持している厚

生年金保険被保険者証には、当該表示が確認できることを踏まえると、申立人

の意思に基づかないで脱退手当金が請求されたものとは認め難い。 

また、申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載さ

れている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和

40年 12月 21日の前後２年以内に資格喪失した者 18名の脱退手当金の支給記

録を確認したところ、17 名に脱退手当金の支給記録が確認でき、そのうち 16

名が資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、当

該支給決定の記録がある者のうち２名は、事業所が脱退手当金の請求手続をし

た旨の供述をしていることを踏まえると、申立人についても、事業主による代

理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

さらに、申立人の申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿には脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されてい

るとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間



に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和 41 年２月２日

に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない上、申

立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給して

いないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10085                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年６月１日から 43年８月６日まで 

平成 21 年７月に、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを

知った。 

しかし、脱退手当金をもらっていないので、脱退手当金の支給記録を取り

消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る事業所の事業所別被保険者名簿に記載されている女性のう

ち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 43 年８月６日の前

後２年以内に資格喪失した者 11 名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、

10 名に脱退手当金の支給記録が確認でき、全員が資格喪失日から４か月以内

に脱退手当金の支給決定がなされている上、当該支給決定の記録がある者のう

ち２名は、事業所が脱退手当金の請求手続をした旨の供述をしていることを踏

まえると、申立人についても、事業主による代理請求がなされた可能性が高い

ものと考えられる。 

また、申立人の申立期間に係る事業所の事業所別被保険者名簿には脱退手当

金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申

立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金

保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 43 年 10月 24 日に支給決定さ

れているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない上、申立人から聴取

しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことを

うかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10086                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月１日から 39年３月 21日まで 

             ② 昭和 39年３月 21日から 42年４月１日まで 

平成 21 年８月に、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを

知った。 

しかし、申立期間の事業所を退職する時には、脱退手当金の説明は無く、

脱退手当金をもらった記憶は無いので、脱退手当金の支給記録を取り消して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には

脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとと

もに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る

最終事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和

42年６月 21日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 10096 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年３月 28日から 33年６月まで 

             ② 昭和 33年６月から 35年３月まで 

             ③ 昭和 36年 10月から 37年９月まで 

             ④ 昭和 60年ごろ 

             ⑤ 平成元年ごろ 

申立期間に勤務した会社のいずれの社長も几帳面で、入社時に厚生年金保

険に加入することを確認しているので加入していることに間違いない。当時

住んでいた住所あてに届いた郵便物と当時の写真があるので、申立期間に被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間①においてＡ社に勤務していたと申し立てているとこ

ろ、同社に係る商業登記簿謄本と申立人の記憶する商号、住所が一致するこ

とから、申立人が勤務していた事業所は同社であることが特定できる。 

    しかし、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社は、

厚生年金保険の適用事業所としての記録が無い。 

    また、申立人はＡ社の代表者及び同僚の名前を記憶しているものの、オン

ライン記録で該当者を特定できず、さらに、同僚と思われる複数人に問い合

わせを行ったが該当者はいなかったことから、同社における申立人の勤務状

況や厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

       このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除については、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  ２ 申立人は、申立期間②において、Ｂ社の取締役の供述から判断すると、勤

務期間は特定できないものの同社に勤務していたことは推認できる。 



    しかし、オンライン記録によると、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは平成元年 11 月１日であり、申立期間②当時は、厚生年金保険の適

用事業所となっていない。 

    また、Ｂ社の取締役は、自身の入社は昭和 37 年としているが、オンライ

ン記録によると同人の厚生年金保険被保険者資格取得日は、同社が厚生年金

保険の適用事業所となった日と同日である。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除については、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  ３ 申立人は、申立期間③においてＣ社に勤務していたと申し立てているとこ

ろ、当時の住宅地図から申立人が勤務していたと記憶する事業所の所在地に

「Ｃ」と記載されていることから、申立期間③当時、同社が存在していたこ

とがうかがえる。 

    しかし、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ｃ社は、

厚生年金保険の適用事業所としての記録が無く、また、所在地を管轄する法

務局では同事業所の商業登記の記録は確認できない。 

    また、申立人はＣ社の代表者、同僚の氏名を記憶していないため、同社に

おける申立人の勤務状況や厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

       このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除については、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 ４ 申立人は、申立期間④においてＤ社Ｅ事業所に勤務していたと申し立てて

いるところ、同社の複数の同僚からは申立人が勤務していたとする供述は得

られなかった。 

また、Ｄ社Ｅ事業所に係る事業所別被保険者名簿によると、当該名簿は健

康保険証番号順に記録されており、番号に欠番は無く、申立人の厚生年金保

険被保険者としての記録が確認できない。 

一方、オンライン記録によると、申立人は、昭和 52年４月から 61年３月

までは、国民年金申請免除となっており、申立期間④の一部が含まれている。 

また、オンライン記録によると、Ｈ社において昭和 62年２月１日から 63

年 11月 21日までの期間について、申立人の未統合の年金記録が存在する。 

    このほか、申立人の申立期間④における厚生年金保険料の控除については、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  ５ 申立人は、申立期間⑤において、Ｄ社Ｆ事業所に勤務していたと申し立て

ているところ、申立人の上司は、「入社日は覚えていないが、申立人が勤務

していたことは記憶している。しかし、申立人は正社員ではなかった。」と

供述している。 

また、申立人がＤ社Ｆ事業所を退職した後、就職した会社の履歴書には、

申立期間⑤当時はアルバイトという記載があり、同社は「面接の際の申立人



の回答を記入したものである。」と回答している。 

一方、Ｄ社Ｆ事業所の取締役は、「当時、アルバイトは厚生年金保険に加

入させていなかった。アルバイトの給与から厚生年金保険料を控除すること

もなかった。」と供述している。 

    このほか、申立人の申立期間⑤における厚生年金保険料の控除については、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  ６ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①から⑤について、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認め

ることはできない。 



東京厚生年金 事案 10097（事案 1643の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年７月１日から 47年７月１日まで 

             ② 昭和 48年１月 21日から 49年２月１日まで 

      昭和 45 年 12 月１日に入社し、49 年１月末の退職までＡ社に勤務してい

た。申立期間①及び②の厚生年金保険被保険者記録がないことに納得できな

い。調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間①及び②について、Ａ社に勤務していたことは推認できる

ものの、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを確認で

きる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、既に当委員会の決定に基

づき、平成 21 年３月４日付けで年金記録の訂正は必要ないとする通知が行わ

れている。 

   また、前回の審議結果に納得できないとして申立人は再申立てを行っている

が、平成 21 年 10 月 21 日付けで年金記録に係る確認申立取下書を提出し、受

理されている。 

しかし、申立人は、前回の審議結果及び取下げに至る調査内容等について納

得できないとして、今回、再々度の申立てを行っているところ、申立人から厚

生年金保険料の控除をうかがわせる新たな資料等の提出は無かったため、前回

資料の精査を行い、その結果は次のとおりであった。 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、昭和 46 年７月１日付けの申立

人の健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届は、同年７月 23 日に社会保

険事務所（当時）で受理されており、申立人の健康保険被保険者証が返納され

ている旨の記載があることが確認できる。また、昭和 48年１月 21日付けの申

立人の健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届は、同年２月 13 日に社会



保険事務所で受理されており、申立人の健康保険被保険者証が返納されている

旨の記載があることが確認でき、いずれも社会保険事務所における処理手続に

不自然さは見られない。 

      さらに、申立人がＡ社を退職した後に入社した会社に保存されていた労働者

名簿の職歴欄には、「Ａ社退職は昭和 48 年２月で、都合により退社」と記載

されており、Ａ社退職後は、「兄の手伝い及び設計事務所の手伝い」と記載さ

れている。 

これらのことから、申立人の主張する申立期間①及び②において、申立人が

Ａ社の厚生年金保険被保険者であったとは考え難く、また、前回の決定を変更

すべき新たな事実は見つからないため、申立人が厚生年金保険の被保険者とし

て、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 10099                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年４月ごろから 37年 10月ごろまで 

Ａ社Ｂ営業所に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員の供述から判断すると、在職期間は特定できないものの申立

人が同社Ｂ営業所に営業として勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金

保険の適用事業所となったのは、昭和 38年 11月１日であり、申立期間は同社

が厚生年金保険の適用事業所となる前の期間である。 

また、Ａ社の経理担当者は、「申立期間当時の人事関係の資料が無く、申立

人の勤務状況についてはわからない。本社の厚生年金保険の適用は昭和 38 年

11月１日であり、Ｂ営業所がそれ以前に適用を受けることはない。」と供述し

ている。 

さらに、Ａ社の代表取締役は、「会社が厚生年金保険の適用事業所となる以

前において保険料控除は無かった。」と供述している。 

加えて、申立人は、Ａ社Ｂ営業所における上司及び同僚の姓のみしか記憶し

ていないことから、これらの者に、申立人の同社における勤務状況及び厚生年

金保険の加入状況を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除が確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10100 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 16年から 19年５月ごろまで 

             ② 昭和 19年６月ごろから 20年３月ごろまで 

              ③ 昭和 20年 10月ごろから 39年３月ごろまで 

    女子挺身隊として勤務していた申立期間①、Ａ社又はＢ社に勤務していた

申立期間②、Ｃ社で勤務していた申立期間③の厚生年金保険の加入記録が無

い。これら申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、厚生年金保険法（昭和 19年法律第 21号）の施行前に

おける労働者年金保険法（昭和 16年法律第 60号）が施行されており、同法に

おいては、女子労働者は、加入の対象となっておらず、女子労働者である申立

人は、申立期間において、被保険者となり得ない。 

  申立期間②について、上記厚生年金保険法により女子労働者も保険加入でき

ることとなったが、申立期間のうち、昭和 19 年６月１日から同年９月 30日ま

での期間については、保険料徴収までの施行準備期間であったため、申立人は、

厚生年金保険の被保険者期間とはなり得ない期間である。 

また、オンライン記録及び適用事業所検索システムにおいて、Ａ社、Ｂ社及

びこれら類似名称にて厚生年金保険の適用事業所としての記録を確認するこ

とができず、勤務先の事業主及び従業員に申立人の勤務実態、厚生年金保険の

加入状況等を確認することができない。 

  申立期間③について、当時申立人の夫が事業主であったＣ社に係る健康保険

厚生年金保険被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適用事業所となっ



たのは、昭和 30 年８月１日であり、申立期間のうち、20 年 10 月ごろから 30

年７月までの期間は同社が厚生年金保険の適用事業所となる前の期間である。 

また、申立人の夫である事業主は、既に死亡しており、申立期間当時に事業

を引き継いだ申立人の弟は、「会社は既に解散しており、資料を保管しておら

ず、申立期間当時の状況について不明である。」と供述しており、申立人の勤

務実態及び厚生年金保険料の控除を確認することができない。 

さらに、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から所在の判明した

元従業員４名に照会したところ、回答のあった３名全員が、「申立人は、当時

の事業主の妻であり、事務室の掃除や従業員の食事の支度など行っており、申

立人の厚生年金保険の加入状況や保険料の控除について不明である。」と供述

している。 

なお、オンライン記録によると、申立人は昭和 37年７月 30日に国民年金に

任意加入していることが確認できる。 

   このほか、申立人のすべての申立期間に係る厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10101                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年３月 31日から同年４月１日まで 

Ａ病院に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

当該期間を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書、Ａ病院の給与台帳及び給与

担当者の供述から、申立人は申立期間において同病院に勤務していたことが認

められる。 

しかしながら、Ａ病院から提出された給与台帳から、同病院の厚生年金保険

料は翌月控除となっているところ、申立人の平成７年４月支給の給与から同年

３月分の厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 10102                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年７月１日から 34年３月１日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保

険の加入記録が無い。申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間においてＡ社に勤務していた複数の従業員の供述から判断すると、

申立人が申立期間において同社の代表取締役として勤務していたことは認め

られる。 

しかしながら、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は申立期間

において厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。 

また、従業員の一人は、「Ａ社に入社した昭和 32年ごろは、従業員が５、６

人しかおらず、厚生年金保険には加入していなかった。その後、従業員の数が

増えた 34年３月１日に初めて厚生年金保険に加入した。」と供述している。さ

らに、他の従業員の一人は、「社長であった申立人自身が社会保険の届出関係

の事務をすべて行っていた。」と供述している。 

なお、事業主である申立人は、申立期間当時の厚生年金保険料控除を確認で

きる資料を保管していない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除を確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10105 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年 12月 25日から 26 年４月１日まで 

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加

入記録が無い。同社には、昭和 19年６月１日から 26年３月末まで勤務した

ので、申立期間も被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の従業員の供述から、申立人が申立期間に同社に勤務していたことは推

認できる。 

しかし、Ａ社は、昭和 29年５月 31日に解散しており、申立期間当時の同社

の事業主及び経理担当者は既に死亡しているため、同社及びこれらの者から申

立人の厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

また、Ａ社に係る厚生年金保険の記録では、昭和 18年６月１日から 21年３

月 31 日までに厚生年金保険の被保険者資格を取得した従業員 183 人のうち、

145人が 21年３月 31日までに資格を喪失している。 

さらに、昭和 18 年６月１日から 21 年３月 31 日までにおけるＡ社に係る厚

生年金保険の月別の資格喪失者数を見ると、申立人の資格喪失月である 20 年

12 月に資格喪失している者が 30 人と最も多く､次いで同年 10 月の 27 人、21

年３月の 16人、同年２月の９人となっており、20年 10月から 21年３月にか

けて、82人が被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

一方、Ａ社が、申立期間当時に所在していたＢ県Ｃ市の「Ｃ市誌」における

工場懇談会による昭和 21 年調査の工場の部に、同社の従業員数は、228 人と

記載されているところ、同社に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿では、

22年１月時点での被保険者数は 19人であることが確認できる。 

これらのことから、Ａ社では、申立期間当時、申立人を含めた相当数の従業



員が厚生年金保険の被保険者資格を喪失したまま、同社に勤務していたことが

うかがえる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除については、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10106 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女     

基礎年金番号 ： 

       生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年５月から同年 11 月まで 

            ② 昭和 42年５月から 43年３月まで 

            ③ 昭和 43年４月から 44年３月まで 

            ④ 昭和 44年４月から 46年３月まで 

            ⑤ 昭和 46年３月から 47年４月まで 

            ⑥ 昭和 47年４月から 48年５月まで 

⑦ 昭和 48年５月から同年 11月まで 

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社で勤務した申立期間①、Ｂ社で勤務

した申立期間②、Ｃ社で勤務した申立期間③、Ｄ社で勤務した申立期間④、

Ｅ社で勤務した申立期間⑤、Ｆ社で勤務した申立期間⑥、Ｇ社で勤務した

申立期間⑦の加入記録が無い。しかし、それぞれの事業所で間違いなく勤

務していたので、申立期間を被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間①にＡ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、平成元年４月１日に厚生年金保険の適用事業所となってお

り、当該期間は適用事業所とはなっていない。 

また、Ａ社の事業主は、「当時は従業員も少なく、厚生年金保険の適用事

業所の届出を行っておらず、給与から保険料を控除することは無かった。」

と回答している。 

２ 申立人は、申立期間②にＢ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、オンライン記録では、Ｂ社は厚生年金保険の適用事業所とはなっ

ていない。 

また、申立人は、Ｂ社の事業主及び複数の同僚の氏名を記憶していたが、



当該事業主及び同僚の連絡先は不明であり、これらの者から、申立人の勤務

実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

３ 申立人は、申立期間③にＣ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、オンライン記録では、Ｃ社は厚生年金保険の適用事業所とはなっ

ていない。 

また、申立人は、Ｃ社の事業主及び複数の同僚の氏名を記憶していたが、

当該事業主及び同僚の連絡先も不明であり、これらの者から、申立人の勤務

実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

４ 申立人は、申立期間④にＤ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｄ社の事業主は、「当時の人事記録等の資料を保管していないこ

とから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認すること

ができない。」と回答している。 

また、Ｄ社の事業主は、「当社では、正社員は、厚生年金保険の加入手続

を行っていたが、臨時社員には、厚生年金保険の加入手続を行っていなかっ

た。」と回答している。 

そこで、当該期間にＤ社で被保険者記録のある複数の従業員に照会したと

ころ、複数の従業員が、申立人が同社に勤務していたと回答しているが、勤

務期間は不明で、雇用形態等も確認ができなかった。 

さらに、オンライン記録によれば、申立人は当該期間において国民年金に

加入し、その保険料を納付していることが確認できる。 

５ 申立人は、申立期間⑤にＥ社に勤務していたと申し立てている。 

   しかし、オンライン記録では、Ｅ社は厚生年金保険の適用事業所とはなって

いない。 

また、申立人は、Ｅ社の事業主の名前を記憶しているが、連絡先が不明で

あり、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

さらに、オンライン記録によれば、申立人は当該期間において国民年金に

加入し、その保険料を納付していることが確認できる。 

６ 申立人は、申立期間⑥にＦ社に勤務していたと申し立てている。しかし、

Ｆ社は、昭和 49 年３月１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、当

該期間は適用事業所とはなっていない。 

また、Ｆ社の親会社の総務担当者は、「当時、同社の女性従業は、経理担

当者でレジ係であった１人以外は、全員アルバイトで厚生年金保険には加入

させていなかった。」と供述している。 

さらに、オンライン記録によれば、申立人は当該期間のうち昭和 47 年５

月に国民年金に加入し、同年５月及び同年６月にその保険料を納付している

ことが確認できる。 

７ 申立人は、申立期間⑦にＧ社に勤務していたと申し立てている。 



しかし、Ｇ社の事業主は、当該期間の人事記録等の資料を保管していない

ことから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認するこ

とができないとしている。 

また、申立人は、Ｇ社における同僚の氏名を記憶しておらず、これらの者

から申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することが

できない。 

さらに、オンライン記録によれば、申立人は当該期間において国民年金に

加入し、その保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①から⑦までにおける厚生年金保険料の事業

主による給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺

事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①から⑦までに係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

  

  

 



東京厚生年金 事案 10107 

                     

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年２月から 53年まで 

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した申立期間の加入記録が無い。

同社には、正社員として勤務していたにもかかわらず、在籍さえ無いと言わ

れた。同社に勤務していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が保管していた「乗務員台帳索引」から、申立人が申立期間のうち昭和

51 年 11 月 10 日から 52 年９月 30 日までの期間において同社で勤務していた

ことは確認できる。 

しかし、Ａ社では、当時の給与関連の資料等を保有していないことから、申

立人の申立期間に係る保険料控除については不明であると回答している。 

また、Ａ社の人事関係担当者は、「同社では当時、アルバイトは社会保険に

加入させていなかった。正社員であっても手取り収入を多くするため、本人の

希望で厚生年金保険を含む社会保険に加入しない従業員も複数いた。」と供述

している。 

さらに、当時、Ａ社に勤務していた従業員に、同社における厚生年金保険の

取扱いについて照会したところ、そのうち４人の従業員は、上記人事関係担当

者と同様な内容の回答をしている。 

そこで、「乗務員台帳索引」に記載のあった 22人について、雇入日とオンラ

イン記録とを比較したところ、19 人のデータを確認することができ、このう

ち８人が厚生年金保険被保険者資格を取得しておらず、また、被保険者資格を

取得している11人のうち10人が雇入日から相当期間日数を経過した後に被保

険者資格を取得していることが確認できる。 



さらに、Ａ社は、社会保険に加入させた従業員は雇用保険にも加入させてい

るとしているところ、申立人の同社における雇用保険の加入記録が無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10108 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29年 11月５日から 32年４月まで 

             ② 昭和 46年１月から 50年８月まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の厚生年金保

険の加入記録が無い。申立期間に両社に勤務したことは確かなので、厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①においてＡ社に勤務していたと述べている。 

しかし、オンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった

記録を確認することができない。 

また、所在地を管轄する法務局に商業登記の記録が無く、Ａ社の事業主を

特定することができず連絡先が確認できないことから、申立人の当該期間に

係る勤務実態及び厚生年金保険料控除について確認することができない。 

さらに、申立人は、Ａ社における同僚の氏名を覚えておらず、これらの者

から、申立人の同社における勤務実態及び厚生年金保険料控除について確認

することができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について、確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立人は、申立期間②においてＢ社に勤務していたと述べている。 

しかし、オンライン記録では、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所となった

記録を確認することができない。 



また、Ｂ社は既に解散しており、事業主及び役員の連絡先が確認できない

ことから、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料控除につい

て確認することができない。 

さらに、申立人は、Ｂ社における同僚の氏名を覚えておらず、これらの者

から、申立人の同社における勤務実態及び厚生年金保険の適用について確認

することができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について、確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 10109 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。     

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年から 40年まで 

    Ａ社で勤務していた期間における厚生年金保険の加入記録が無いことが

分かった。同社には、申立期間に勤務し、給与から厚生年金保険料を控除さ

れていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認

めてほしい。      

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社の複数の元従業員の供述から、勤務期間の特定はできないものの、申立

人が同社に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 43 年１月１日に厚

生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所ではないこ

とが確認できる。 

   また、Ａ社は、平成 13年６月 25日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

ており、申立期間当時の事業主も死亡していることから、申立人の申立期間お

ける厚生年金保険料控除について確認することはできない。 

   さらに、当時の複数の元従業員は、「Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

るまでは厚生年金保険に加入しておらず、給与から厚生年金保険料を控除され

ることはなかった。」と供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主 

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10113         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 24年 12月１日から 26 年 12月 31日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。会社の名称がＢ社からＡ社に変わり、事務所がＣ区に移転したことはあ

ったが、同社に昭和 26 年 12 月 31 日まで勤務していたので、申立期間も厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＢ社から名称が変わったＡ社に勤務し、厚生年金保険

に加入していたと申し立てている。 

しかし、社会保険事務所（当時）の記録によると、Ｂ社は昭和 24年 12月１

日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立期間は適用事業所とな

っていない。 

また、Ｂ社に係る商業登記簿謄本によると、同社は昭和 24 年 11月 30 日に

解散しており、当時の事業主の所在も不明であることから、申立人の申立期間

に係る勤務について確認することができない。 

さらに、申立人が継続して勤務していたと主張するＡ社は、社会保険事務所

の記録によると、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、その所在地

を管轄する法務局においても同社に係る商業登記の記録は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 10114  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間    :  昭和 44年２月１日から平成３年２月 18日まで 

Ａ社に店長として勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間は国民年金保険料を納めていたが、給与からも厚生年金保険料を

控除されていたはずなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び事業主や従業員の供述から、入社日の特定はできな

いが、申立人がＡ社に勤務していたことは確認できる。 

しかし、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、平成５年１月１日

であり、申立期間は適用事業所となっていない。 

また、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所となるまでは、社員の給与から厚

生年金保険料を控除したことはなかったと回答している。 

さらに、Ａ社が適用事業所となった平成５年１月１日付けで厚生年金保険の

被保険者資格を取得している従業員から提出された３年 11 月分の給与明細書

からは、厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

加えて、オンライン記録によると、申立人と同様、複数の従業員は、Ａ社が

適用事業所となる前の期間は、国民年金第１号被保険者又は第３号被保険者と

して、国民年金保険料の納付済期間となっていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業



主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10115  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年 10月１日から 30年６月 30日まで              

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に自

動車整備工として同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間にＡ社に在籍していた従業員の供述により、勤務期間は特定できな

いものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、昭和 32 年２月１

日であり、申立期間は適用事業所となっていない。  

また、Ａ社について、当該事業所の所在地を管轄する法務局においても商業

登記の記録が確認できず、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、

事業主も死亡しているため、申立人の勤務実態や厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10118                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27年６月１日から 35年８月１日まで 

   Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の加入期間が無い。

同社には、父が退職する１か月くらい前まで勤務していたので、申立期間も

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社において、申立期間当時から社会保険担当をしている従業員によると、

「人事記録等を保存しておらず、申立人の勤務状況について確認できないが、

社長以外はタイムレコーダーを打刻して勤怠管理してきた。当時は労働基準監

督署など役所の立入指導が頻繁にあったこと、また、当社はＣ社会保険協会Ｄ

支部常任幹事等を歴任するなどしていたことから、厚生年金保険の手続を誤る

とは考えられない。」旨、回答している。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から従業員 25人に照

会したところ、回答のあった複数の従業員は、「申立人について記憶している

が、退職時期については不明である。」としている上、申立人と同じ板金部に

勤務していた別の複数の従業員は、申立人が、申立期間当時勤務していたかに

ついては不明としている。 

一方、申立人は、Ａ社に勤務していた申立人の父親が退職する１か月くら

い前に同社を退職したとしているが、当該期間に申立人が勤務していたことを

確認することはできなかった。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、さかのぼっ

て資格喪失日が訂正されているなど、社会保険事務所（当時）の記録に不自然

な点は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たら

ない。 



これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10119                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年６月１日から平成元年２月 10日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。同社には、申立

期間も勤務していたのは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の同僚及び従業員の回答により、申立人が申立期間にＡ社に勤務して

いたことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時の資料を保管していないことから、申立人の

勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿及びオンライン記録から、申立期間

に勤務していた従業員に同社の入社日を照会し、厚生年金保険の資格取得日を

照合したところ、複数の従業員が申立人と同様に入社日から一定期間経過後、

厚生年金保険に加入していることが確認できる。 

さらに、上記従業員は、厚生年金保険に加入するまでの期間については、そ

の保険料が給与から控除されたかは不明としている。 

なお、Ａ社の当時の経理担当者は、「申立人の妻に係る国民年金第３号被保

険者該当届は、自身が妻に代わって届出を行った記憶がある。」と供述してい

るところ、申立人の妻の国民年金第３号被保険者該当届が平成元年３月 20 日

に社会保険事務所（当時）で処理され、第３号に該当した日は平成元年２月

10日であり、申立人の厚生年金保険被保険者資格取得日と合致している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10120                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年ごろから 48年ごろまで 

② 昭和 49年８月 14日から 50年３月４日まで 

  Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に勤務した期間のうちの申立期間①、及びＤ

社（現在は、Ｅ社）に勤務した申立期間②の加入期間が無い。Ａ社には昭和

47 年ごろから継続して勤務していたこと、また、Ｄ社に勤務していたこと

は確かなので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、雇用保険及びＦ健康保険組合における申立人の加入

記録は、それぞれ昭和 48 年 10月 13 日に資格取得と記録されており、オンラ

イン記録における資格取得日の日付と合致している。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿から、申立期

間①と同時期に同社Ｇ支店において在職していた従業員９人の厚生年金保険

と雇用保険の被保険者期間を調べたところ、おおむね合致していることが確認

できる。 

さらに、Ｂ社は、当時の資料は保管されておらず、申立人の勤務実態及び厚

生年金保険の取扱いについて不明としている上、上記従業員９人に申立人の勤

務実態及び厚生年金保険料控除について照会したところ、回答が得られた３人

はいずれも、申立人について記憶は無いとしていることから、申立人が申立期

間に同社に勤務していたことを確認できない。 

申立期間②については、Ｄ社に申立期間②当時勤務していた従業員の供述か

ら、勤務期間及び勤務形態は特定できないものの、申立人が同社に勤務してい

たことは推認できる。 

しかし、雇用保険の記録及び公共職業安定所の回答から、申立人は、Ａ社を



離職後、昭和 49年８月 13日に離職票が発行され、雇用保険の求職者給付の受

給手続を行っていることが確認できる。 

また、Ｅ社の事務担当者は、当時の資料は無く、申立人の勤務の詳細は不明

であるが、申立期間②当時から勤務している複数の従業員に確認したところ、

申立人は半年くらいで退社したとしていることから、申立人はアルバイトであ

ったと思うとし、当時は正社員しか厚生年金保険に加入させず、保険料も控除

していなかったと回答している。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における事業主による厚生年金保険料

の給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 10121（事案 1890の再申立て）          

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 32年１月から 34年４月 11 日まで 

② 昭和 35年３月から 36年８月１日まで 

③ 昭和 37年 10月から 38年２月 11日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）、Ｃ社（現在は、Ｄ社）及びＥ社に勤務した期間の

うち、申立期間①、②及び③の加入記録が無いので、当該期間について勤

務実態に即した記録に訂正してほしい旨の申立てを行ったが、それぞれ厚

生年金保険料を事業主により控除されていたことを認めることはできない

との理由で記録の訂正はできない旨の回答をもらった。当該決定には納得

いかないので、再度調査し、勤務実態に即した記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人がＡ社に当該期間を含め勤務していたことは

推認できるものの、Ｂ社は申立期間①当時の人事関係資料を保存していない

ことから、申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険料の控除等につい

て確認できないとしている。 

また、Ａ社の元従業員の供述から、同社では、入社後６か月から３年程度

は厚生年金保険に加入させていなかったことが確認できる。 

申立期間②については、当該期間のうち、昭和 35 年３月から 36 年６月 25

日までの期間についてはＡ社での厚生年金保険の加入記録があることから、

申立期間②のうち 35年３月から 36年６月 24日までの期間についてはＣ社で

の勤務は認められない。 

また、Ｃ社は申立期間当時の人事関係資料を保存していないことから、申

立人の同社における勤務状況や厚生年金保険料の控除等について確認できな

いとしており、従業員からも申立人の勤務状況等に係る供述を得ることはで



きず、申立期間②のうち、昭和 36 年６月 25 日から同年８月１日までの期間

において、申立人が同社に勤務していたことが確認できない。 

申立期間③に係る申立てについては、Ｅ社は既に適用事業所に該当しなく

なっており、同社の事業主も死亡していることから、申立人の同社における

勤務状況や厚生年金保険料の控除等について確認することができない。 

また、従業員の供述により申立人が申立期間③において、Ｅ社に勤務して

いたことを確認することができない。 

以上のことから、申立期間①、②及び③について厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできないとして、既に当委員

会の決定に基づき平成 21 年３月 25 日付けで年金記録の訂正は必要でないと

する通知が行われている。 

これに対し、申立人は、上記決定は納得できないとして、申立期間①、②

及び③について再申立てを行っている。 

申立人は、新たな資料として自身が所持している基礎年金番号情報照会回

答票を提出し、当該回答票に記載されている厚生年金手帳記号番号（Ｃ社の

もの）は平成 20年３月に基礎年金番号に統合されたが、８年から受給してい

る年金については、Ｅ社１社しかなく、Ｃ社の厚生年金手帳記号番号が記載

されていることはおかしいと主張しているが、申立人が提出した回答票は、

19 年にＣ社の厚生年金手帳記号番号が統合された後に出力されたものであり、

社会保険事務所（当時）の記録に不自然な点は見当たらない。 

   なお、申立人は平成８年から年金を受給していると供述しているが、オンラ

イン記録によると、申立人の裁定請求日はＣ社の厚生年金番号が統合された後

の 19年 10月 19日であることが確認できる。 

その他、新たな資料や情報が得られず、委員会の当初の決定を変更すべき

新たな事情は見当たらないことから、申立人が、厚生年金保険の被保険者と

して、申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10124                      

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年ころから 61年ころまで 

② 昭和 61年ころから 63年ころまで 

     申立期間①及び②において、それぞれＡ社とＢ社に、出版物のデザイナー

として勤務したが、同期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、「Ａ社に勤務した。」と主張しており、ま

た、申立人が提出した制作物に申立人の氏名及びＡ社の社名が記載されてい

ることから、申立人は同社に係わる仕事をしていたことがうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は、オンライン記録及び適用事業所名簿のいずれにお

いても、厚生年金保険の適用事業所となった記録が無い。 

また、申立人の申立期間に係るＡ社における雇用保険の記録についても確

認できない。 

なお、Ａ社は商業登記簿謄本により、平成８年６月１日に解散しているこ

とが確認でき、同社の代表取締役に照会したものの、あて所不明のため、同

社における申立人の勤務状況や厚生年金保険の適用について確認すること

ができなかった。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②については、申立人が提出した制作物の記載及び複数の従業員

の回答から、期間は特定できないものの、申立期間当時、申立人がＢ社で仕

事をしていたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｂ社は、オンライン記録によると、昭和 62 年１月１日に

厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間のうち一部期間は適用事

業所となっていない期間である。 



また、当時のＢ社の複数の元従業員は、「申立人はフリーランスの立場で

あった。」と回答しており、加えて、同社の社会保険担当者は「新規適用時

に正社員は全員を加入させたが、申立人は正社員ではなかったので、加入さ

せなかった。」と述べている。 

さらに、申立人が記憶している申立人のことを同社に紹介してくれたとす

る同僚についても、前述の元従業員は、「当該同僚もフリーランスであった。」

と述べており、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にも当該同僚

の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



東京厚生年金 事案 10125                           

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 48年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 11年９月１日から 12年４月１日まで 

② 平成 12年７月２日から同年 11月 17日まで 

③ 平成 14年９月１日から同年 12月１日まで 

    Ａ社に勤務した申立期間①及び③並びにＢ社に勤務した申立期間②の厚

生年金保険の加入記録が無い。申立期間を厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ａ社が提出した人事記録により、申立人は申立期間

①のうち、平成 11年 10月４日から 12年３月 31日までの期間について同社

に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社が提出した賃金台帳により、申立期間①に係る各月の給与支

給総額から厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。これにつ

いて、同社の社会保険担当者は「当社は、申立期間①当時、厚生年金保険は、

本人に加入又は未加入の意思を確認した上で、加入とするか未加入とするか

を区分していた。」と述べている。 

また、オンライン記録によると、申立人は、申立期間①の全期間について、

国民年金の第３号被保険者と記録されている上、申立人の夫が加入するＣ健

康保険組合が提出した健康保険資格証明書により、夫の被扶養者と記録され

ていることが確認できる。 

このほか、申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、申立人は、「Ｂ社に勤務し、同社からＤ社に派遣さ

れていた。」と述べており、また、Ｄ社の人事担当者の回答により、申立人



は、申立期間②のうち、平成 12年８月 17日から同年 11月 16日までの期間

について、Ｂ社に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、オンライン記録によると、申立人は、申立期間②の全期間につい

て、国民年金の第３号被保険者と記録されている上、申立人の夫が加入する

Ｃ健康保険組合が提出した健康保険資格証明書により、夫の被扶養者と記録

されていることが確認できる。 

また、Ｂ社は、「申立期間②当時の申立人に係る資料は保有していないが、

厚生年金保険料を給与から控除していれば、社会保険事務所（当時）に納付

をしないということはない。」と回答している。 

さらに、Ｂ社の社会保険担当者は、「申立期間当時は、本人に厚生年金保

険の加入又は未加入の意思を確認して、厚生年金保険に加入とするか未加入

とするかを区分していた。雇用保険については、厚生年金保険及び健康保険

とセットで加入させていたと思う。」と述べており、事実、申立人の申立期

間②に係る雇用保険の記録は確認できない。 

このほか、申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間③について、Ａ社が提出した人事記録により、申立人は申立期間

③のうち、平成 14年９月 27日から同社に勤務していたことが確認できる。 

    しかし、Ａ社が提出した賃金台帳により、申立人の申立期間③に係る各月

の給与支給総額から厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。

これについて、同社の社会保険担当者は「当社は、申立期間③当時、厚生年

金保険は、入社から２か月経過した後に加入させる取扱いをしている。」と

述べている。 

また、オンライン記録によると、申立人は、申立期間③のうち、平成 14

年９月１日から同年 10 月１日までの期間については、国民年金の第３号被

保険者として記録されている上、申立人の夫が加入するＣ健康保険組合が提

出した健康保険資格証明書により、夫の被扶養者と記録されており、加えて、

14 年 10 月１日から同年 12 月１日までの期間について、申立人は、国民年

金の第１号被保険者と記録されていることが確認できる。 

このほか、申立期間③における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年

金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



東京厚生年金 事案 10126                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年４月１日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には間違いなく勤務していたので同期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元取締役及び複数の同僚の回答から、申立人が申立期間において同社

に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、事業主の妻から給与事務を引き継いだ従業員は、「雇い入れ

てすぐに社会保険に加入させる取扱いではなかった。雇い入れて３か月くらい

経過したころに、事業主に伺いを立てた上で、資格取得届を提出した。」と述

べており、また、「資格取得届を提出する前から保険料を控除することは無か

った。」と述べている。 

なお、オンライン記録によると、Ａ社は、平成 11 年 10月 31 日に厚生年金

保険の適用事業所でなくなっており、事業主は既に死亡しているほか、経理、

給与及び社会保険を担当していたとされる事業主の妻も死亡しており、申立人

の申立期間における勤務実態や厚生年金保険の取扱いについて確認すること

ができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10127                         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年９月１日から同年 11月１日まで 

申立期間はＡ社に勤務していたが、同期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社の持株会社であるＢ社が提出した人事情報システ

ムの記録により、申立人は、平成元年９月１日にＡ社に入社し、申立期間にお

いて同社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社において平成元年９月１日、同年 10 月 1 日、同年 11

月 1 日にそれぞれ厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認で

きる者のうち、連絡先の判明した 29 名の従業員に自身の入社日を照会し、回

答があった 11 名について、オンライン記録と照合した結果、８名の従業員が

入社月よりも厚生年金保険の取得月が１か月から４か月遅れて手続されてい

ることが確認できる。 

また、Ａ社における厚生年金保険料控除について、Ｂ社は、「グループ会社

に初めて入社し、厚生年金保険に加入するまでの間に給与から保険料を控除さ

れていたという相談はこれまでに受けたことが無いので、申立期間当時、Ａ社

においては、未加入期間に係る保険料を控除していないはずである。」と述べ

ている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10136 (事案 1291の再申立て)        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 35年９月 14日から 40年１月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い

旨申し立てたが、平成 21年１月７日に記録を訂正できない旨の通知を受け

た。今回新たに５点の資料①Ｂ県住宅供給公社の住宅賃貸借契約書、②昭

和 35年分給与所得源泉徴収票、③同僚による申立人の在籍証明書及び当該

同僚のオンライン記録、④Ｂ県の発行した被爆者手帳及び⑤Ｃ病院の主治

医の証明書を提出するので、再度調査して申立期間を厚生年金保険被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、昭和 40 年１月１日に申立人が厚生年金

保険被保険者資格を再取得するに当たって、厚生年金番号払出簿から新たな厚

生年金番号が付されており、同払出簿では、申立人へ厚生年金番号が払い出さ

れた同年１月 12 日には、Ａ社に対して申立人のほか異なる日付での資格取得

者に対して厚生年金番号が払い出されていることが確認できることから、同社

が、申立人の資格再取得を同年１月１日付けで行う意思を有していたものと認

められる。また、申立期間当時の経理担当者は、他の社員と同様に申立人の給

与から厚生年金保険料を控除していたとしているが、申立期間は 52 か月と長

期間であり、この間に毎年提出する標準報酬月額算定基礎届の記録は無く、ま

た、同期間に２回行われている政府管掌健康保険の被保険者証の更新の際にも

気が付かなかったことは不自然であることから、事業主は何らかの事情により、

申立期間について申立人を厚生年金保険の被保険者としなかったと考えられ

ることから、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年１月７日付けで年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 



これに対し、申立人は新たに、①Ｂ県住宅供給公社の住宅賃貸借契約書、②

昭和 35 年分給与所得源泉徴収票、③同僚による申立人の在籍証明書及び当該

同僚のオンライン記録、④Ｂ県の発行した被爆者手帳、⑤Ｃ病院の主治医の証

明書を提出するので、再度調査してほしいとしている。 

このため、当委員会は、申立人から提出された上記①から⑤の資料について

調査を行った結果、申立人の提出した①Ｂ県住宅供給公社の住宅賃貸借契約書、

③同僚による申立人の在籍証明書から、申立人が申立期間においてＡ社に継続

して在籍していたことは推認できる。 

しかし、②昭和 35 年分給与所得源泉徴収票に記載されている給料額（１月

から７月まで５万円、８月以降５万 5,000円）に基づき算出した同年１月から

同年８月までの期間の社会保険料の累計金額と、源泉徴収票に記載されている

社会保険料控除額がほぼ一致することが確認できることから、申立人は同年９

月以降については、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていない

と推認できる。 

また、④Ｂ県の発行した被爆者手帳により、申立人が被爆者であったことは

確認できるが、⑤Ｃ病院の主治医の証明書については、当該主治医は「カルテ

は大学で廃棄済みのため、カルテに基づく確認はできなかった」と供述してい

ることから、④及び⑤の資料により、申立人が使用した被保険者証が政府管掌

健康保険であったことを確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、これを

確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

以上の他、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできない。 



  東京厚生年金 事案 10142 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

                    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 10月１日から４年３月 31日まで                          

厚生年金保険の記録によれば、Ａ社の代表取締役として勤務した期間のう

ち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が申立期間前の標準報酬月額と

比べて低い額になっているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額は、

当初、50 万円と記録されていたところ、平成２年２月６日付けでさかのぼっ

て訂正されており、申立人の申立期間の標準報酬月額は９万 8,000円に引き下

げられている。 

   しかし、Ａ社の商業登記簿謄本では、申立人が申立期間に同社の代表取締役

であったことが確認できるところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくな

るまで在籍していた取締役１人及び従業員１人は、当時、同社における社会保

険手続きの担当者は、代表取締役である申立人と申立人の妻であったと供述し

ている。 

   また、申立人は、当時、２か月から３か月分の社会保険料の滞納があったと

供述しているところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった平

成４年３月 31日に被保険者資格を喪失した従業員 13人のうち、連絡が取れた

６人は、いずれも１か月から６か月分の給料が未払であったと供述している。 

   さらに、申立人が、財務・経理を担当させていたとする従業員は連絡先が不

明であり、また、経理を委託していたとする税理士は、税理士会での登録が確

認できないことから、これらの者から当該減額訂正に係る手続について確認す

ることができない。 

   これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、



自らの標準報酬月額の記録訂正に関与しながら、当該減額処理が有効なもので

ないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10143 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年 11月ごろから同年 12月９日まで 

② 昭和 31年７月１日から 32年９月ごろまで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無い。同社同工場で通訳として勤務しており、申立期間に

勤務した証明として自身が保管するＤ社における履歴書を提出するので、厚

生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が提出したＤ社における履歴書から、申立人が、

当該期間においてＡ社Ｃ工場で勤務したことは推認できる。 

しかし、Ｂ社は、「当時の人事関係資料を保管していないことから、Ａ社Ｃ

工場における申立人の勤務実態や厚生年金保険料の控除について確認するこ

とができない。」としている。 

また、Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から当時、被保

険者であったことが確認できる従業員 12 人に照会したところ、回答があった

従業員８人のうち３人は、「厚生年金保険には一定期間経過後あるいは入社の

翌月に加入していた。」としていることから、同社同工場では厚生年金保険に

は入社して一定期間経過後に加入させる取扱いをしていたと考えられる。 

申立期間②について、申立人は、当該期間においてＡ社Ｃ工場で継続して勤

務したと申し立てている。 

しかし、申立人が記憶していたＡ社Ｃ工場の同僚は、「自分の資格喪失日が

申立人と同じ昭和 31 年７月１日となっていることについては、同社同工場が

解散することになり、この時期に通訳は皆やめたからではないか。」としてい

る。 



また、上記回答があった８人全員が、「当該期間おいて、申立人がＡ社Ｃ工

場で勤務していたことは記憶していない。」としている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料控除の控除について、

これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 10145 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年４月１日から３年３月 31日まで 

    Ａ大学付属病院から派遣された医師として、Ｂ病院に勤務していた申立期

間の厚生年金保険の加入記録が無い。同病院では厚生年金保険料が控除され

ていたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間当時の上司及び同僚等の供述により、勤務した期間までは特定でき

ないものの、申立人がＢ病院に勤務していたことは推認できる。 

 しかしながら、Ｂ病院は、平成 15 年５月１日に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっており、当時の従業員に係る資料を入手できず、申立人の勤務の

実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立期間当時のＢ病院の給与・社会保険事務担当者は、「派遣医師に

ついては、原則として厚生年金保険に加入させていたが、本人の希望などに

よって加入しない者もいたかもしれない。また、給与計算に当たっては、社

会保険事務所（当時）からの納入告知書の金額と控除額を必ず突合しており、

厚生年金保険の未加入者から保険料を控除することはあり得ない。」と供述し

ている。 

さらに、Ｂ病院の経営母体であった医療法人は、「Ｂ病院は既に閉院となっ

ており、厚生年金保険の加入手続台帳くらいしか残っていないが、同台帳に

申立人の氏名が記載されていない上、整理番号に欠番が無いことから、申立

人は、申立期間において厚生年金保険には加入していなかったものと思われ

る。加入手続台帳に氏名が記載されていない者から厚生年金保険料を控除す

ることはあり得ない。」と回答している。 

加えて、申立人が記憶しているＢ病院の同僚医師３人のうち、オンライン



記録により、同病院において厚生年金保険被保険者としての記録が無い者が

２人確認できる。 

また、上記オンライン記録により、申立期間当時、厚生年金保険に加入し

ていることが確認できる複数の医師に照会したところ、そのうちの１人は、

「Ｂ病院に医師として数回派遣されたが、最初に派遣された平成２年夏ごろ

から同年秋ごろまでの期間は、Ａ大学の大学院生であったことから、厚生年

金保険には加入できなかった。」と供述しているところ、同大学の記録から、

申立人は申立期間において同大学の大学院生であったことが確認できる。 

さらに、上記の同僚は、「Ｂ病院に再度派遣された際に、病院側に社会保険

の取扱いを尋ねたところ、厚生年金保険に加入しても、国民年金に加入して

もどちらでもよいとのことであった。」と供述している。 

これらのことから、Ｂ病院では申立期間当時、派遣医師全員を厚生年金保

険に加入させていたわけではないと考えられる。 

 このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



東京厚生年金 事案 10146 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 54年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年７月１日から同年 11月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間も同じ雇用形態で勤務していたので、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の現在の親会社であるＢ社の回答書により、申立人が、申立期間も継続

してＡ社に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ｂ社は、「Ａ社では、一週間の労働時間が 30時間以上の従業

員は厚生年金保険に加入させていたが、週 30 時間未満の従業員は、本人同意

の上、厚生年金保険には加入させなかった。申立人については、当初厚生年金

保険に加入させていたが、その後、週の労働時間が 30 時間を超えないことと

し、厚生年金保険被保険者資格をいったん喪失させた。」と回答している。 

また、Ａ社に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届の「備

考」欄に、「平成 17年７月１日より勤務時間変更（週 30時間未満勤務）」と記

載されており、労働条件（労働時間）の変更によって被保険者資格を喪失した

ことが確認できる。 

さらに、Ｃ区役所の所得回答書によれば、申立人に係る平成 17 年の社会保

険料の控除額は、Ａ社における同人の標準報酬月額から算出した申立期間の厚

生年金保険料を含むものとしては著しく低額であり、申立期間において、厚生

年金保険料を事業主により控除されていたとは考え難い。 

このほか、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立



人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案10148 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年１月１日から34年８月１日まで 

Ａ事業所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間に勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ会発行の辞令及び同僚の供述から、申立人が申立期間にＡ事業所に勤務し

ていたことは確認できる。 

しかし、申立期間当時、各販売所の販売員が厚生年金保険に加入する際の適

用事業所であったＣ会は、既に適用事業所でなくなっており、事業主と連絡が

取れず、また、Ａ事業所の経営者も死亡しているため、申立人の申立期間にお

ける勤務実態や厚生年金保険の適用について確認することができない。 

そこで、Ｃ会の厚生年金保険に関する台帳を管理しているＤ社に販売店の従

業員に係る厚生年金保険の加入の取扱いについて照会したところ、同社は、Ｃ

会が全国の各販売店の従業員の加入手続を行っていたが、加入させる時期につ

いては各販売店の判断に委ねていた旨回答している。 

また、Ａ事業所を退職後独立し、Ｅ事業所を経営していた同僚は、厚生年金

保険の加入の取扱いについて「Ｅ事業所では、従業員の入社後一定期間経過後

に加入させていた。Ａ事業所においても同様であったと考えられる。」と供述

している。 

このことは、申立人が記憶していた同僚２名の厚生年金保険の資格取得日が、

Ａ事業所に入社したと主張している時期から一定期間経過後になっているこ

とからも裏付けられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ



いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10158 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60年６月１日から 61年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には昭和 60年６月１日から 61年 12月 20日ごろまで継続して勤務して

いたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

Ａ社から提出があった申立人に係る「雇用保険被保険者資格取得等確認通知

書」及び「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」により、申立期間のうち、

昭和 60年７月 22日以降において同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、事業主は、「当初、申立人から、健康保険の加入は不要であるとの

申し入れがあったため、健康保険資格取得届を提出しておらず、厚生年金保険

についても同様の処理をした。その間、厚生年金保険料も控除していなかっ

た。」と回答しており、申立人もＡ社に入社した昭和 60年６月１日から同年９

月ごろまでの期間は、健康保険に加入していなかったことを記憶している。 

また、事業主が保管する昭和 60年及び 61年の健康保険組合における算定基

礎届の控えには申立人の名前が確認できないことから、申立期間当時の定時決

定の基準日であった 60年及び 61年の８月１日時点では、健康保険の被保険者

ではなかったことが確認でき、厚生年金保険の記録と矛盾しない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料や周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10159 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月１日から 60 年６月１日まで 

Ａ病院（現在は、Ｂ病院）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保

険の加入記録が無い。同病院には昭和 59年 10月から当初はパートで勤務し

た。申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の同僚の供述から、申立人が申立期間において、Ａ病院に勤務していた

ことが推認できる。 

しかし、申立人のＡ病院における雇用保険の資格取得日は昭和 60 年６月１

日であり、厚生年金保険の資格取得日と一致しており、Ｂ病院の総務担当者は、

「申立期間当時、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険は、一緒に手続をして

いた。」と供述している。 

また、上記の担当者は、「厚生年金保険の加入要件は、常勤の従業員のみで、

パートは除いていた。パート採用者は常勤へ勤務形態が変更になった時におい

て厚生年金保険に加入させていた。」と回答しているところ、申立人は、「就職

時は、常勤での勤務は健康に不安があったため、パートでの勤務をお願いし

た。」と供述している。 

さらに、申立人が記憶している同僚及び申立期間当時にＡ病院で勤務してい

た 11 人に照会したところ、採用時期を記憶していた３人は、採用当初はパー

ト勤務であったと供述しているところ、いずれもパート勤務期間終了後４か月

から１年程度経過後に厚生年金保険に加入していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10162 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年 12月 11日から 52年１月 20日まで 

             ② 昭和 53年 ２月 21日から 57年６月 22日まで 

             ③ 昭和 57年 11月 25日から 62年１月 １日まで 

申立期間①、②及び③において、それぞれＡ社、Ｂ社、Ｃ社に勤務した期

間の厚生年金保険の加入記録が無いので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、「Ａ社に勤務していたので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。」と主張している。 

しかしながら、厚生年金保険の適用事業所名簿によれば、Ａ社が厚生年金

保険の適用事業所となっていた期間は、昭和 39 年 11 月１日から 46 年２月

28日までの期間及び 53年１月１日から 62年２月 28日までの期間であるこ

とが確認できることから、同社は、申立期間当時においては適用事業所とな

っていない。 

また、申立人が、記憶している同僚二人については、一人は「申立人のこ

とを知らない。」と回答しており、他の一人は死亡のため、申立人の申立期

間における勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することがで

きない。さらに、Ａ社の事業所別被保険者名簿から、申立期間当時、被保険

者であったことが確認できる 41人の従業員に文書照会したところ、18人か

ら回答があり、この 18人全員は、「申立人の記憶がない。」と回答している。 

なお、Ａ社は、昭和 62年２月 28日に適用事業所ではなくなっており、事

業主とも連絡が取れないため、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 



このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、申立人は、「Ｂ社に勤務し、厚生年金保険に加入し

ていた。」と主張している。 

しかしながら、Ｂ社の事業所別被保険者名簿から、申立期間当時、被保険

者であったことが確認できる 69人の従業員に文書照会したところ、38人か

ら回答があり、このうち 10人は、「申立人が上下水道の現場管理の仕事をし

ていた。」と回答しており、また、この 10 人のうちの７人は、「申立人が請

負契約で勤務していた。」と回答している。 

また、Ｂ社の代表取締役は、「同社が上下水道の設計事務所であるため、

現場管理については外部委託をしており、請負契約で現場管理をしていた申

立人は、厚生年金保険の加入対象者ではなかったはずである。」と述べてい

る。 

さらに、オンライン記録によれば、申立人は申立期間②のうち、昭和 53

年２月から 57 年５月までの期間において、国民年金に加入していることが

確認できる。 

なお、申立人が姓のみ挙げた市役所に勤務していた二人については、連絡

先が不明であることから、これらの者から、申立人の申立期間当時の勤務実

態及び厚生年金保険の適用状況について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ 申立期間③について、申立人は、「Ｃ社に勤務し、厚生年金保険に加入し

ていた。」と主張している。 

しかしながら、厚生年金保険の適用事業所名簿及びオンライン記録により、

Ｃ社が適用事業所となった記録が無い。加えて、申立人は、Ｃ社の所在地が、

Ｄ社の所在地と同地区であるため、勤務先は同社としているが、同社が厚生

年金保険の適用事業所となっていたのは、事業所別被保険者名簿から、平成

元年８月１日から 12 年４月１日までの期間であり、申立期間は適用事業所

となっていない。 

また、Ｄ社の代表取締役は、「申立人が、１年間ほど月単位の請負契約で

仕事をしており、同社が厚生年金保険の適用事業所でなかったことから、保

険料控除はしていなかった。」と述べている。 

さらに、オンライン記録によれば、申立人は申立期間③の全期間において、

国民年金に加入していることが確認できる。 

なお、申立人が記憶している同僚は、姓のみ、あるいは特徴のみの記憶で

あることから、同僚を特定することができず、これらの者から、申立人の勤

務実態等について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間③における厚生年金保険料の控除について確



認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①、②及び③に係る厚生年

金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



東京厚生年金 事案 10163 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 50年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年１月から同年２月１日まで 

Ａ社に平成 12年１月に１か月間だけ勤務した。同期間についての厚生年金保険

の加入記録が無い。申立期間は、同社に勤務し、厚生年金保険料も控除されてい

たはずなので、被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元従業員の回答により、申立人が、同社で勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社は、「申立人は平成 12年１月３日から同月 19日までの期間に

おいて、電話オペレーターとして在籍していたことは確認できたが、申立人の社会

保険の加入手続は確認できない。また、社会保険の加入手続をしない者から保険料

を控除することはなく、正社員であれば、即日社会保険に加入手続をすることにな

っている。当時のことは定かではないが、現在も電話オペレーターは全員パートタ

イマーであり、正社員ではない。」と述べている。 

また、Ａ社の労働組合も「正社員であれば必ず組合に加入し、社会保険にも加入

させていたが、申立人に係る記録は何も確認できない。」と回答している上、同社の

元従業員に照会した中で、申立人を覚えている者のうち、申立人が正社員であった

と回答した者はいなかった。 

なお、申立人は「勤務期間が短期間のため健康保険証はもらわなかった。」と回答

している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10164 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年４月から 22年 12月まで 

             ② 昭和 29年７月から 30年４月まで 

申立期間①においては、Ａ法人で和文タイピストとして勤務し、申立期間

②においては、Ｂ社で臨時職員として勤務したが、それぞれの厚生年金保険

の加入記録が無い。申立期間①及び②において勤務していたことは確かなの

で、同期間について厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ法人から提出された申立期間当時の役職員名簿に、

申立人と申立人が記憶していた同僚の氏名が記載されていることから、申立人

が同法人に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、Ａ法人の事務局長は、「当法人は昭和 57年７月から厚生年金保険に

加入した。」と回答している上、オンライン記録においても、同法人の厚生年

金保険の新規適用年月日は同年７月１日となっていることが確認できること

から、同法人は申立期間において適用事業所ではなかった。 

また、前述の同僚は既に死亡しており、当時の勤務状況及び厚生年金保険の

適用状況について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②については、申立人は、「Ｂ社で臨時職員として勤務した。」と述

べている。 

しかし、Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、当該期間当時に資

格を取得した従業員のうち、住所が判明した８人の従業員へ申立人の勤務状況

を文書照会したところ、７人から回答があり、この７人全員は、「申立人を知



らない。」と回答している。 

また、当該従業員の回答により、当時の経理担当者、社会保険担当者につい

て４人の氏名が挙げられたものの、いずれも住所不明、死亡のため、当該期間

当時のＢ社における臨時職員の社会保険の取扱いについて確認することがで

きなかった。 

さらに、Ｂ社が合併したＣ社へ申立人の厚生年金保険の取扱いについて文書

照会したところ、Ｃ社は、「申立人に係る記録無し。」と回答している。 

加えて、Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に申立人の氏名は無く、

健康保険の整理番号に欠番も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10165 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成４年６月１日から同年９月１日まで 

             ② 平成９年３月１日から同年６月１日まで 

申立期間①においては、Ａ社に勤務し、申立期間②においては、Ｂ社に勤

務していたがそれぞれの厚生年金保険の加入記録が無い。両社にはそれぞれ

の申立期間も含め、その後の期間も勤務していたことは確かなので、同期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が提出した平成４年分の確定申告書に記載され

ている給与額の具体的な記載内容から判断して、申立人が申立期間①において

Ａ社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、前述の平成４年分の確定申告書に記載されている社会保険料

額は、同年に申立人が勤務していたＣ社とＡ社のオンライン記録の標準報酬月

額を基に算出した社会保険料額の合計金額よりも低額であることが確認でき

る。 

また、Ａ社は、「当時の人事記録等を保存しておらず、申立人の同社での勤

務状況や厚生年金保険料の控除等については不明である。」と回答している。

このため、オンライン記録から、申立期間当時に同社の被保険者であったこと

が確認できる９人の従業員に、入社時の厚生年金保険の取扱いについて照会し

たところ５人から回答があり、そのうちの４人は、「入社後３か月は試用期間

で、社会保険を適用されていなかった。」と回答している。 

 さらに、Ａ社が加入する健康保険組合の記録によれば、申立人の同社におけ

る加入期間は平成４年９月１日から５年３月１日までの期間となっており、厚

生年金保険の被保険者記録と一致している。 



このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②について、雇用保険の加入記録及び平成９年分の確定申告書によ

り、申立人が申立期間においてＢ社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、前述の平成９年分の確定申告書に記載されている社会保険料

額は、同年のオンライン記録の標準報酬月額を基に算出した申立期間を除いた

社会保険料額とほぼ一致している。 

さらに、Ｂ社が加入する厚生年金基金及び健康保険組合の記録では、申立人

の加入期間は平成９年６月１日から 10年 12月 15日までの期間となっており、

厚生年金保険の被保険者記録と一致している。 

なお、Ｂ社は、既に解散しており、当時の事業主は所在が不明であることか

ら、申立人の勤務状況や厚生年金保険料等の控除について確認することができ

ない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10175 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年８月１日から 34年 11月ごろまで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤

務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の供述から、期間までは特定できないが、申立人がＡ社に勤務していた

ことは推認できる。 

しかし、オンライン記録によれば、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、同社がＢ社と商号変更した後の、昭和 38 年１月１日であり、申立期

間は適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ｂ社（後に、Ｃ社）は既に閉鎖しており、事業主も死亡していること

から、申立人の勤務状況や厚生年金保険の取扱いについて確認することができ

ない。 

さらに、Ａ社で一緒に勤務していたと申立人が記憶している同僚は、「同社

には勤務していたが、社会保険の取扱いについては記憶に無い。」と回答して

いることから、申立人の厚生年金保険の取扱いについて確認することができな

い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について、確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10176 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年２月から 32年４月まで 

Ａにあった「Ｂ店」にウェイターとして勤務していた申立期間の厚生年金

保険の加入記録が無い。同店に勤務していたことは確かなので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間に勤務していたとする「Ｂ店」は、オンライン記録及び

適用事業所検索システムによると、厚生年金保険の適用事業所ではなかったこ

とが確認できる。 

また、「Ｂ店」の所在地を管轄する法務局において、商業登記の記録は確認

できず、同社の代表者を特定できない。 

さらに、申立人は、「Ｂ店」の当時の経営者及び同僚の氏名を記憶している

が、その連絡先は不明であり、当該事業所における申立人の勤務状況や厚生年

金保険の取扱いについて供述を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について、確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



東京厚生年金 事案 10177 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年２月 19日から 47 年 12月ごろまで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。当該期間につ

いて、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間において、申立人が勤務していたとするＡ社について、オンライン

記録及び適用事業所検索システムでは、厚生年金保険の適用事業所であったこ

との確認ができない。 

また、Ａ社の所在地を管轄する法務局では、同社の商業登記簿謄本及び閉鎖

謄本については、保存期間経過で確認できないため、同社所在地及び代表者を

特定することができない。 

さらに、申立人が記憶している同僚は既に死亡しており、申立人は、そのほ

かに従業員が７名から８名勤務していたと主張しているが、その氏名や連絡先

を記憶していないことから、当時の勤務状況や厚生年金保険の加入状況につい

て供述を得ることができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10182 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年３月から 13年２月１日まで 

派遣会社のＡ社から派遣されてＢ社に１年ほど勤務していたので、厚生年

金保険に加入していたはずだと思う。申立期間について、厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の派遣先の事業所であるＢ社から提出された回答書等から、申立人は、

申立期間のうち、平成 12年３月 28日から 13年２月１日までの期間について、

派遣元の事業所であるＡ社からＢ社に派遣され、同社に勤務していたことは認

められる。 

しかしながら、Ａ社の担当者は、「申立期間について、申立人を社会保険に

加入させていなかった。」と供述していること及びＢ社が保管している「派遣

先管理台帳（兼）通知書」（平成 12年３月 28日から同年４月 27日までの期間、

同年８月１日から同年 10月 31日までの期間及び同年 11月１日から 13年１月

31日までの期間）の社会保険欄の厚生年金保険被保険者資格取得届欄に「無」

と記載されていることから、申立人は、申立期間について、厚生年金保険に加

入していなかったものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10183 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年３月から 31年３月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険加入記録が無い。申立期間当

時の写真があり、Ａ社に勤務をしていたことは確かなので、申立期間につい

て、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人と同時期にＡ社に入社した従業員の供述から、勤務期間までは特定で

きないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、当時の資料を保管していないことから、申立人の同

社における勤務状況及び厚生年金保険料の控除状況について、不明と回答して

いる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間当時に

厚生年金保険に加入していたことが確認できる従業員 20 人に対し、入社時期

と厚生年金保険加入時期の相違等について照会したところ、17 人から回答が

あり、そのうち、13 人は、入社時から１か月から４年間を経過後に厚生年金

保険に加入したとしており、大半の者が入社時から一定期間経過後に厚生年金

保険に加入していたことが確認できる。 

さらに、申立人は、Ａ社で同じ班に所属していた同僚３人を記憶しているが、

いずれの同僚についても同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿にそ

の氏名が見当たらず、申立人と同様に厚生年金保険に加入していなかったこと

がうかがわれる。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の整理番号に欠番等

は見当たらず、申立人の記録が欠落したとは考え難い上、その記載内容に不自

然な点は見当たらない。 



なお、申立人が所持する申立期間当時のものとされる写真には、坑内におい

て、申立人のほか３人が写っているものの、申立人は当該写真に写っている者

の氏名を記憶していないことから人物が特定できず、当該写真に基づき、Ａ社

における申立人の申立期間に係る勤務状況等を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10184 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年 4 月 26日から 35 年 10月１日まで 

Ａ局に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間は臨

時補充員として入局したので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ局の業務を承継したＣ社から提出された勤務証明書等から、申立人は、申

立期間にＡ局に臨時補充員として勤務していたことは認められる。 

しかしながら、申立期間当時、申立人が勤務していたＡ局を統括していたＢ

局に係る事業所別被保険者名簿によると、同局が厚生年金保険の適用事業所と

なったのは、昭和 49年５月 27日であり、申立期間は、厚生年金保険の適用事

業所ではなかったことが確認できる。 

また、申立人が同時期にＡ局に入局したと記憶している同僚は、「申立人と

同時期の昭和 35年に入局したが、当時、厚生年金保険に加入した記憶は無く、

同保険料を控除された記憶は無い。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10186 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年 10月１日から 37 年７月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支社に勤務した期間のうち、海外勤務をしていた

申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に給与から控除されていた

保険料に見合う標準報酬月額と相違している。申立期間の標準報酬月額を正

しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出のあった人事記録により、申立人は、申立期間のうち、昭和

34年６月 11日から 37年３月 22日までの期間においてＡ社Ｄ支店に勤務して

いたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社の当時の代表者は既に死亡し、社会保険担当者は所在不

明であることから、同社における申立人に係る勤務実態及び厚生年金保険の取

扱いについて確認することができない。 

また、Ｂ社の人事担当者は、「当時、申立人のように独身の海外勤務者の給

与は現地法人払としており、日本での給与支給は無く、現地法人払の給与から

は厚生年金保険料を控除していなかった。また、独身の海外勤務者については、

昭和 30 年代ごろまで、各種手当のみを『みなし給与』として厚生年金保険の

標準報酬月額の対象としていた。」旨供述している。 

さらに、Ａ社Ｃ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人

と同様に昭和 31 年４月に資格を取得している従業員 18 人のうち、34 年から

39 年までの期間において標準報酬月額が減額されている従業員は申立人を含

め７人確認でき、このうち、６人は海外勤務者であり、海外勤務中に標準報酬

月額が減額されていない一人を含む６人は当時独身者である。 



加えて、Ａ社Ｃ支社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の

元従業員に照会したが、「給与は現地法人から支払われており、厚生年金保険

料は給与から控除されていなかった。」旨供述している上、厚生年金保険制度

においては、日本国内の適用事業所で支払われる報酬のみ標準報酬月額の対象

となることから、申立人が申立期間において、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を控除されていたことは確認することができなかった。 

このほか、申立期間において、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間について、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10187 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 30年４月１日から 31年３月１日まで 

             ② 昭和 31年 11月１日から 32年３月 26日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社（現在は、Ｃ社）Ｄ工場に勤務した申

立期間②の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間中、それぞれの会社に

勤務し、厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間①

及び②について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の人事担当者は、「申立人の在籍は確認するこ

とができなかった。」旨供述していることから、同社における申立人の当該期

間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができな

い。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業

員に照会したが、申立人が当該期間において同社に厚生年金保険被保険者とし

て勤務していたことは確認できなかった。 

また、申立人は、「Ａ社から健康保険証を受領した記憶が無い。」旨供述して

いる上、申立人が同期入社として名前を記憶している同僚は、同社の健康保険

厚生年金保険被保険者名簿において被保険者記録を確認することができない。 

申立期間②については、Ｃ社の人事担当者は、「当社は、昭和 17年以降の全

従業員に係る厚生年金保険の資格得喪の届出書を保管しているが、申立人の届

出書は確認することができなかった。」旨供述している。 

そこで、Ｂ社Ｄ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の

元従業員に照会したが、申立人が当該期間において同社に厚生年金保険被保険

者として勤務していたことは確認できなかった。 



また、申立人は、「Ｂ社から健康保険証を受領した記憶が無い。」旨供述して

いる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①及び②について、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 



東京厚生年金 事案 10188 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年４月１日から同年７月 29日まで 

Ａ事業所に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

中、同事業所に勤務し、厚生年金保険料を現金で渡していたはずなので、申

立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の人事担当者による「臨時職員の採用リストにより、申立人が昭和

33年６月２日から同年７月 28日まで第一種臨時職員（常勤と同様の勤務時間

で勤務する臨時職員のうち、２か月の期間に限り雇用される臨時職員）として

雇用されたことが確認できる。」旨の供述から判断すると、申立人が申立期間

の一部期間において同事業所に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ事業所は、オンライン記録によると、昭和 39 年９月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間は厚生年金保険の適用事

業所ではないことが確認できる上、同事業所の人事担当者は、「申立人が申立

期間において厚生年金保険に加入していたことは確認できない。」旨供述して

いる。 

また、申立人が記憶する同僚は、所在不明であるため、Ａ事業所における申

立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認する

ことができなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10189 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険第四種被保険者として厚生年金

保険料を納付していたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年３月１日から同年 10月 18日まで 

    厚生年金保険第四種被保険者として加入した期間のうち、申立期間の加入

記録が無い。Ａ社を昭和 53年２月 28日に退職し、その直後に、社会保険事

務所（当時）で第四種被保険者の手続を行い、申立期間中、厚生年金保険料

を納付していたはずなので、申立期間について厚生年金保険の第四種被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険第四種被保険者の資格取得日は、「厚生年金保険第四

種被保険者資格取得申出書及び第四種被保険者資格取得日選択届」によると、

当該資格取得申出の受理された日と記録されており、昭和 53 年 10月 18 日で

あることが確認できる。 

また、旧厚生年金保険法第 17 条では、第四種被保険者の資格喪失時期の要

件の一つとして「20 年の被保険者期間を満たしたとき」とする旨規定されて

おり、申立人の厚生年金保険の加入期間は、オンライン記録によると、240か

月（20 年）となっていることが確認できる上、第四種被保険者整理簿による

と、還付記録は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の納付について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険第四種被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

納付していたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10190 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正元年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月１日から 51年４月１日まで 

Ａ事業所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同事業所には昭和 36 年４月から継続して勤務し、申立期間中、厚生年

金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の代表者による「申立人が申立期間も継続して勤務していた。」旨

の供述及び同事業所から提出のあった申立人の履歴書から判断すると、申立人

が申立期間において同事業所に勤務していたことが認められる。 

しかしながら、申立人は、Ａ事業所から提出のあった社会保険の記録、「健

康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」及び

「健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書」の写しによると、昭和

51 年４月１日に被保険者の資格を取得し、52 年６月１日に資格を喪失してい

ることが確認できるところ、当該記録は、オンライン記録及び雇用保険の加入

記録と一致している。 

また、Ａ事業所の厚生年金保険事務担当者は、「申立人は、申立期間当時、

当事業所においては午前中のみ勤務する短時間労働であるため、厚生年金保険

に加入していなかった。」旨供述している。 

さらに、申立人は、Ｂ共済組合の記録によると、昭和 30年２月１日から 51

年３月 31 日までの期間において共済年金の加入記録があることが確認でき、

申立期間が含まれる。 



このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10191 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年６月１日から同年 10月 10日まで 

             ② 昭和 35年 11月 25日から 36年２月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録

が無い。同社には昭和 35 年６月から継続して勤務し、申立期間中、厚生年

金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間①及び②について

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社の複数の元従業員による「いつごろから当社に

在籍していたのか覚えていないが、当時、申立人と一緒に勤務していた。」旨

の供述から判断すると、期間の特定はできないが、申立人が同社に勤務してい

たことは推認される。 

しかしながら、Ａ社の当時の代表者は所在不明であることから、同社におけ

る申立人の申立期間①に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確

認することができない。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業

員に照会したが、申立人が申立期間①において厚生年金保険被保険者として保

険料控除されていたことを確認することができなかった。 

また、Ａ社の元従業員は「私より先に入社した先輩社員が自分と同じ資格取

得日となっている事情は分からないが、会社は、一定期間内に入社した従業員

の厚生年金保険被保険者の資格取得手続について特定の日にまとめて行って

いたと思う。」旨供述しているところ、同社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者名簿において、申立期間及びその前後に資格を取得した従業員は、昭和

35 年６月 21 日に二人、申立人が資格を取得した同年 10 月 10 日に５人、36



年１月 21日に８人であることが確認できる。 

申立期間②については、Ａ社の複数の元従業員による「いつごろから当社に

在籍していたのか覚えていないが、当時、申立人と一緒に勤務していた。」旨

の供述及び元従業員による「当時、時期はよく覚えていないが、申立人の後任

担当者として一緒に業務の引継ぎを行った。」旨の供述から判断すると、期間

の特定はできないが、申立人が同社に勤務していたことは推認される。 

しかしながら、Ａ社の当時の代表者は所在不明であり、また、当時の社会保

険担当者は「申立人の厚生年金保険の具体的な取扱い及び保険料控除の有無に

ついては不明である。」旨供述していることから、同社における申立人の申立

期間②に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することがで

きない。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数の元従業

員に照会したが、申立人が申立期間②において厚生年金保険被保険者として保

険料控除されていたことを確認することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①及び②について、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることは

できない。 



東京厚生年金 事案 10193 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年３月 15日から 61 年８月 10日まで 

    申立期間については、Ａ社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった回答書及び当時の同社代表取締役の供述から、勤務期

間は特定できないが、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 60年 12月１日からであり、申立期間のうち同日以前の期間につ

いては、厚生年金保険の適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ社の当時の代表取締役は、「当社は既に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっているため、申立期間当時の社会保険関係資料を保有していないこ

とから、申立人の申立期間における勤務の状況や厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。」と供述しているほか、申立期間当時の同社の役

員は、「期間は明らかではないが、申立人が同社に勤務していた記憶はあるも

のの、申立人の厚生年金保険の加入状況や厚生年金保険料の控除については分

からない。」と供述している。 

さらに、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所になった当時、被保険者であった

複数の従業員に照会したところ、回答のあった従業員の一人は、申立期間当時

に勤務していたとする４人の同僚を記憶しているが、いずれも同社に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿に記載が無いことから、当時、同社では必ずし

もすべての従業員を厚生年金保険に加入させていたわけではなかったことが

うかがえる。 

加えて、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の整理番号に欠番等



は見られず、社会保険事務所（当時）の事務処理に不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人について申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



東京厚生年金 事案 10194 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年７月ごろから 27年３月ごろまで 

    Ａ社に住み込みで勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の従業員の供述により、勤務期間は特定できないが、申立人が同社に勤

務していたことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録から、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは、昭和 32 年１月５日からであり、申立期間は適用事業所ではなかっ

たことが確認できる。 

また、上述の従業員は、「昭和 32年１月ごろ、当時の従業員数が５人以上に

なり、全員が一斉に厚生年金保険に加入した。それ以前の期間については、厚

生年金保険には加入しておらず、厚生年金保険料は控除されていない。」と供

述しており、当該従業員が主張している入社時期は昭和 27 年３月ごろだが、

厚生年金保険の資格取得日は 32年１月５日となっている。 

さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、申立期間

当時の事業主とその妻は死亡しており、申立期間に係る厚生年金保険料の控除

について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10195 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②と申立期間④に係る脱退手当金を受給していな

いものと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間③について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年９月 11日から 35年 10 月 19日まで 

② 昭和 36年１月９日から 37年３月 31日まで 

③ 昭和 37年４月１日から 37年 11月１日まで 

④ 昭和 37年 11月１日から 40年７月１日まで 

申立期間当時は脱退手当金の制度を知らなかったので請求するはずはな

く、受給した記憶も無いので、脱退手当金は受給していないことを認めてほ

しい。 

また、申立期間③について、Ａ社に昭和 37 年４月１日から勤務していた

ので、当該期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間の脱退手当金は、申立期間①及び②に係るものと申立期間④に

係るものの２回にわたり支給されたと記録されているところ、２回とも申

立人の意思に反して請求されるということは考え難い。 

また、いずれの申立期間とも、申立人の事業所別被保険者名簿に脱退手

当金の支給を意味する「脱」表示が記されているとともに、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立期間①及び②について、申立期間②の事業所の事業所別被

保険者名簿の女性被保険者のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪

失日である昭和 37 年３月の前後２年以内に資格喪失した者 17 名の脱退手

当金の支給記録を確認したところ、15 名について脱退手当金の支給記録が

あり、いずれも資格喪失日からおおむね半年以内に脱退手当金の支給決定



がなされていることにとともに、女性被保険者の一人は、「当時のＢ社の退

職金は非常に少なかったので、ほとんどの方が脱退手当金を退職金代わり

に受け取っていた。」と供述していることを踏まえると、申立人の脱退手当

金の請求についても、その委任に基づき事業主が代理請求した可能性が高

いものと考えられる上、申立期間①及び②と申立期間④の被保険者番号は

異なっているなど、申立人が申立期間①及び②と申立期間④の双方の脱退

手当金を受給することに不自然さはうかがえない。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

２ 一方、申立期間③について、Ａ社の同僚の供述により、申立人が当該申

立期間について、同社に勤務していたことが推認できる。 

  しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立期間③当時に

厚生年金保険の被保険者になっている複数の従業員は、「同社では試用期間

があった。」と供述しているところ、これらの厚生年金保険資格取得日は入

社後１か月から１年経過していることが確認できる。 

  また、従業員の一人は、「厚生年金保険の未加入期間については、給与か

ら厚生年金保険料は控除されていなかった。」と供述している。 

  さらに、Ａ社が保管する人事記録に記載された申立人の資格取得日は、

昭和 37 年 11 月１日と記されており、オンライン記録と一致することが確

認できる。 

  このほか、申立人について申立期間③に係る厚生年金保険の事業主によ

る給与からの控除について、確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10196 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年 12月 15日から 27年 ５月１日まで 

             ② 昭和 27年 ９月 １日から 30年 12月１日まで 

申立期間の事業所の退職時に脱退手当金の受給手続をした記憶は無いの

で、申立期間について脱退手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には脱退手当金が支給されたことが記

載されているとともに、申立期間に係る最終事業所における厚生年金保険被保

険者資格喪失日から約２か月後の昭和 31 年２月８日に支給決定されているな

ど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された当時は、通算年金制度創設前で

あり、申立期間の事業所を退職後、厚生年金保険への加入歴が無い申立人が脱

退手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても

受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10197 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 10月１日から 39年 11月 30日まで 

Ａ法人に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。Ｂ会関係者

名簿等の資料があるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ会３号館の元支配人及び従業員の供述から、申立人がＡ法人のＢ会３号館

に勤務していたことがうかがわれる。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ法人は、厚生年金保険の適用事業所と

なったのが、昭和 39年２月１日であり、申立期間のうち、同年１月 31日まで

は適用事業所とはなっていない。 

また、Ｂ会３号館の元支配人は、Ａ法人に出向で勤務している者を除き、大

半の従業員は厚生年金保険には加入しておらず、申立人もそのうちの一人であ

ったと供述しているほか、申立人と同じくＢ会３号館で勤務していた従業員は、

厚生年金保険に加入していなかったと思うと供述している。 

さらに、申立人から提出されたＢ会関係者名簿に記載された申立人が勤務し

ていたＢ会３号館の男子客席関係者の全員が、事業所別被保険者名簿に無く、

また、同名簿には欠番も無く、社会保険事務所（当時）の記録に不自然さは見

られない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10198 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったことを認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年６月 24日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

昭和 54年６月 30日まで勤務した記憶があり、厚生年金保険料を控除されて

いたはずなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録では、申立人のＡ社における離職日は昭和 54年６月 23

日であり、厚生年金基金の加入記録では、同社での資格喪失日は同年６月 24

日となっており、また、申立人から提出された「昭和 54 年分源泉徴収票」に

は、同社を同年６月 23 日退職と記載されていることから、申立人の同社にお

ける退職日は、同年６月 23日であることが認められる。 

一方、申立人から提出された「昭和 54 年分源泉徴収票」及び申立人が昭和

52年４月から 54年７月までの給与明細書から転記したとするノートの記載内

容から、同年６月分までの厚生年金保険料を控除されていた可能性はある。 

しかし、厚生年金保険法第 19 条第１項の規定により、被保険者期間は、被

保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までとされてい

ることから、申立人のＡ社における資格喪失日の当月に当たる昭和 54 年６月

は、厚生年金保険の被保険者期間とはならない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間において厚生年金保険被保険者であったと認めることはでき

ない。 



東京厚生年金 事案 10199 

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年 11月１日から 30年５月 10日まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に昭和 29 年 11月１日に入社したが、入社日からの

申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に同社で勤

務したことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人はＡ社に昭和 29年 11月１日に入社したと主張しているが、雇用保険

の加入記録、Ｂ社が保管する人事台帳及び職員経歴簿から、同社には 30 年２

月 16日に入社したことが確認できる。 

また、職員経歴簿には、入社日の昭和 30年２月 16日の欄に、「試用三ヶ月」

と記載されており、申立期間当時の複数の従業員もＡ社では試用期間が設けら

れていたと供述していることから、同社では、入社後において試用期間を設け

ていたことがうかがわれる。 

さらに、健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人は、上記入社日か

ら３か月後の昭和 30年５月 10日に厚生年金保険の被保険者資格を取得してい

ることが確認でき、Ａ社は試用期間経過後に厚生年金保険の加入手続を行って

いたことがうかがえる。 

加えて、Ｂ社の総務担当者は、「職員経歴簿では、入社が昭和 30 年２月 16

日なので、同年２月 15 日以前は、臨時社員と思われ、厚生年金保険に加入し

ていなかったと思う。」と供述している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10200 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年４月１日から同年 10月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社には、昭和 29年４月１日から勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の従業員の供述により、申立人が申立期間に同社に勤務していたこと

はうかがえる。 

しかしながら、当時の事業主の妻（その後の事業主）は、申立人が住み込みで工

場で働いていたことから、６か月間の見習い期間があったのではないかと供述して

いる。 

また、健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿で確認できる複数の従業員に

照会したところ、資格取得日は、その供述する入社日から数か月又は数年後となっ

ており、従業員の一人は、事業主が会社の経営状況により厚生年金保険の加入手続

を行っていたと思うと供述していることから、Ａ社では必ずしも入社と同時に厚生

年金保険の加入手続を行っていなかったことがうかがえる。 

さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の事業主

も死亡しているため、申立人の厚生年金保険料控除について確認することができな

い。 

加えて、上記被保険者名簿には欠番は無く、社会保険事務所（当時）の記録に不

自然さは見られない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給



与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10204 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から 57年３月まで 

    Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間は同社で

売上集計担当として勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったこ

とを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の代表取締役（当時の取締役）及び従業員二人の、申立人が勤務してい

た時期、期間までは明確ではないが勤務していた覚えがある旨の供述、並びに

申立人自身の供述が具体的であることから判断すると、期間までは特定できな

いものの申立人がＡ社に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時の資料等を保管しておらず、申立人の同社で

の勤務状況及び厚生年金保険料の控除については不明と回答していることか

ら、申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年金保険料の控除等の事実に

ついて確認することができない。 

また、申立期間当時、厚生年金保険の事務担当者であった申立人の上司は、

既に亡くなっていることから、申立人の申立期間における勤務状況及び厚生年

金保険料の控除等の事実について確認することができない。 

さらに、申立人と同様の業務内容で勤務していたとされる同僚は、申立期間

に厚生年金保険の被保険者記録が無いことが確認できる。 

加えて、申立人が一緒に入社したとする同僚も申立期間の後に厚生年金保険

被保険者の資格を取得していることが確認でき、厚生年金保険の未加入の原因

について、「入る意思が無かったから。」、未加入期間の控除については「引

かれていた記憶が無い。」と供述していることから判断すると、申立期間当時

のＡ社では、一部の従業員について厚生年金保険に加入させない取扱いをして



いたことがうかがえる。 

なお、オンライン記録によると、申立人は、申立期間を含む昭和 53 年７月

から 57年３月までの国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10205 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年１月４日から 35年７月１日まで 

             ② 昭和 35年９月７日から 36年２月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の

加入記録が無い。同社では、昭和 33 年３月に感電事故に遭い入院したこと

はあったが、32 年１月に入社し、36 年８月に退職するまで継続して勤務し

ていたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ａ社において勤務していた申立人の上司は、自ら申

立人に仕事を教え、自分が退職（昭和 35年５月）するまでの１年ほど一緒

に仕事をした旨供述していることから判断し、勤務期間は特定できないもの

の、申立期間①当時、申立人が同社に勤務していたことがうかがえる。 

    しかし、Ａ社は、昭和 32 年５月１日に厚生年金保険の新規適用事業所と

なっており、申立期間①の一部（同年１月４日から同年５月１日まで）の期

間は適用事業所とはなっていないほか、Ｂ社の取締役は、申立人の当時の勤

務の実態や厚生年金保険料の控除については不明であると回答している。 

    また、Ａ社の技術責任者は、同社は当時親方を中心とする「班」及び「組」

に仕事を請け負わせており、親方の下で働く「電工」は会社の従業員の扱い

にはなっておらず、会社は「電工」については把握していなかった旨供述し

ている。 

    さらに、申立期間①及び②を通し、昭和 32年５月から 36年８月の間に厚

生年金保険の被保険者資格を取得した従業員に照会したところ、回答のあっ

た 26 人のうち６人が、独立した形で仕事を請け負っている者もいた旨供述



しており、そのうち２人は厚生年金保険への加入は希望制であった旨供述し

ていることから、Ａ社では、必ずしも同社の業務に従事しているすべての者

を厚生年金保険に加入させてはいなかったことがうかがえる。 

    加えて、申立人の上司は、Ａ社の仕事を始めてからかなりの期間が経過し

た後、厚生年金保険に加入した旨供述しており、申立人についても、自分の

班に在籍していた期間に厚生年金保険に加入している可能性は低い旨供述

しているほか、申立人が昭和 33 年に勤務していた地区で感電事故に遭った

旨供述していることについて、当該上司は、自分が班長をしていた地区で事

故は無く、申立人の事故は自分が退職した後に別の班に転籍してから起こっ

ていると思う旨供述している。 

    このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申 

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  ２ 申立期間②について、当時の同僚の一人は、申立期間②当時に申立人と同

じ班に所属して勤務しており、申立人のことを記憶している旨供述している

ことから判断すると、申立人は、勤務期間は特定できないものの、申立期間

②当時、Ａ社に勤務していたことがうかがえる。 

    しかし、Ａ社は、申立期間①で記載したとおり、申立期間②においても必

ずしもＡ社の業務に従事しているすべての人を同社の厚生年金保険に加入

させていなかったことがうかがえるほか、現在のＢ社の取締役は、申立人の

当時の勤務実態や厚生年金保険料の控除については不明であると回答して

いる。 

    また、申立期間②当時、同じ班で仕事をしていたとする上記同僚は、申立

人が当該班に在籍中感電事故に遭い、１年程度入院していた旨供述している。 

    さらに、申立人と別の班に所属していた従業員の一人は、自身はＡ社にお

いて２度、厚生年金保険の被保険者資格を取得しているが、別の会社の従業

員として仕事をすることもあり、この際には厚生年金保険の資格を喪失して

いることがある旨供述し、他の従業員は、自分も感電事故に遭っているが、

事故で仕事ができない期間給与が支払われないため退職した旨供述してい

る。 

    このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 10206 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年３月１日から平成５年７月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 57年９月から継続してＡ社に勤務しているにもかかわらず、

申立期間に厚生年金保険の被保険者記録が無いと申し立てており、事業主は、

書類は残されていないが、申立期間に申立人の給与から厚生年金保険料を控除

しており、保険料は納付していたはずと回答している。 

しかし、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によれば、申立人が昭和 60 年３

月１日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同年３月 20 日付けで健康保

険被保険者証が返還されている記録が確認できる。 

また、申立人がＡ社で再度厚生年金保険の被保険者資格を取得した日（平成

５年７月１日）の記録と、雇用保険の資格取得日の記録は一致している。 

さらに、申立人は、昭和 61 年３月１日から平成５年７月２日までの期間、

国民健康保険に加入している記録が認められる。 

加えて、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から申立期間当時厚生年金保険に

加入していることが確認できる従業員に照会したところ、複数の従業員から回

答があり、「申立人は毎日出社してはいなかった。」、「申立人は輸入の仕事を始

めており、２か月から３か月に１度しか来社しなかった。」、「申立人は同社に

は籍が無く、個人で輸入販売をしており、厚生年金保険には加入していなかっ

た。」とそれぞれ供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で



きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


